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【  第１ 総論・民法における消費者契約の位置付け  】 

 

第１ はじめに  

１、消費者被害事件に取り組む弁護士個人の立場として 

２、消費者被害事件の実態を踏まえて 

 

第２ 民法における消費者契約の位置付け 

 １ 消費者契約への配慮の必要性が高いこと 

  (1) 消費者市場の現状           ※  内閣府「平成 20 年度国民生活白書」より 

     ①  消費者が支出する総額（家計最終消費支出） 284 兆円 

（国内総生産（GDP）に占める割合５５．１％） 

   ② １契約の単価の低さを考えれば消費者契約の数的割合はかなりの高さではない

かと推察される。 

   → 私法ルールの全体像や法整備のあり方を考えるうえで、消費者や消費者契約

に対する配慮は不可欠。 

 

 (2) 消費者問題の現状 

 ① 消費生活相談件数は高止まり 

２００９年度 ８９９、４３３件  ※「2010 年版国民生活年報」より 

→消費者が被害を被ったと感じた際、消費生活センター等に相談する割合：

１３．９％ 「国民生活選好度調査 2006 年度」 

   ② 消費者被害に遭う割合 

※消費者被害に遭ったとの回答者 2.6% 「国民生活選好度調査 2006 年度」 

※交通事故の被害に遭う率 0.6％、刑法犯の被害に遭う率 1.2％ 

 ③ 深刻な消費者被害 

   平均契約額 150 万円、平均既払額 55 万円 

→少額多数被害と高額少数被害の併存 

新聞 41,213 円、インターネット接続 73,355 円、分譲マンション 26,432,427 円 

生命保険 5,503,034 円、株 5,113,058 円、クリーニング 16,305 円 

 ④ 消費者被害に伴う経済的損失額の大きさ 

   ※最大で金 3兆 4000 億円、最小で金 1 兆 8706 億円   「H20 国民生活白書」 

→我が国経済において無視できない規模の金額（対 GDP 比 0.36～0.66％） 

 

 ⑤ 公的機関に消費者権利を擁護されていると感じている国民意識の著しい低さ 

  ＜日本＞   感じる ７％（6.9%） 感じない 75%（74.7％） 

  ＜オランダ＞ 同   80%     同    17％ 

  ＜英国＞   同   71%     同    23％ 

    → 消費者問題は、個々の被害者の個人的問題ではなく、国家として現状を放

置すべきでない問題、国家・社会レベルで対応策を講じるべき問題 
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 (3) 考えられる法制度の在り方 

  ① 行政機関による消費者被害の拡大防止・救済 

・消費者庁・地方消費者行政の充実と事業者規制の必要性 

    →消費者被害は少額多数被害、個人での自衛困難性 

→行政機関の専門性・効率性。 

→反面で、人的・予算的な限界あり 

  ② 消費者・消費者団体による被害防止・救済制度の充実 

  ⅰ 消費者団体の権限強化 

   →消費者団体訴訟制度［消費者契約法］、集団的被害救済制度（検討中） 

  ⅱ 消費者自身が自律的な救済を図る法制度 

   →民法改正か消費者契約法か消費者特別法かを問わない基本的視点として、消

費者関連民事ルールの一層の充実の重要性 

 ③ 消費者関連民事ルール整備の方向性 

ア）事業者規制法の中の民事特別規定の活用 

→被害実態に即した迅速・機動的な改正・強化の方向性 

 イ）消費者契約法の活用 

→横断的消費者契約ルールの迅速な改正・整備の方向性 

ウ）民法の活用 

→格差是正・社会問題の解決に使える民法の現代化 

 

 (4) 一般法たる民法に望まれること 

  ① 一般私法である民法を現代社会に適合した法律に現代化 

→消費者契約の存在や現状を視野に入れる必要がある。 

  ② 対等当事者間の民事規定から社会の実態を踏まえた規定へ 

→消費者と事業者など当事者の格差是正・社会問題の解決に使える民法となるこ

とが必要 

   ⇒消費者と事業者など当事者の格差の是正に関する理念規定を設けることに賛成 

 

以上 
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内閣府「平成 年度国民生活白書・消費者市民社会への展望－ゆとりと成熟した社会構*1 20
築に向けて－ （ 以」 http://www.caa.go.jp/seikatsu/whitepaper/h20/10_pdf/01_honpen/index.html。
下「平成20年度国民生活白書」という）8頁。

独立行政法人国民生活センター編「消費生活年報 （以下「消費生活年報 」とい*2 2010 2010」
う。 ） 頁 「全国消費生活情報ネットワーク・http://www.kokusen.go.jp/nenpou/index.htm。 10 。
システム（ 」に登録された 年度の消費生活相談件数。PIO-NET 2009）
「消費生活年報 」 頁・図９。*3 2010 35
「平成20年度国民生活白書」87～91頁、143～144頁 「正規分布」ではなく「ベキ分布 。*4 。 」

92～93頁。*5 同・
92頁。*6 同・
03～104頁。*7 1同・

121頁。*8 同・

- 1 -

【 第２ 民法と消費者概念 】

第１ 民法における契約当事者間の格差への対応の当否・要否

＝ 格差対応は特別法に委ねておけばよい問題か。

【中間論点整理「第６２，１（１ 」１８３頁】）
【配付資料（１ ・意見書１６９頁】）

【意見】
民法も現実の人に存する知識・情報・交渉力等の様々な格差に対応する必要が

あるとの考え方に賛成する。
【理由】

１ 消費者市場と消費者契約の割合の大きさ
*1① 消費者が支出する総額（家計最終消費支出）は２８４兆円

※ 国内総生産（ ）に占めるシェアは約５５％（ 年度）GDP 2007
② 消費者契約における１契約あたりの単価の低さ

※ 消費者契約の数的割合はかなりの割合ではないかと推察される。
２ 消費者問題の深刻さ

① 消費生活相談件数は高止まり
*22009 年度で年間約９０万件

② 深刻な消費者被害の現状
*3契約額１４７万円，支払額５５万円

*4※ 少額多数被害と高額少数被害の併存
③ 消費者被害に遭った人の割合の無視できない高さ

*5内閣府の国民生活選好度調査の結果では 年度で全体の２．６％2006
*6※ 交通事故 ％（ 年 ，刑法犯 ％（ 年）0.6 2007 1.2 2007）

④ 消費者被害による経済的損失額の大きさ
*7最大３兆４０００億円

※ データを基にした契約金額ベースの推計（ 年）PIO-NET 2007
*8⑤ 公的機関に消費者権利を擁護されていると感じている国民意識の低さ

＜日本＞ 感じる 感じない ％6.9% 74.7
＜オランダ＞ 同 同 ％80% 17

⑥ 行政に頼らない制度の充実，被害回復の実現という観点も重要
３ 消費者契約はあくまで格差契約の典型例

消費者以外にも個人と大差ない中小零細事業者などが多く存在。
※ 最近では、消費者保護法の適用の可否が不明確な中小零細事業者の契

約被害（電話機リース等）が社会問題となっている。
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第 次国民生活審議会消費者政策部会中間報告「消費者契約法（仮称）の具体的内容に*1 16
ついて 。 。」 http://www5.cao.go.jp/98/c/19980121c-chukan-1.html
日本弁護士連合会「消費者契約法日弁連試案・同解説」*2

。http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/1999_5.html
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４ 一般法である民法の受け皿としての機能への期待
特別法での救済に困難を伴う事案への対応の必要性
※ 高齢者の被害などでは，クーリングオフの行使や他者への相談もせずに

時間が経過しているケースや，不実告知や威迫・困惑といった要件を必ず
しも満たさない不当勧誘案件が少なくない。

第２ 当事者間に格差がある場合には劣後する者の利益に配慮する必要がある旨の抽象的

な解釈理念を規定することの当否

【中間論点整理「第６２，１（２ 」１８４頁】）
【配付資料（１ ・意見書１６９～１７０頁】）

【意見】
民法に「当事者間に知識・情報等の格差がある場合には劣後する者の利益に配

慮する必要がある旨の抽象的な解釈理念」を規定すべきとの考え方に賛成する。
【理由】

１ 民法における格差是正の必要性
上記「第１」１～４で前述のとおり。

２ 一般法である民法の受け皿としての機能への期待
民法の原理として非対等者間の場合には対等当事者間とは異なる考慮が働
（ ） ，く 劣後する者を保護する必要がある という考え方を明示しておくことや

民法の役割の１つとして契約当事者間の格差への配慮や是正が唱われること
は，公序良俗や信義則といった一般規定の柔軟な適用や，具体的な事案によ
っては消費者契約と実質的に大差ない格差契約（中小零細事業者など）に対
する消費者保護規定の類推適用などにつながり得るのではないか。

第３ 消費者契約に関する規定を設けることの当否

１ 消費者契約に関する規定の要否

【中間論点整理「第６２，１（３ 」１８４頁】）
【配付資料（１ ・意見書１７０頁】）

【意見】
後述する法形式の問題はあるが、新たな消費者契約に関する特則を法制化す

る必要性は高い。
【理由】

( ) 消費者契約に関する民事ルールの不十分さと立法の必要性1
(ｱ) 消費者契約法の制定とその後の経緯

ⅰ 消費者契約法は，平成 年 月に成立し，平成 年 月 日から12 4 13 4 1
施行されている消費者契約に関する包括的民事ルールである。

消費者契約法の実体法部分は，大別して，①契約締結過程の適正化を図
るための不適切勧誘行為規制と，②契約内容の適正化を図るための不当条
項規制に大別できる。

しかし，上記①②のいずれにおいても，立法に先だって提唱されていた
第 次国生審中間報告 や消費者契約法日弁連試案 などに比して，不16 *1 *2

十分な内容に止まっている。
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「消費者基本計画 。*1 」。
内閣府国民生活局「諸外国における消費者契約に関する情報提供、不招請勧誘の規制、適*2

合性原則についての現状調査 （なお、上記の調査結果の詳細は 「諸外国の消費者法におけ」 ，
る情報提供・不招請勧誘・適合性の原則 （別冊NBL 号）として公刊されている 。」 ）121

。http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/keiyaku/file/genjou_chousa.pdf
平成 19 年度消費者契約における不当条項研究会編「平成19年度消費者契約における不当*3
条項研究会報告書 （なお、上記の調査結果の詳細は 「消費者契約における不当条項の実態」 ，

92 128分析 （別冊NBL 号 ，及び 「消費者契約における不当条項の横断的分析 （別冊NBL」 ） ， 」
号）として公刊されている。後者の文献では，新たな不当条項リストとして立法措置を含め
た検討を要する契約条項 類型が列挙されている 。17 ）

。http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/keiyaku/sankou/file/houkokusyo.pdf
国民生活審議会消費者政策部会消費者契約法評価検討委員会「消費者契約法の評価及び論点の検討等*4

。について 。」 http://www.consumer.go.jp/seisaku/shingikai/hokokusyo/file/s-002.pdf
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この点，立法時の衆議院・参議院の委員会付帯決議においては， 年を5
目途に見直しを含めた措置を講じることになっていた。

また，平成 年 月に制定された「消費者基本計画」においては，消17 4
費者契約法の見直しについて，特に情報提供，不招請勧誘の規制，適合性

*1原則を挙げて，平成 年までに一定の結論を得ることになっていた。19
ⅱ その後，消費者契約法については，平成 年改正によって消費者団体18

訴訟制度が導入され，平成 年改正によってその拡充が図られたが，実20
体法部分については，何ら法改正がなされないまま現在に至っている。
※ 前述のように高止まりしている消費者被害を抜本的に減少させるため

， ，にも 次々と発生してくる新たな消費者契約被害の救済を図るためにも
不適切な営業活動を行っている事業者を市場から排除して健全な消費者
取引市場を実現するためにも，消費者契約法の実体法改正は早期に実現
する必要がある。

(ｲ) 内閣府及び消費者庁における法改正に向けたこれまでの取り組み
ⅰ 消費者契約法の所轄官庁であった内閣府（平成 年 月以降は消費者21 9

） ， ， ，庁 は 実体法改正に向けた準備作業として 不適切勧誘行為規制に関し
*2平成 年に，諸外国の立法状況の調査結果を公表している。18

ⅱ また，内閣府は，不当条項規制に関し，平成 年及び平成 年の２16 19
回にわたって，不当条項に関する我が国の社会実態の調査作業を行ってい

*3る。
ⅲ さらに，国民生活審議会は，平成 年 月に，消費者契約法の実体法19 8

*4改正に向けた現行法の評価や論点の検討・整理を行っている。
ⅳ 上記のような調査結果や報告内容は，消費者契約法の実体法改正の必要

性やあるべき方向性を裏付ける立法事実として，極めて重要な基礎資料と
評価できる。

しかし残念なことに現在消費者庁では，他の立法課題との関係で，消費
者契約法の実体法改正に向けた具体的な立法作業を行っていない模様であ
る。

(ｳ) 日本弁護士連合会における法改正に向けたこれまでの取り組み
ⅰ 一方，日本弁護士連合会は，平成 年 月 日 「消費者契約法の18 12 14 ，

実体法改正に関する意見書」を公表し，消費者契約法の実体法改正の早期
実現を訴えると共に 下記の内容を含む具体的な改正提案を行っている 以， （
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日本弁護士連合会「消費者契約法の実体法改正に関する意見書 。*1 」

。http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/061214.html

- 4 -

*1下「日弁連提案」という 。）
ⅱ まず，契約締結過程の適正化を図るための改正提案として，①事業者の

消費者に対する情報提供義務を明文化すること，②消費者契約法第4条１
項２号の取消の要件である「断定的判断」の内容のうち「その他の将来に
おける変動が確実な事項」が消費者の財産上の利得に影響する事項に限定
されない旨を明文化すること，③取消の要件となる「重要事項」の内容に
ついて，契約動機に関する事項が含まれる旨を明文化すること，④情報提
供義務違反，状況の濫用，不招請勧誘行為等について，消費者取消権を付
与すること，⑤信義誠実の原則に反する不当勧誘行為について消費者取消
権を付与する一般規定を制定すること，⑥適合性の原則違反があった場合
に契約を無効とすること，⑦不適正勧誘行為に対する損害賠償責任を明定
すること，⑧取消権の行使期間を短期3年，長期10年に延長すること，⑨
法定追認規定を排除すること等を提唱している。

ⅲ また，契約内容の適正化を図るための改正提案として，①違約金条項に
関する不当条項リスト（消費者契約法第9条1号）の「平均的損害」に関す
る立証責任を事業者に転換すること，②一般条項（消費者契約法第10条）
の法文を「信義誠実の原則に反して消費者の利益を不当に害する消費者契
約の条項は無効とする 」と改訂すること，③契約条項の開示，不意打ち。
条項の禁止，消費者有利解釈準則を採用すること，④継続的契約に関する
消費者中途解約権を付与すること，⑤不当条項リストを拡張すること（ﾌﾞ
ﾗｯｸﾘｽﾄ 類型，ｸﾞﾚｰﾘｽﾄ 類型）等を提唱している。6 11

( ) 民法（債権法）の改正論議に伴う新たな消費者契約の特則の検討の必要性2
【 「 ， 」 】＜例＞ 債権の消滅時効の特則 中間論点整理 第６２ ２③ １８５頁

【意見】
1) もし仮に債権の消滅時効に関して当事者の合意により法律の規定

と異なる時効期間や起算点を設定できるようにするのであれば，消
費者契約においては法律の規定より消費者に不利となる合意変更は
できないという特則規定を設ける立法に賛成である。

２ 民法と消費者契約法との役割分担のあり方

【中間論点整理「第６２，１（３ 」１８４頁】）
【配付資料（１ ・意見書１７０～１７１頁】）

【意見】
(1) 上記のような消費者契約に関する特則の法制化については，法務省と消費

者庁の協力によって，民法と同時に消費者契約法を改正する方法で立法化す
ることが望ましいと考える。

また，民法の改正を機に，消費者契約法の私法実体規定を民法に取り込ん
で消滅させるという考え方（いわゆる統合論）には反対である。

(2) もっとも，もし万一消費者契約法の同時改正が難しい場合には，消費者保
護を進めるという観点から，次善の策として，既存の消費者契約法の私法実
体規定はそのままに，消費者契約に関する特則を民法に設けるということも
視野に入れておく必要がある。

その場合には，消費者契約に関する特則の存在が，他の社会的弱者に対し
て不当に反対解釈されたりしないように，むしろ格差契約の典型例として類
推適用されるように，格差是正の必要性に関する理念規定を併せ規定すべき
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ものと考える。
また，将来的に，民法における消費者契約に関する特則は，消費者契約法

ないしそれを包含する包括消費者法典に吸収する方向で検討される必要があ
ると考える。

【理由】
( ) 消費者契約に関する特則の性格1

① 社会実態に適合した迅速な法改正の必要性
② 消費者保護水準の低下への懸念

→ 民法よりも消費者契約法で立法化した方が望ましいと考える。
(2) 消費者契約法の民法典への統合について

民法の改正を機に，消費者契約法の私法実体規定を民法に取り込んで消
滅させるという考え方（いわゆる統合論）には反対である。
※ これまでの法制審議会における議論や中間論点整理を拝見すると，考

え方の分岐点や考えられる選択肢は別紙「フローチャート （説明資料」
（２）－２）のようなところか。

( ) 民法改正に伴う消費者契約に関する特則の立法化の必要性3
民法で原則規定のみが立法され，消費者契約に関する特則規定（例外規定

を含む）の立法が遅れるといった事態は問題である。
→ 法務省と消費者庁の協力によって，民法と同時に消費者契約法を改正す

る方法で，消費者契約に関する特則規定を立法化することが最も望ましい
と考える。

＜参考＞
「消費者基本計画2010 （平成22年3月30日閣議決定）」

施策番号 42
具体的施策 消費者契約法に関し，消費者契約に関する情報提供，

不招請勧誘の規制，適合性原則を含め，インターネッ
ト取引の普及を踏まえつつ，消費者契約の不当勧誘・
不当条項規制の在り方について，民法（債権関係）改
正の議論と連携して検討します。

担当省庁等 消費者庁，法務省，関係省庁等
実施時期 平成22年度以降，前段については，問題点の把握を行

い（中略）ます。
( ) 何らかの事情で民法と消費者契約法の同時改正が困難な場合4

新たな消費者保護規定を立法して消費者保護を進めるという観点から，既
存の消費者契約法の私法実体規定はそのままに，消費者契約に関する特則を
民法に設けるということも選択肢である。

その場合には，消費者契約に関する特則の存在が，他の社会的弱者に対し
て不当に反対解釈されたりしないように（むしろ格差契約の典型例として類
推適用がなされるように ，格差是正の必要性に関する理念規定を併せ規定）
すべきものと考える。

また，将来的に，民法における消費者契約に関する特則は，消費者契約法
ないしそれを包含する包括消費者法典に吸収する方向での検討がなされる必
要があると考える。

３ 消費者契約に関する規定の具体的内容

【中間論点整理「第６２，１（３ 」１８４頁】）
【配付資料（１ ・意見書１７１～１７２頁】）

【意見】
① 消費者契約法の同時改正によって同法に消費者契約に関する特則が十分

8
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に規定されるのであれば，民法には，消費者契約の解釈に関する理念的な
規定ないし契約当事者間の格差是正に関する理念的な規定を設けるだけで
もよいと考える。

② しかし，もし仮に消費者契約法に消費者契約に関する特則が十分に規定
されないのであれば，民法には，消費者契約の解釈に関する理念的な規定
のみならず，個別の特則規定を設ける必要があると考える。

４ 消費者の定義

【中間論点整理「第６２，１（３ 」１８４頁】）
【配付資料（１ ・意見書１７２～１７３頁】）

【意見】
① 消費者の定義は消費者契約法における定義よりも拡大すべきである（例：

「個人（事業活動に直接関連する目的で取引するものを除く 」など 。） ）
② 消費者と実質的に大差ない零細事業者などを保護できるよう，上記のよう

な消費者の定義の拡大のほか 「消費者」概念の相対化や，格差契約一般，
に関する格差是正の理念規定を介した消費者保護規定の準用ないし類推適
用といった方策を検討すべきである。

【理由】
① 消費者と大差ない中小零細事業者など他の社会的弱者にも消費者に関する

特則を適用できる余地を高めるためには，消費者の定義を消費者契約法に
おける定義よりも拡大することが望ましい（例：個人事業主が当該事業と
直接に関連しない目的で契約の当事者となった場合など 。）

② また，上記の場合以外でも，個人事業主や中小零細事業者等の場合には，
相手方事業者との間の情報・交渉力格差が一般の消費者と事業者との間に
おけるものと大差ない場合がある。かかる消費者と実質的に大差ない零細
個人事業主などを保護できるよう，下記のような対応などを検討すべきで
ある。
ⅰ「消費者 「事業者 「消費者契約」概念を事案によって相対化させて，個」 」
別事案によっては消費者契約に関する特則規定を中小零細事業者にも適用
できるようにする。

ⅱ「消費者 「事業者 「消費者契約」概念の定義や本来の適用範囲はきっち」 」
りと規定しておき，そのうえで，個別事案において契約当事者間に消費者

， ，契約と同程度の情報・交渉力格差が認められる場合には 解釈論において
消費者契約に関する特則規定の準用ないし類推適用を認める。

ⅲ 上記ⅱのような消費者契約に関する特則規定の準用ないし類推適用が可
能なことを，格差契約に関する格差是正の理念規定を設けることで明確化
する。

ⅳ 上記ⅱのような消費者契約に関する特則規定の準用ないし類推適用が可
能なことを，法文に定めて明確にする。

ⅴ 消費者契約に関する特則規定とは別に，格差契約一般に妥当する格差是
正規定を設け，その規定による救済を図る。

第３ 消費者契約の特則

【中間論点整理「第６２，１（３ 」１８４～５頁】）
【配付資料（１ ・意見書１７３～１８１頁】）

１ 不当条項規制の特則

→ 配付資料（２ 「第３」で補足説明予定。）
２ 全部無効の原則

→ 配付資料（２ 「第３」で補足説明予定。）
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３ 債権の消滅時効の特則

→ 配付資料（２ 「第７」で補足説明予定。）
４ 売買契約の特則

→ 配付資料（２ 「第７」で補足説明予定。）
５ 消費貸借契約の特則①（目的物交付前の解除権）

→ 配付資料（２ 「第７」で補足説明予定。）
６ 消費貸借契約の特則②（期限前弁済）

→ 配付資料（２ 「第７」で補足説明予定。）
７ 消費貸借契約の特則③（抗弁の接続）

→ 配付資料（２ 「第６」で補足説明予定。）
８ 賃貸借契約の特則

→ 配付資料（２ 「第７」で補足説明予定。）
９ 委任契約の特則

１０ 寄託契約の特則

１１ 条項使用者不利の原則

→ 配付資料（２ 「第３」で補足説明予定。）
１２ 継続的契約の中途解約権の特則

→ 配付資料（２ 「第３」で補足説明予定。）
１３ その他

→ 配付資料（２ 「第７」で補足説明予定。）
以上
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「消費者契約トラブル」の原因と対処策に関する基本的な考え方 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
現在の民法 

 

 

消費者契約＝事業者・消費者間の契約 

消費者契約の特徴 

＝ 契約当事者間の格差（情報や交渉力の格差）の存在 

消費者契約トラ

ブル 
 契約締結過程の公正 

① 事業者が十分に情報提供や説明をせずに契約を勧誘 

② 事業者が一方的に有利な契約書や約款で契約を締結 

★消費者側＝不本意な契約への支出・

拘束を余儀なくされる不利益 

★事業者側＝本来なら消費者に支持さ

れないはずの劣悪な販売方法や契約条

件しか提供していない事業者に健全な

事業者が売上げを奪われるという社会

正義に反する事態。 

契約内容の公正 

★消費者側＝真に望む契約に基づく支出。 

★事業者側＝良質の販売方法や契約条件を提供する事業者が消

費者に支持・評価され売上げを確保できる健全な消費者取引市場

の実現。 

現在の民法：詐欺・錯誤・公序良俗といった規定しかない。 

現在の消費者契約法：消費者契約に関する包括的民事ルールだが、

契約締結過程を規律する規定も、契約内容を規律する

規定も極めて不十分な内容である。 

 

 

 

① 情報提供義務・説明義務

の明定 

② 消費者取消権（不実告知、

断定的判断の提供、威迫・

困惑）の要件見直し。 

③ 新たな消費者取消権の導

入（情報提供義務違反、状

況の濫用、不招請勧誘、不

当勧誘行為に関する一般

規定の導入） 

           など 

日本弁護士連合会の消費者契約法の改正提案（2006/12/14 意見書）

対策① 対策② 

解消・減

少 

 

 

 

① 一般規定（第 10 条）の要

件見直し 

② 現行の不当条項リストの

要件見直し（第 9条） 

③ 不当条項リストの大幅な

拡張（ブラックリスト・

グレーリスト等） 

④ 継続的契約に関する中途

解約権の明定 

など 

 

 

 

 

 

１ 契約締結過程 

① 情報提供・説明義務 

② 不実表示 

③ 暴利行為・公序良俗   

２ 契約内容 

① 約款規制 

② 不当条項規制 

 ⅰ 消費者契約 

 ⅱ 約款      

３ その他の問題 

① 保証 

② 抗弁接続 

③ 債権各論の諸問題  

４ 民法と消費者概念 

          など 

民法改正と要検討論点例 

契約締結過程 契約内容 

現行法の不十分さ 
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【 第３ 約款・不当条項 】

第１ 約款（定義及び組入要件）

１ 約款の組入要件に関する規定の要否

【 「 ， 」 】中間論点整理 第２７ １ ８４頁

【配付資料（１ ・意見書５６頁】）
【意見】

約款に関する法規定を設けることに賛成である。
【理由】

① 現代社会では，電車に乗って通勤（通学）する，携帯電話で話をする，電
， ， ， ，気を使う インターネットを使う クレジットカードを使う を借りるDVD

旅行をする，宅急便を送るといった，日常生活の中の多くの契約内容が約款
で規律されている。

② ところが，現行民法には約款に関する法規定が存在せず，その法的拘束力
の要件・効果は不明瞭である。

③ また，実際問題としても，契約の一方当事者が契約条項を作成する約款に
ついては，相手方の承諾を擬制しつつ，その開示が十分でなかったり，その
内容が一方的なものとなっていたりする例も存在する。

※ 別紙③④の内閣府による実態調査をご参照
④ さらに，諸外国の立法例に照らしても，民法が市民生活に関わる基本的な
民事ルールを定める法律ということであれば，現代社会において約款の適正
な規律は不可欠であると思われる。

２ 約款の定義

【 「 ， 」 】中間論点整理 第２７ ２ ８５頁

【配付資料（１ ・意見書５６～５７頁】）
【意見】

(1) 約款規制の対象となる「約款」の定義については 「多数に契約に用いるた，
めにあらかじめ定型化された契約条項の総体」といった定義を参考に，約款規
制の立法目的から合目的的に決されるべきである。

(2) この点，日常生活で「約款」と呼ばれているか 「約款」という表題が付い，
ているかといった観点で約款規制の対象を画することには反対である。むしろ
「名称や形態は問わない」といった注記を検討すべきである。約款規制の対象
から，取引基本契約書や定型契約書を除外することには反対である。

(3) 法規制の対象について｢約款｣という用語を用いることが適切か否かについ
ても検討の対象にすべきである。

【理由】
( ) 社会の実態と規制対象1

， （ ）① 日常用語としては 契約書や申込書から独立した規定集 例・保険約款等
などが「約款」と呼ばれることが多いように思われるが，一方で，契約書や

「 」 。申込書の裏面に記載されている契約条項なども 裏面約款 と呼ばれている
また，日常用語としては「契約書 「約定書」と呼ばれている書類であって」
も，契約の一方当事者が作成した定型書式の契約書で個々の契約条項につい
て個別交渉が予定されていないものなどは，約款規制の趣旨が妥当する。例
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えば，取引基本契約書等と呼ばれている契約書類を約款規制から除外するこ
とには反対である。

さらに，インターネット販売や店舗販売などでは，定型化された契約内容
の重要な部分 例・返品・返金の条件など が 会員規約 ご利用規約 お（ ） 「 」「 」「
買物規約 「販売条件 「商品ガイド 「よくあるご質問 「よくあるご質問と」 」 」 」
ご回答 「Ｑ＆Ａ 「入会案内」といった表題のもとに列挙されて顧客に提示」 」
され，顧客からの苦情処理の際に利用されていることも少なくない。

② 上記のような社会実態を踏まえれば 「日常用語として『約款』を呼ばれ，
ていない」とか 「 契約書』と呼ばれている」とか 「 約款』という表題が，『 ，『
付いていない 」といった形式的な理由で，約款規制が及ばなくなると考え。
ることは不合理である。また，実際問題としても，容易に約款規制の潜脱を
許すことになる。

③ したがって，法規制の対象とすべき「約款」の定義については 「多数に，
契約に用いるためにあらかじめ定型化された契約条項の総体」といった定義
を参考に，約款規制の立法目的から合目的的に決されるべきである。より分
かりやすくするために「名称・形態は問わない」と明示した方が望ましいと
考える。
※ 別紙①「消費者契約法日弁連試案」第２条（４）

④ この点，日常用語として既に一定の意味合いを持っている｢約款｣という用
語と，法的に規制を及ぼす必要性のある定型契約とのズレが，議論の混乱に
つながっている側面もあるように思われる。立法後も日常用語とのズレが誤
解を生むことにつながる可能性もある。そこで，｢約款｣という用語の使用を
避けることも選択肢として検討されてもよいのではないかと考える。

３ 約款の組入要件の内容

（１）約款を契約内容とするための要件（約款の組入れ要件）

【 「 ， 」 】中間論点整理 第２７ ３ ８５頁

【配付資料（１ ・意見書５７頁】）
【意見】

ア 約款を使用した取引においても法的拘束力の正当化根拠は意思の合致であ
る。したがって，約款に法的拘束力が認められるためには，原則として約款が
契約締結時までに相手方に提示されていることが必要と考えるべきである。

イ ただし，契約の性質上，契約締結時に約款を開示することが著しく困難な場
合については，例外を肯定すべきである。この場合，例外要件として，約款使

， ， ，用者が約款を用いるであろうことを相手方が知り 又は知ることができ かつ
相手方が約款の内容をあらかじめ知ることができる状態にしていたことを要す
るとすべきである。

（２）不意打ち条項について

【 「 ， 」 】中間論点整理 第２７ ３ ８５頁

【配付資料（１ ・意見書５７～５８頁】）
【意見】

(ｱ) 不意打ち条項を設けるべきである。
(ｲ) 具体的内容としては，取引慣行に照らして異常な条項又は取引の状況若しく

は契約の外形から見て約款使用者の相手方にとって不意打ちとなる条項は，契
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約の内容とならないとする考え方や，相手方が合理的に予期し得ないような性
質の条項は，その内容が相手方により契約締結時までに理解されていたことを
条項使用者が証明した場合を除き，契約の構成部分とならないとする考え方な
どが妥当ではないか。

【理由】
(ｱ) 不意打ち条項の具体例として，付属品の継続的供給条項などが指摘されてい

る（ 別冊NBL126号「債権法改正の基本方針 【3.1.1.A】の提案要旨など 。「 」 ）
(ｲ) 上記に対しては，情報提供義務・説明義務で対処することが相当程度可能で

あるという見解もある。
しかし，説明義務違反の効果（損害賠償）と不意打ち条項の効果（契約条項

の組入れ否定ないし無効）は異なるものであり，契約条項の効力自体を否定す
る後者の処理の方がより妥当な場合もありうる（付属品の供給条項を有効とし
て，説明義務違反であるとして損害賠償で処理するよりも，当該条項を無効と
して処理した方が，より簡明である 。。）

※ 別紙②「消費者契約法の実体法改正に関する意見書」第１５項

（３）認可約款について

【 「 ， 」 】中間論点整理 第２７ ３ ８５頁

【配付資料（１ ・意見書５８～５９頁】）
【意見】

いわゆる認可約款について，約款規制上の例外的扱いを認めるべきではない。
【理由】

(ｱ) 行政庁による約款の認可は，行政的な規律に止まるのであって，契約当事
者間の拘束力までを積極的に承認するものではない。相手方（顧客）側の意
思が反映される機会・手続も欠けており，また，認可後に公示されることも
ない。認可約款についても，契約への組み入れについて，例外的扱いを認め
るべきではない。

(ｲ) なお，不当条項規制においても，例外的扱いを認めるべきではない。行政
の審査は必ずしも不当条項審査という観点からなされているものではないう
えに，実際上も不当条項を十分に排除することができていない。

この点については，大学の学則（在学契約上の約款）について「学則等の
内容が法定されていて，その制定及び変更については文部科学大臣の認可が
必要であるからといって，そのことをもって直ちに入学金，授業料等の金額
の妥当性が十分に担保されているということもできず，交渉力の格差がない
ということもできないのみならず，消費者契約法は，消費者契約に当たる限
り，全取引を対象とするものであり，消費者契約法１条の規定の目的に照ら
し合わせてみても，在学契約について同法の適用がないとは到底いえない」
と判示した裁判例（大阪高判平成16年10月22日判例集等未掲載。同庁平成16
年（ﾈ）第295号事件）も存在する。最高裁判例も大学の学則等に対する消費

（ 。者契約法の不当条項規制の適用を肯定している 学納金返還訴訟上告審判決
最判平成18年11月27日判時1958号12頁等 。）
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http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/data/061214.pdf*4
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第２ 不当条項規制

１ 不当条項規制の要否，適用対象等

（１）不当条項規制の要否

頁】【中間論点整理「第３１，１（１ 」９５）

【配付資料（１ ・意見書６９頁】）
【意見】

民法に不当条項規制の規定を新たに設けることに賛成である。
【理由】

そもそも契約自由の原則は，対等な当事者による交渉ということが前提とし
て想定されている。しかしながら，現実には，様々な事情から，当事者の対等
性が確保できず，あるいは，実質的な交渉が確保できない場合が存在する。契
約自由も一定の制約に服するのであって，相手方を不当に害するもの，当事者
の対等性が確保されていない場合，さらには実質的な交渉が確保できていない
場合などには，契約の内容的規制，すなわち不当条項規制は不可欠である。

【参考資料】
*1別紙③：内閣府「平成 年度消費者契約における不当条項研究会報告書」19

における実態調査の結果（抜粋）
別紙④：同書添付「参考事例集」 記載の契約条項の具体例（抜粋）*2

【補足説明】
１ 消費者契約法に規定された不当条項規制とその問題点
( ) 消費者契約法における不当条項規制1

ⅰ 事業者の損害賠償責任を免除する条項の無効（第８条）
ⅱ 消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等無効（第９条）
ⅲ 消費者の利益を一方的に害する条項の無効（第１０条）

( ) 上記の法規定における問題点2
ⅰ 第８条：損害賠償責任以外の免責規定の不当条項リストが無い。
ⅱ 第９条：平均的損害の立証責任
ⅲ 第１０条：前段要件の要否，後段要件の判断基準
ⅳ その他：不当条項リストが少ない，解釈規定がない，期限の定めのある

継続的商品供給契約の中途解約が難しいなど。
( ) 日本弁護士連合会の提案3

ⅰ 第８条～第１０条の問題解消
ⅱ 不当条項リストの追加（ブラックリスト，グレーリスト）
ⅲ 消費者有利解釈，契約条項の開示・明確化，不意打ち条項の禁止
ⅳ 継続的契約における消費者の中途解約権の付与
＜参考資料＞

*3別紙①：日本弁護士連合会「消費者契約法日弁連試案」
*4別紙②：同「消費者契約法の実体法改正に関する意見書」
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（２）不当条項規制の適用対象

【 「 ， （ ）」 】中間論点整理 第３１ １ ２ ９５頁

【配付資料（１ ・意見書６９～７１頁】）
【意見】

不当条項規制の適用対象として下記を考えることに賛成である。これらはい
ずれも排斥しあうものではない。並行して検討すべきである。
１）約款を使用した取引における契約条項（約款条項）

契約の一方当事者が作成した約款が使用された契約を対象とする不当条
項規制（いわゆる約款アプローチ 。）

２）消費者契約
消費者契約に関する不当条項規規制（いわゆる消費者契約アプローチ 。）
もっとも，その法形式については，消費者契約法の改正をもって行うこ

とが望ましいと考える。ただし，もし万一民法改正と同時に消費者契約法
， ，を改正することが困難である場合には 現行の消費者契約法はそのままに

改正民法で不当条項規制を拡充することを許容する。
３）公序良俗に反する契約条項

公序良俗に反する不当条項規制（いわゆる不当条項アプローチ 。）
【理由】

不当条項規制の適用対象としては，下記を考えることに賛成である。これら
はいずれも排斥しあうものではない。並行して検討すべきである。
１）約款を使用した取引における契約条項（約款条項）

現実の社会では契約の一方当事者が作成した約款（＝定型契約書を含め
） 。 ，て概念すべきと考える を使用した取引が多く存在する かかる取引では

，当事者間で契約内容に関する実質的な交渉が確保されていない場合が多く
いわゆる約款の隠蔽効果もあって，約款条項どおりの合意の成立を他方当
事者に強要する場合には，他方当事者にとって酷な結果となる場合が少な
くない。

２）消費者契約
消費者契約では，契約当事者間の情報・交渉力格差から事業者が契約内

容を規定した取引が多く存在する。かかる取引では，当事者間で契約内容
に関する実質的な交渉が確保されていない場合が多く，いわゆる約款の隠
蔽効果もあって，約款条項どおりの合意の成立を他方当事者に強要する場
合には，他方当事者にとって酷な結果となる場合が少なくない。

３）公序良俗に反する契約条項
公序良俗に反する契約条項が無効であることは自明であるが，当事者の

属性や契約の類型にかかわらず法的効力を否定すべき具体的な契約条項を
類型化できる場合には，契約類型を問わずに適用される不当条項として位
置付けるべきである。
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２ 不当条項の対象から除外すべき契約条項

（１）個別の交渉を経て採用された条項について

【 「 ， 」 】中間論点整理 第３１ ２ ９６頁

【配付資料（１ ・意見書７１～７２頁】）
【意見】

１）約款条項に対する不当条項規制の場合
， 。個別交渉を経て採用された条項は 適用除外としても良いのではないか

ただし，形ばかりの形式的な交渉しかなかった場合などは適用除外とす
べきではない。形式的な交渉の存在だけで不当条項規制が脱法されること
などないように，契約締結過程に関する手当てや，脱法禁止条項を不当条
項リストとして規定するといった対応も検討されるべきと考える。

２）消費者契約に対する不当条項規制の場合
個別交渉を経て採用された条項を適用除外とすることに反対である。

【理由】
(ｱ) 約款条項に対する不当条項規制の場合

ⅰ 個別の交渉を経て採用された契約条項であれば，契約内容に関する契
約当事者の実質的関与がある点において，実質的な弊害が観念できず，
約款条項に対する不当条項規制の趣旨が該当しない。

ⅱ ただし，形ばかりの形式的な交渉しかなかった場合などは適用除外と
すべきではない。適用除外となる「交渉」については，実質的・能動的
なものであることが必要であることを明確にする必要がある。

また，形式的な交渉の存在だけで不当条項規制が脱法されることなど
ないように，契約締結過程に関する手当てや，脱法禁止条項を不当条項
リストとして規定するといった対応も検討される必要があると考える。

ⅲ 個別の交渉を経た条項を約款規制の適用から除外するということは，
実質的な交渉の対象となった特定の条項や特定の項（あるいは号）のみ
が規律の適用から外れ，交渉されていない他の条項や項（あるいは号）
は，不当条項規制の対象になるという点は明確にすべきである。

なぜなら，ダミーのような条項を１ヵ条用意して，アリバイ的にその
条項に修正交渉を行えば，他の条項までもが不当条項の規制に服さなく
なってしまうといった不当な事態や，実質的な交渉を経ていない条項や
特定の項（あるいは号）に約款規制が及ばないといった不当な事態を招
来することになってしまいかねないからである。

(ｲ) 消費者契約に対する不当条項規制の場合
ⅰ 契約当事者間で情報・交渉力格差があることを考えると，個別の交渉

を経たことのみで合意内容の合理性を当然に肯定できない。消費者契約
に対する不当条項規制の趣旨が該当しないとはいえない。

ⅱ 消費者契約法における不当条項規制においても，立法時に個別交渉を
経て採用された条項であっても適用除外とすべきではないという議論が
なされていた。
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（２）契約の中心部分に関する契約条項について

【 「 ， 」 】中間論点整理 第３１ ２ ９６頁

【配付資料（１ ・意見書７２～７３頁】）
【意見】

１）約款条項に対する不当条項規制の場合
中心的部分に関する契約条項を適用除外とすることに反対である。

２）消費者契約に対する不当条項規制の場合
同様である。

【理由】
(ｱ) 区別の困難性と不合理性

ⅰ 実際問題として，契約の中心的部分かそうでないかは，厳密な区別が困
難である。

まず，給付内容を定める条項なのか否かの区別は困難な場合もある。例
えば，保険契約は「保険事故を定める条項」と「免責事由を定める条項」
があり，一般に「免責を定める条項」には不当条項規制が及ぶと考えられ
ているが，免責の要件は保険事故の定義の中に組入れることができる。ま
た，売買契約において 「現状有姿のまま，担保責任を負うことなく引渡，
す」と規定すれば，これが果たして「給付を定める条項」であるといえる
か否かははなはだ疑問はあるものの，少なくとも「給付を定める条項」で
あるか否かの争いとはなりうる。

また，対価の取り決めに関する条項についても，例えば携帯電話の料金
規定のように，複雑で分かりにくいものもある。

ⅱ さらに，契約の中心部分に関する条項に約款規制が及ばないことを認め
ると，不当条項規制が及ぶべき事項を，給付に関する条項に組み入れるこ
とにより，規制を脱法的に回避することにつながる恐れがある。

， ， ，「 ，例えば 売買契約において 約款使用者たる売主が 現状有姿のまま
担保責任を負うことなく引渡す」と規定することで，担保責任免除につい
ての不当条項規制の問題を回避することを認めるべきではない。また，保
険契約において，約款使用者（保険会社）が，約款の規定により 「保険，

」 「 」 ，事故を定める条項 に 故意によらない… との定めを組み入れることで
故意免責の立証責任の転換について不当条項性の疑義を一律回避すること
ができるとすれば，それも不当である。

また，長期間の継続的なサービス（役務）契約の中途解約禁止条項に関
する不当条項審査が，長期間のサービスを受けうる資格ないし地位の売買
契約と法律構成を変更すれば不当条項審査を免れることができるとすれば
不合理なことである。

３ 不当性の判断枠組み

（１）比較対照すべき標準的な内容（任意規定に限るか）

【 「 ， 」 】中間論点整理 第３１ ３ ９６頁

【配付資料（１ ・意見書７３～７４頁】）
【意見】

１）約款条項に対する不当条項規制の場合
比較の対象を任意規定に限る考え方には反対である 「当該契約条項の内。

容と当該契約条項が存在しない場合の当事者の権利義務関係を比較すべき」
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である。
２）消費者契約に対する不当条項規制の場合

同様である。
【理由】

ⅰ 不当条項審査において重要な点は，原則的な権利義務関係から逸脱した
ような契約内容（＝契約条項の作成者に一方的に有利な権利義務関係）を
定めた契約条項か否かという点であるはずである。

ⅱ この点，原則的な権利義務関係というものは，法令中の明文の任意規定
だけでなく，判例等によって確立しているルール，明文のない基本原理な
どによって決まるものである。

， 。ⅲ したがって 比較の対象を任意規定に限るような考え方は妥当ではない
端的に当該契約条項の内容と当該契約条項が存在しない場合の当事者の権
利義務関係を比較すべきである

ⅳ 特に消費者契約法第１０条前段の解釈論では 「比較の対象は任意規定の，
み」という消費者庁解説の見解（限定説）を支持する見解は少なく，多く
の学説も，裁判例（神戸地判平成17年7月14日判時1901号87頁）も，日弁連
見解も非限定説の立場である（詳細は日本弁護士連合会消費者問題対策委

「 （ ）」 （ ，員会編 コンメンンタール消費者契約法 第２版 184～186頁 商事法務
2010 。））

（４）不当性判断の判断基準

【 「 ， 」 】中間論点整理 第３１ ３ ９６頁

【配付資料（１ ・意見書７５～７７頁】）
【意見】

「条項使用者の相手方の利益を信義則に反する程度に害するかどうか」とい
う判断基準に賛成である。

【理由】
ア 約款条項に対する不当条項規制についても，消費者契約に対する不当条
項規制についても，不当条項審査の判断基準としては，比較法的にも，我
が国の学説上も「信義則違反」という判断基準が広く支持されているよう
に思われる。

イ また，消費者契約における不当条項審査（＝消費者契約法１０条後段要
件）の判断基準として，山本敬三教授が，比例原則に根ざした均衡性とい
う基準を提唱されており 日弁連の前掲 コンメンタール消費者契約法 第， 「 （
２版 」も同様の考え方である。）

４ 不当条項の効力

（１）全部無効か一部無効か

【 「 ， 」 】中間論点整理 第３１ ４ ９６頁

【配付資料（１ ・意見書７７頁】）
【意見】

原則は全部無効と考える。
【理由】

ⅰ 約款条項に対する不当条項規制についても，消費者契約に対する不当条項
規制についても，およそ無効な不当条項を定めていても裁判所がぎりぎり有
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効なところで制限解釈によって有効にしてくれるのであれば，不当条項の流
布は止まらない。原則は全部無効とすべきであろう（特に消費者契約に対す
る不当条項規制 。）

ⅱ もっとも，問題とされる約款条項によっては一部無効と判断した方が望ま
しいものもあるかもしれない。明文化が望ましいか否かを含め，更に検討
すべきである。

※ サルベージ条項の問題

５ 不当条項のリストを設けることの当否

（１）不当条項のリストを設けることの当否

【 「 ， 」 】中間論点整理 第３１ ５ ９７頁

【配付資料（１ ・意見書７８頁】）
【意見】

１）約款条項に対する不当条項規制の場合
「具体的な不当条項のリストを作成して条文上明記すべきである」という
検討委員会試案の考え方に賛成である（積極 。）

２）消費者契約に対する不当条項規制の場合
現在消費者契約法８条～１０条の３箇条しかない不当条項リストをさら

に拡大すべきである。ただし，法形式については，民法改正よりも消費者
契約法の改正で実現する方が最も望ましいと考える。

（２）不当条項リストの在り方（ブラックリスト，グレーリスト）

【 「 ， 」 】中間論点整理 第３１ ５ ９７頁

【配付資料（１ ・意見書７８～７９頁】）
【意見】

１）約款条項に対する不当条項規制の場合
ア「不当条項リストはブラックリストとグレーリストに分けて規定すべきで

ある 」という考え方に賛成である（積極 。。 ）
イ 約款条項の不当条項リストと消費者契約の不当条項リストを共通なもの

にするという考え方には反対である。
２）消費者契約に対する不当条項規制の場合

同様である。
３）２つの不当条項リストの分離

約款条項の不当条項規制と消費者契約の不当条項規制は，そもそも法規
制の趣旨が異なる。例えば，個別交渉規定に関する問題の存否・内容にも
差違がある。要件・効果を共通とする１つの不当条項リストに無理にまと
めようとしない方が無難であると考える。

（３）具体的なリストの内容

【 「 ， 」 】中間論点整理 第３１ ５ ９７頁

【配付資料（１ ・意見書７９～８５頁】）
【意見】

１）約款条項に対する不当条項規制の場合
民法（債権法）改正検討委員会編「債権法改正の基本方針 （別冊NBL126」

号）において例示されている不当条項リスト案などを参考として，立法化
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に向けた検討を進めるべきである。
２）消費者契約に対する不当条項規制の場合

ア 下記の提案例に列挙されているような不当条項リストないし契約類型を
参考として立法化を実現すべきである。

*1① 日本弁護士連合会「消費者契約法日弁連試案 （1999年10月22日)」
※ 配付資料（１ 「意見書」８０～８１頁）

② 日本弁護士連合会「消費者契約法の実体法改正に関する意見書 （20」
*206年12月14日）

③ 平成19年度消費者契約における不当条項研究会編「平成19年度消費
*3者契約における不当条項研究会報告書」

※ 配付資料（１ 「意見書」８１頁）
④ 民法（債権法）改正検討委員会編「債権法改正の基本方針 （別冊NB」

L126号）
※ 配付資料（１ 「意見書」８１～８３頁）

⑤ ＥＵ「消費者契約における不公正条項に関する1993年４月５日付け閣
僚理事会指令」の付表に列記されている不公正条項

※ 配付資料（１ 「意見書」８３～８５頁）
イ もっとも，その法形式については，民法改正よりも消費者契約法の改正

で実現する方が最も望ましいと考える（詳細は配付資料（１ 「意見書」）
１７０～１７１頁のとおり 。）

以上
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＜別紙①＞
【 消費者契約法日弁連試案 】

～ 不当条項規制に関係する部分のみ抜粋 ～
（平成 ）年 月 日1999 11 10 22

日本弁護士連合会
第１章 目的・定義

第２条（定義）

（４）本法において，約款とは，事業者が，多数の消費者との契約のために予め作成した契

約条項で，契約内容になるものをいい，その名称，範囲，形態を問わない。

第２章 契約締結過程における事業者の義務

第３条（契約書面・約款の開示）

（１）事業者は，消費者契約の締結に際し契約書面又は約款を用いた場合には，契約締結前

あるいは契約締結後遅滞なく契約書面又は約款内容を記載した書面を消費者に交付し

なければならない。但し，契約の性質上又は社会通念上，約款の内容を記載した書面

を交付することが不要と認められる場合は，この限りでない。

（２）事業者は契約の性質上又は社会通念上，約款の内容を記載した書面を交付することが

不要と認められる場合であっても，その各営業所において掲示，備え置きその他これ

に準ずる方法で，消費者契約の締結に際し消費者が認識できるように約款の内容を開

示しなければならない。

（３）前項の場合であっても，消費者の要求がある場合は，事業者は約款の内容を記載した

書面を消費者に交付しなければならない。

（４）事業者が前３項に規定した各義務の一に違反し，契約条項の開示を怠ったと認められ

る場合は，消費者に不利益な契約条項は契約の内容とはならない。

第３章 契約条項に関する一般規定

第９条（契約条項の明瞭化）

事業者は，消費者契約の条項について，常に明確かつ理解しやすい平易な言葉で表現し

なければならない。

第 条 （契約条項の解釈原則）10
消費者契約の内容の解釈において明確でない契約条項については，消費者に最も有利に

解釈する。

第 条 （不意打ち条項の禁止）11
消費者契約の類型及び交渉の経緯等に照らし，消費者にとって予測することができない

契約条項は無効とする。

第 条 （不当条項の禁止）12
（１）消費者契約における消費者に不当に不利な契約条項は無効とする。

（２）次の各号のいずれかに該当する契約条項は，消費者に不当に不利と推定する。

① ある事項に関する法律規定が存する場合に，当該法律規定よりも消費者に不利な条

項

22
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② 契約の性質から判断して，契約目的の達成を不可能もしくは困難とするような消費

者の権利の制限または義務の付加，及び，事業者の責任の制限または免除を定める

条項

第 条 （不当条項と見倣す契約内容）13
消費者契約において以下に記載する内容を有する条項は消費者に不当に不利な条項とみ

なす。

① 契約文言を解釈する排他的権利を事業者に認める条項

② 法令上，消費者の有する同時履行の抗弁権，留置権，相殺権を排除又は制限する条項

③ 事業者の作為義務を内容とする契約において，消費者の同意なく事業者が第三者に契

約上の地位を移転できるとする条項

④ 事業者が契約上消費者に対して有する債権を第三者に譲渡する場合に，消費者があら

かじめ異議を留めない承諾をする旨の条項

⑤ 事業者の権利の担保責任を全面的に排除する条項

⑥ 事業者が，保証人に対し，保証期間又は限度額を一切定めない包括根保証をさせる条

項

⑦ 事業者の保証人に対する担保保存義務を免除する条項

⑧ 消費者の解除権を一切認めない条項

⑨ 継続的契約において，消費者が正当な理由に基づき解約告知をする場合に，違約金を

支払わねばならないとする条項

⑩ 継続的契約において，消費者が正当な理由がなく解約告知をする場合に，契約が期間

満了まで継続していれば事業者が得られた対価から解約告知により事業者が免れた費

用を控除した金額を超える違約金を定める条項

⑪ 事業者又は第三者が一切の過失行為の責任を負わないとする条項

⑫ 管轄裁判所を事業所の住所地もしくは営業所所在地に限定する条項

第 条 （不当条項と推定する契約内容）14
消費者契約において以下に記載する内容を有する条項は消費者に不当に不利な条項と推

定する。

① 消費者に与えられた期限の利益を奪う条項

② 事業者が契約上の給付の内容又は契約条件を一方的に決定し，又は変更できるとする

条項

③ 事業者又は消費者がその義務を履行したか否かの判断を事業者に委ねる条項

④ 消費者の一定の作為又は不作為により，消費者の意思表示がなされたもの又はな
されなかったものとみなす条項

⑤ 消費者の利益に重大な影響を及ぼす事業者の意思表示が消費者に到達したものとみな

す条項

⑥ 消費者の権利行使又は意思表示の形式又は要件に対して制限を課する条項

⑦ 事業者の物の担保責任を全面的に排除する条項

⑧ 事業者の権利又は物の担保責任について，担保責任発生事由，担保責任の内容，権利

行使期間，権利行使方法を制限する条項

⑨ 事業者が，一方的に予めもしくは追加的に担保を要求できるものとする条項

⑩ 保証人が保証債務を履行した場合の，主債務者に対する求償権の範囲を制限する条項

⑪ 消費者に通常必要とされる程度を超えた多量の物品または役務を購入させる条項

⑫ 消費者に通常必要される程度を超えた長期にわたる継続した物品または役務の購入を

させる条項

23
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⑬ 継続的契約において，消費者からの解約申し入れを制限する条項

⑭ 消費者の法定解除権を制限する条項

⑮ 消費者の債務不履行があった場合に，事業者の損害として通常予想できる額を越える

違約金を定める条項

⑯ 事業者又は第三者の損害賠償責任を制限する条項

⑰ 消費者の事業者又は第三者に対する損害賠償その他の法定の権利行使方法を制限する

条項

⑱ 消費者の契約に基づく給付請求について，権利行使方法を制限し，その行使方法違反

を理由に消費者の給付請求を奪う条項

⑲ 契約が解除又は解約告知によって終了した場合に既に給付された金員は返還しないと

する条項

⑳ 契約が解除又は解約告知によって終了した場合に，給付の目的である商品，権利，役

務の対価相当額を上回る金員を請求できるとする条項

事業者の証明責任を軽減し，又は消費者の証明責任を過重する条項21

第４章 契約条項が無効又は契約内容とならない場合の効果

第 条 (契約条項が無効又は契約内容とならない場合の効果）15
（１）第３条により契約条項が契約の内容とならず，又は前章により契約条項が無効である

ときは，契約は残部につき有効である。

（２）第３条により契約条項が契約の内容とならず，又は前章により契約条項が無効である

ときは，当該契約条項によって定められた事項については，民法その他の法律規定に

従い補充する。

（３）前二項の場合，変更された契約内容の維持が一方の当事者に著しく不利益な場合には

契約は全部無効になる。

以上
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＜別紙②＞
【 消費者契約法の実体法改正に関する意見書 】

～ 不当条項規制に関係する部分のみ抜粋 ～
年 月 日2006 12 14

日本弁護士連合会
第１ 意見の趣旨

３ 現行法３条１項前段を下記のとおり改正すべきである。

事業者は，消費者契約の条項を定めるにあたっては，消費者の権利義務その他の消費者

契約の内容について消費者にとって明確かつ平易な表現を用いなければならない。

１２ 現行法９条１号を下記のとおり改正すべきである。

損害賠償の額を予定し，又は違約金を定める消費者契約の条項は無効とする。ただし，

これらを合算した額が，当該消費者契約と同種の消費者契約につき，当該事業者に生ず

べき平均的な損害の額を超えないときは，この限りではない。

１３ 現行法１０条を下記のとおりと改正すべきである。

信義誠実の原則に反して消費者の利益を不当に害する消費者契約の条項は無効とする。

１４ 現行法に下記の内容を追加すべきである。

（契約条項の開示）

， ， ，① 事業者は 消費者契約の締結に際し契約書面又は約款を用いる場合は 消費者に対し

契約書面又は約款を交付し，又は交付することが契約締結の態様において困難なとき

は，契約締結の場所において掲示，備え置き，その他これに順ずる方法で，消費者が

契約内容を認識できるように開示しなければならない。

② 事業者が前項の義務に違反し，契約条項の開示を怠ったと認められる場合は，消費者

に不利益な契約条項は契約の内容とならない。

１５ 現行法に下記の内容を追加すべきである。

（不意打ち条項）

消費者契約の類型及び交渉の経緯等に照らし，消費者にとって予測することができない

消費者契約の条項は契約の内容とならない。

１９ 現行法に下記の内容を追加すべきである。

（消費者契約の解釈準則）

消費者契約の契約条項が，合理的解釈を尽くしても，不明確であるがゆえに，その条

項につき複数の解釈が成り立つときは，消費者にとってもっとも有利に解釈する。

２１ 現行法に下記の内容を追加すべきである。

（消費者の中途解約権）

消費者は，消費者契約にかかる継続的契約を，将来に向かって解除することができる。

２２ 下記の消費者契約の条項は無効と推定すべきである。

① 事業者が契約上の給付の内容又は契約条件を一方的に決定し，または変更できるとする

条項

② 事業者または消費者がその義務を履行したか否かの判断を事業者に委ねる条項
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③一 事業者の債務不履行（当該事業者，その代表者又はその使用する者の故意又は重大な

過失によるものを除く ）により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する。

条項

二 消費者契約における事業者の債務の履行に際してなされた当該事業者の不法行為（当

該事業者，その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものを除く ）。

により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の一部を免除する条項

④ 法律により認められた消費者の解除権を制限する条項

⑤ 継続的契約において，消費者の中途解約権を制限する条項

⑥ 消費者の利益のために定められた期限の利益を喪失させる条項（但し，民法第１３７条

各号に規定する事由を，期限の利益を喪失する事由として定めた場合を除く ）。

⑦ 消費者が一定の作為又は不作為をしたときは，当該消費者が一定の意思表示をしたもの

又はしないものとみなす条項

⑧ 一定の事実があるときは，事業者の意思表示（消費者契約の解除等，消費者の利益に重

大な影響を及ぼすものに限る ）が消費者に到達したものとみなす条項。

⑨ 消費者の法定の権利行使又は意思表示の形式又は要件に対して制限を課す条項

⑩ 事業者の証明責任を軽減し，又は消費者の証明責任を加重する条項

⑪ 管轄裁判所を事業者の住所地又は営業所所在地に限定する条項

２３ 下記の消費者契約の条項は無効とみなすべきである。

① 契約文言を解釈する排他的権利を事業者に認める条項

② 民法第５４１条ないし第５４３条による消費者の解除権を認めない条項

③ 消費者の民法第２９５条，第５０５条（ただし，民法その他の法律の規定により制限さ

。）， （ 。）れる場合を除く 第５３３条 民法その他の法律の規定により準用される場合を含む

により認められる権利を制限する条項

④ 事業者が消費者に対して役務の提供を約する消費者契約において 当該消費者の同意 あ， （

らかじめ得た同意は除く ）なく，事業者が第三者に当該消費者契約上の地位を承継させ。

ることができるものとする条項

⑤ 事業者が契約上消費者に対して有する債権を第三者に譲渡する場合に，消費者があらか

じめ異議をとどめない承諾をなすものとする条項

⑥ 消費者が限度額を定めないで根保証をする条項

以上
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＜別紙③＞

*1
【 内閣府「平成１９年度消費者契約における不当条項研究会報告書」

における実態調査の結果（抜粋） 】

１ 調査対象

( ) 調査対象業種 業種（マンション賃貸，専門学校，予備校，海外留学，英会1 30
話学校，パソコン教室，自動車教習所，フィットネスクラブ，
リゾート会員，興信所，美容サービス，旅行業，墓地，引っ越
し，宅配，クレジットカード，レンタルビデオ，貸衣装，駐車
場，結婚式場，結婚相手紹介サービス，ペットショップ，中古

， ， ，車販売 インターネットプロバイダ ソフトウェアライセンス
オークション，携帯電話，老人ホーム，その他）

2 163( ) 調査対象事業者
3 225( ) 調査対象約款

２ 調査結果の概要

( ) 多かった契約条項の類型1

① 契約内容変更権 条項（ 事業者）92 53
② 損害賠償の予定 条項（ 事業者）84 59
③ 清算義務免除 条項（ 事業者）68 41
④ 裁判管轄・準拠法 条項（ 事業者）53 44
⑤ 意思表示の擬制 条項（ 事業者）36 28
⑥ 事業者の債務不履行責任の制限 条項（ 事業者）32 23
⑦ 権利行使期間の制限 条項（ 事業者）31 14
⑧ 消費者の債務不履行責任の加重 条項（ 事業者）26 18
⑨ 無催告解除 条項（ 事業者）25 18
⑩ 瑕疵担保責任の制限 条項（ 事業者）22 16
⑪ 契約適合性の判定権 条項（ 事業者）19 15
⑫ 価額変更権 条項（ 事業者）18 14
⑬ 事業者の解除権の留保 条項（ 事業者）18 12

( ) 契約条項の具体例2
別紙④「契約条項の具体例」記載のとおり。

以上
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＜ 別 紙 ④ ＞ 【　契約条項の具体例　】

～ 　「平 成 １９年 度 消 費 者 契 約 に お け る 不 当 条 項 研 究 会 報 告 書 」の 添 付 資 料 「参 考 事 例 集 」よ り抜 粋 　～

No. 業 種 分 類 商 品 名 約 款 等 名 称 条 項 の 類 型 条 文

4
賃 貸 借 契
約 通 常 の
ア パ ー ト

賃 貸 借 契
約 賃 貸 契 約 書 ・意 思 表 示 の 擬 制

・そ の 他

乙 が 賃 料 の 支 払 を 2ヶ 月 以 上 滞 納 し、か つ 甲 に そ の 住 宅 を 、通 知 す る こ とな く不 在 、密 室 に した 場 合 、甲 は
乙 に 通 知 を 要 す る こ とな く、賃 貸 契 約 を 合 意 解 約 した もの とみ な す 。そ の 場 合 、甲 は 乙 の 居 室 の 鍵 を 交 換
す る とともに 、居 室 の 占 有 を 回 収 し、乙 の 所 有 に か か る 家 財 の 一 切 を 任 意 に 処 分 売 却 し、未 払 い 家 賃 に
充 当 す る こ とが で き る 。

11 クレ ジ ット
カ ー ド

カ ー ド貸
与 契 約 規 約 ・規 定 意 思 表 示 の 擬 制 本 規 定 が 改 定 され 、■ ■ ■ が そ の 内 容 を 通 知 した 後 に ■ ■ ■ 会 員 が 本 サ ー ビ ス を 利 用 した 場 合 に は 、当

該 変 更 事 項 を 承 認 した もの とみ な しま す 。

24 そ の 他 ア ダ ル ト
サ イ ト 入 会 案 内 意 思 表 示 の 擬 制 下 の コ ン テ ン ツ の ど れ か ひ とつ で もクリック（押 す ）した 時 点 で 自 動 的 に 入 会 とな りま す 。

30 そ の 他
イ ン ター
ネ ットサ ー
ビ ス

利 用 規 約
・契 約 内 容 変 更 権
・価 格 変 更 権
・意 思 表 示 の 擬 制

運 営 者 が 本 サ ー ビ ス を 通 じて 、随 時 発 表 す る 諸 規 定 は 、本 規 約 の 一 部 を 構 成 す る もの としま す 。運 営 者
は 本 サ ー ビ ス へ の 表 示 を もって 、会 員 の 承 諾 を 得 る こ とな く、い つ で も料 金 規 定 の 変 更 を 含 む 、本 規 約 お
よ び 諸 規 定 の 変 更 を 行 うこ とが で き ま す 。尚 、変 更 は WEB上 に 公 開 され た 時 点 で 有 効 としま す 。

46
賃 貸 借 契
約 通 常 の
ア パ ー ト

賃 貸 借 契
約 利 用 規 則 契 約 内 容 変 更 権 当 社 は 、会 員 の 了 承 を 得 る こ とな く本 規 約 を 随 時 変 更 で き る もの とす る 。変 更 後 の 本 規 約 は 、当 社 が ■ ■

■ の WEBサ イ トな ど オ ン ライ ン 上 に 表 示 した 時 点 よ り効 力 が 生 じる もの とす る 。

47
賃 貸 借 契
約 通 常 の
ア パ ー ト

賃 貸 借 契
約 賃 貸 契 約 書 ・契 約 内 容 変 更 権

・価 格 変 更 権
租 税 ・地 代 ・物 価 等 が 高 騰 した 場 合 、又 は 甲 が 特 に 必 要 と判 断 した 時 は 、期 間 中 とい え ど も随 時 、家 賃 、
共 益 費 、保 証 金 等 の 値 上 げ に 対 し、乙 は 異 議 な く承 諾 す る もの とす る 。

48 予 備 校 通 学 ・通
信 講 座 申 込 規 定 契 約 内 容 変 更 権 当 社 が 必 要 と判 断 した 場 合 に は 、い つ で も本 規 約 を 変 更 す る こ とが で き ま す 。変 更 内 容 に つ い て は 、当 社

ホ ー ム ペ ー ジ 上 に お い て 公 表 しま す 。

51 海 外 留 学 海 外 留 学 契 約 内 容 変 更 権 こ の 約 款 は 、事 情 に よ り告 知 な しに 変 更 され る こ とが あ りま す 。

53 英 会 話 教
室

通 信 サ ー
ビ ス 規 約 ・契 約 内 容 変 更 権

・価 格 変 更 権
当 社 は 、生 徒 に 事 前 の 通 知 を す る こ とな く本 規 約 お よ び 各 運 用 規 程 な らび に料金を 変 更 す る こ とが あ りま
す 。変 更 後 の 本 規 約 お よ び 各 運 用 規 程 も、生 徒 と当 社 の 間 の 一 切 の 関 係 に 適 用 され ま す 。

58 フィットネ
ス クラブ

フィットネ
ス クラブ 会 則 契 約 内 容 変 更 権 ■ ■ ■ は 、必 要 と認 め た 場 合 、本 会 則 の 改 定 を 行 うこ とが で き ま す 。尚 、改 定 内 容 は 全 会 員 に 適 用 され る

もの としま す 。

59 旅 行 業 海 外 旅 行 約 款 契 約 内 容 変 更 権 ■ ■ ■ サ ポ ー トサ ー ビ ス の 内 容 は 、事 前 に 告 知 す る こ とな く、変 更 され る こ とが ご ざ い ま す の で 、予 め ご 了
承 くだ さい 。

65 旅 客 運 送 会 員 クラ
ブ 会 員 規 約 契 約 内 容 変 更 権 ■ ■ ■ は こ の プ ロ グ ラム の 規 約 を い つ で も予 告 の あ る 、な しに 関 わ らず 改 訂 す る こ とが あ りま す 。

67 旅 客 運 送 マ イ レ ー
ジ ポ イ ン ト 規 約 契 約 内 容 変 更 権 ■ ■ ■ は 、提 携 航 空 会 社 や 提 携 企 業 との 提 携 を 事 前 の 予 告 な しに 変 更 す る 権 利 を 有 しま す 。発 行 済 み の

特 典 に 関 して は そ の 有 効 期 限 内 は 提 携 内 容 が 変 更 され て も各 々 の 特 典 に 記 載 され た 期 限 に 従 い ま す 。

69 旅 客 運 送 マ イ レ ー
ジ ポ イ ン ト 規 約 契 約 内 容 変 更 権 最 新 の ハ ン ドブ ックま た は 、最 新 の 印 刷 物 、ホ ー ム ペ ー ジ に 記 載 され た 規 約 内 容 お よ び 告 知 内 容 は 、す べ

て 今 ま で の 規 約 お よ び 告 知 に 、優 先 す る もの とな りま す 。

71 宅 配 航 空 運 送 運 送 約 款 契 約 内 容 変 更 権 こ の 運 送 約 款 及 び こ れ に 基 づ い て 定 め られ た 規 定 は 、予 告 な しに 変 更 され る こ とが あ りま す 。

74 クレ ジ ット
カ ー ド

カ ー ド貸
与 契 約 利 用 ガ イ ド 契 約 内 容 変 更 権 会 員 は 、■ ■ ■ が 必 要 と認 め た 場 合 に は 、■ ■ ■ が サ ー ビ ス お よ び そ の 内 容 を 変 更 とす る こ とを 予 め 承

認 しま す 。

80 レ ン タル ビ
デ オ

レ ン タル ビ
デ オ 利 用 規 約 契 約 内 容 変 更 権

本 規 約 は 、諸 事 情 に よ り、随 時 変 更 され る 場 合 が ご ざ い ま す 。な お 、最 新 の 規 約 内 容 に つ き ま して は 、
http://www .▲ ▲ ▲ .co.jpの イ ン ター ネ ットア ドレ ス に ア クセ ス して い た だ くか 、下 記 ■ ■ ■ コ ン タクトセ ン ター
ま た は ご 利 用 に な る ■ ■ ■ 店 舗 の ス タッフま で お 問 い 合 わ せ くだ さい 。

82
結 婚 相 手
紹 介 サ ー
ビ ス

結 婚 相 手
紹 介 サ ー
ビ ス

誓 約 書 契 約 内 容 変 更 権
貴 社 を 信 用 し、わ た しの 縁 組 仲 介 を 依 頼 い た しま す 。貴 社 に 入 会 後 は 貴 社 の 規 定 を 守 り、貴 社 の 判 断 に
す べ て 一 任 しま す 。将 来 誓 約 書 が 貴 社 に よ り改 定 され た とき は 、改 定 され た 誓 約 書 を 誓 守 しま す 。ま た 、
申 し込 み した コ ー ス サ ー ビ ス の 内 容 も了 解 しま す 。

86
イ ン ター
ネ ット・プ
ロ バ イ ダ

イ ン ター
ネ ットサ ー
ビ ス

会 員 規 約 ・意 思 表 示 の 擬 制
・契 約 内 容 変 更 権

■ ■ ■ は 、会 員 の 承 諾 を 得 る こ とな く、本 規 約 を 変 更 で き 、会 員 は ■ ■ ■ か らの 通 知 を もって 、こ れ を 承 諾
す る もの としま す 。

92
ソフトウ ェ
ア ・ライ セ
ン ス

ソフトウ ェ
ア 販 売 利 用 案 内 ・価 格 変 更 権

・契 約 内 容 変 更 権
ま た 、サ ポ ー トの 内 容 、料金 、期 間 に つ い て は 弊 社 が 一 意 に 決 定 す る もの とし、弊 社 は そ れ らを 予 告 無 く
改 定 す る もの としま す 。
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＜ 別 紙 ④ ＞ 【　契約条項の具体例　】

～ 　「平 成 １９年 度 消 費 者 契 約 に お け る 不 当 条 項 研 究 会 報 告 書 」の 添 付 資 料 「参 考 事 例 集 」よ り抜 粋 　～

96 携 帯 電 話 通 信 サ ー
ビ ス 利 用 規 約 契 約 内 容 変 更 権 本 規 約 の 内 容 は 、当 社 の 都 合 に よ り、お 客 様 へ の 通 知 な しに 変 更 され る こ とが あ りま す 。当 社 は そ れ に 関

して 一 切 の 責 任 を 負 い か ね ま す の で 、予 め ご 了 承 願 い ま す 。

97 老 人 ホ ー
ム

老 人 ホ ー
ム 契 約 書 契 約 内 容 変 更 権 管 理 規 程 は 、本 契 約 の 趣 旨 に 反 しな い 範 囲 内 で 、事 業 者 に お い て 改 定 す る こ とが で き る もの としま す 。こ

の 場 合 、事 業 者 は 、本 契 約 第 ■ ■ 条 に 定 め る 運 営 懇 談 会 の 意 見 を 聴 い た うえ で 行 うもの としま す 。

98 そ の 他 有 線 放 送 契 約 約 款 契 約 内 容 変 更 権 当 社 は 、本 約 款 を 何 等 告 知 す る こ とな く変 更 す る こ とが あ りま す 。こ の 場 合 に お い て は 、加 入 者 は 、変 更 後
の 約 款 の 適 用 を 受 け る もの としま す 。

103 そ の 他 医 療 サ ー
ビ ス 会 員 規 約 契 約 内 容 変 更 権 本 倶 楽 部 の 施 設 の 変 動 、ま た 経 営 上 必 要 が あ る 場 合 規 約 改 正 す る こ とが あ る 。

105 そ の 他 ア ダ ル ト
サ イ ト 入 会 案 内 契 約 内 容 変 更 権 運 営 者 は 本 規 約 を 予 告 無 く修 正 ・追 加 出 来 る もの としま す 。

113 そ の 他 出 会 い 系
サ イ ト 利 用 規 約 ・契 約 内 容 変 更 権

・意 思 表 示 の 擬 制

弊 社 は 、会 員 の 事 前 の 了 承 を 得 る こ とな く本 規 約 を 変 更 で き 、会 員 は こ れ を 異 議 な く了 承 す る もの としま
す 。本 規 約 の 変 更 に 関 して は 、弊 社 が オ ン ライ ン 、ま た は 弊 社 が 提 供 す る 手 段 を 通 じ随 時 会 員 に 対 して 発
表 す る もの としま す 。

115 そ の 他
イ ン ター
ネ ットサ ー
ビ ス

利 用 規 約
・契 約 内 容 変 更 権
・価 格 変 更 権
・意 思 表 示 の 擬 制

運 営 者 が 本 サ ー ビ ス を 通 じて 、随 時 発 表 す る 諸 規 定 は 、本 規 約 の 一 部 を 構 成 す る もの としま す 。運 営 者
は 本 サ ー ビ ス へ の 表 示 を もって 、会 員 の 承 諾 を 得 る こ とな く、い つ で も料 金 規 定 の 変 更 を 含 む 、本 規 約 お
よ び 諸 規 定 の 変 更 を 行 うこ とが で き ま す 。尚 、変 更 は WEB上 に 公 開 され た 時 点 で 有 効 としま す 。

117 そ の 他 オ ン ライ ン
ゲ ー ム 利 用 規 約 ・契 約 内 容 変 更 権

・意 思 表 示 の 擬 制

株 式 会 社 ■ ■ ■ は 、会 員 の 承 諾 を 得 る こ とな くこ の 規 約 を い つ で も変 更 す る こ とが あ りま す 。こ の 場 合 に
は 、サ ー ビ ス の 利 用 条 件 は 、変 更 後 の 会 員 規 約 に よ りま す 。変 更 後 の 会 員 規 約 に つ い て は 、株 式 会 社 ■
■ ■ が 別 途 定 め る 場 合 を 除 い て 、株 式 会 社 ■ ■ ■ の ウ ェブ サ イ ト上 に 表 示 した 時 点 よ り、効 力 を 生 じま
す 。

118 そ の 他 配 信 サ ー
ビ ス 利 用 規 約 ・契 約 内 容 変 更 権

・意 思 表 示 の 擬 制
本 規 約 の 内 容 は 必 要 に 応 じて 変 更 す る こ とが あ りま す 。適 宜 開 示 して い き ま す の で 、利 用 の 際 に は 最 新
の 本 規 約 を ご 参 照 下 さい 。尚 、異 議 が な い 場 合 に は 変 更 後 の 本 規 約 に 同 意 した もの と見 な しま す 。

120 そ の 他 会 員 権 会 員 規 約 契 約 内 容 変 更 権 特 典 内 容 は 提 携 先 の 業 務 内 容 の 変 更 や 社 会 情 勢 の 変 化 等 に 伴 い 、削 除 、追 加 、変 更 され る こ とが あ りま
す 。

121 そ の 他 内 職 契 約 書 面 契 約 内 容 変 更 権 当 本 部 は や む を え な い 事 情 に よ り● ● 提 供 の ● ● が 困 難 で あ る と判 断 した 場 合 、業 務 内 容 の 変 更 ・中 止
で き る もの としま す 。

123 そ の 他
イ ン ター
ネ ットサ ー
ビ ス

利 用 規 約 契 約 内 容 変 更 権 運 営 者 は 必 要 と認 め た 場 合 に は 予 告 な く本 サ ー ビ ス の 内 容 を 変 更 ・中 断 が 出 来 る もの としま す

124 そ の 他 出 会 い 系
サ イ ト 利 用 規 約 契 約 内 容 変 更 権 当 サ イ トは 、会 員 へ の 事 前 の 通 知 ・承 諾 な くして 諸 条 件 ・運 用 規 則 等 を 変 更 （改 廃 ）す る こ とが で き 、会 員

は こ れ を 承 諾 す る もの としま す 。

126 そ の 他
車 輌 の 共
同 購 入 利
用

・契 約 内 容 変 更 権
・当 事 者 の 交 替

当 クラブ は 必 要 に 応 じ特 典 ・規 約 ・クラブ 名 称 を 一 方 的 に 変 更 し得 る もの としま す 。又 、クラブ の 運 営 に 関
し、当 クラブ の 権 利 義 務 を 代 行 す る 期 間 を 別 に 定 め る こ とが あ りま す 。

127 そ の 他 チ ケ ットの
仲 介 業 規 約 契 約 内 容 変 更 権

前 各 条 に 定 め る ほ か 、委 託 販 売 チ ケ ットに 関 し、チ ケ ット販 売 委 託 者 が 定 め る 約 款 や 規 定 が あ る 場 合 に
は 、そ れ らが 適 用 又 は 準 用 され る もの としま す 。本 委 託 販 売 チ ケ ット規 約 は 、弊 社 の 事 業 内 容 の 変 更 や チ
ケ ット販 売 委 託 者 か らの 要 請 等 に よ り、事 前 通 告 な く条 項 を 変 更 ・追 加 す る 場 合 が ご ざ い ま す の で 予 め ご
了 承 下 さい 。

129 そ の 他
イ ン ター
ネ ット通 信
販 売

規 約 契 約 内 容 変 更 権
当 社 は 、本 規 約 を 任 意 に 改 定 で き る もの としま す 。本 規 約 の 改 定 が あ った 場 合 は 、当 社 所 定 の サ イ トに 掲
示 した 時 に そ の 効 力 を 生 じる もの としま す 。こ の 場 合 、パ ー トナ ー は 、改 定 後 の 規 約 に 従 うもの とい た しま
す 。

132 そ の 他 電 子 マ
ネ ー 会 員 規 約 ・契 約 内 容 変 更 権

・そ の 他

当 社 は 、本 サ ー ビ ス の 全 部 ま た は 一 部 の 提 供 を 、理 由 の い か ん を 問 わ ず 、何 時 で も中 止 す る こ とが で き 、
当 該 中 止 に 関 連 ま た は 起 因 して 生 じた 登 録 会 員 の 損 害 に つ い て 、い か な る 責 任 も負 わ な い もの としま す 。
ま た 、当 社 は 、本 サ ー ビ ス の 内 容 変 更 ま た は 本 サ ー ビ ス の 提 供 の 遅 れ に 関 連 ま た は 起 因 して 生 じた 登 録
会 員 の 損 害 に つ い て 、い か な る 責 任 も負 わ な い もの としま す 。
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＜ 別 紙 ④ ＞ 【　契約条項の具体例　】

～ 　「平 成 １９年 度 消 費 者 契 約 に お け る 不 当 条 項 研 究 会 報 告 書 」の 添 付 資 料 「参 考 事 例 集 」よ り抜 粋 　～

134 旅 客 運 送 会 員 クラ
ブ 会 員 規 約 契 約 適 合 性 の 判 定

権

会 員 が ■ ■ ■ FC、■ ■ ■ 若 しくは 両 方 の 規 約 に 違 反 す る か 、又 は 適 用 され る 法 律 に 違 反 しよ うとした り、
若 しくは 他 人 を 違 反 させ よ うとした りす る か 、又 は 詐 欺 を 含 み そ れ に 限 定 され な い ■ ■ ■ との 信 頼 関 係 を
損 な うと■ ■ ■ が 判 断 す る 行 為 が あ った 場 合 に は 、■ ■ ■ は 、そ の 単 独 の 裁 量 に よ り、直 ち に 該 当 す る
会 員 資 格 の 失 効 及 び 取 消 し、す べ て の 積 算 マ イ ル の 無 効 、未 使 用 の 特 典 の 取 消 し、損 害 賠 償 の 請 求 、将
来 の ■ ■ ■ へ の 再 入 会 拒 否 及 び 行 政 処 分 又 は 法 的 措 置 を 通 じた あ らゆ る す べ て の 利 用 可 能 な 救 済 措 置
を とる こ とが あ りま す 。

136 墓 地 墓 委 託 契
約 契 約 約 款 契 約 適 合 性 の 判 定

権
本 規 定 に 定 の な い 規 定 に つ い て は 、法 律 ・条 例 な ど の 定 に よ る ほ か 、そ の 都 度 当 寺 に よ って 定 め る 事 とし
ま す 。

138 結 婚 式 場 結 婚 式 場 規 約

・契 約 適 合 性 の 判
定 権
・事 業 者 の 解 除 権
の 留 保

披 露 宴 等 に ご 出 席 され る お 客 様 が 、法 令 ま た は 公 序 良 俗 に 反 す る 行 為 を な さる お そ れ の あ る と判 断 した
場 合 、もしくは 他 の お 客 様 に ご 迷 惑 を お か け す る と当 荘 側 が 判 断 した 場 合 、ま た は こ の “■ ■ ■ 規 約 ”に 違
反 な さった 場 合 は 、ご 婚 礼 等 の お 申 込 み を お 断 りす る か 、ま た は 既 に ご 契 約 い た だ い た 場 合 ま た は そ の
恐 れ が あ る と当 荘 が 判 断 した 場 合 で も、解 約 させ て い た だ くこ とが あ りま す の で 予 め ご 了 承 下 さい 。

141
結 婚 相 手
紹 介 サ ー
ビ ス

結 婚 相 手
紹 介 サ ー
ビ ス

・契 約 内 容 変 更 権
・契 約 適 合 性 の 判
定 権

会 社 は 、第 2項 及 び 第 3項 *に 関 して 、会 員 の 配 偶 者 選 択 に 支 障 が 生 じな い と判 断 した 場 合 、提 供 す る 役
務 の 内 容 、方 法 、手 段 を 任 意 で 変 更 で き る もの としま す 。

145 オ ー クシ ョ
ン

イ ン ター
ネ ットオ ー
クシ ョン

会 員 規 約

・契 約 適 合 性 の 判
定 権
・消 費 者 の 債 務 不
履 行 に つ き 、過 度
の 義 務 、とりわ け 金
銭 賠 償 を 義 務 づ け
る 条 項

1.会 員 が 規 約 に 違 反 した 場 合 、会 員 の フィー ドバ ックが 当 社 の 定 め る 基 準 に 達 しな い 場 合 、会 員 が 真 に 落
札 す る 意 志 の な い 入 札 を 行 った と当 社 が 判 断 した 場 合 、もしくは 他 の 会 員 に 不 当 に 迷 惑 を か け た と当 社 が
判 断 した 場 合 、当 社 は 、次 の 措 置 を 取 る こ とが で き る もの としま す 。

a.当 社 の 定 め る 期 間 、出 品 ま た は 入 札 を 認 め な い こ と。
b.会 員 資 格 を 取 り消 す こ と。た だ し、こ の 場 合 も前 払 金 は 返 還 しま せ ん 。
c.携 帯 電 話 か らの 入 札 を 認 め な い こ と。

2. 当 社 の 措 置 に よ り会 員 に 損 害 が 生 じて も、当 社 は 、一 切 損 害 を 賠 償 しま せ ん 。

146 そ の 他
イ ン ター
ネ ット通 信
販 売

規 約

・契 約 適 合 性 の 判
定 権 （？ ）
・消 費 者 の 債 務 不
履 行 に つ き 、過 度
の 義 務 、とりわ け 金
銭 賠 償 を 義 務 づ け
る 条 項

当 社 が パ ー トナ ー が 本 規 約 等 に 違 反 して い る と認 め た 場 合 は 、当 社 は 事 前 の 通 知 ・催 告 を 行 うこ とな く、
次 の 各 号 の 措 置 を とる こ とが で き 、パ ー トナ ー は こ れ に つ い て 異 議 を 述 べ る こ とは で き ま せ ん 。
（1）パ ー トナ ー の 設 置 した リン ク等 か らの リン クの 拒 否
（2）パ ー トナ ー の 資 格 喪 失 ま た は 停 止
（3）成 果 報 酬 の 支 払 停 止
（4）前 号 の 他 、パ ー トナ ー の 保 有 す る ポ イ ン ト（本 サ ー ビ ス に よ り付 与 され た もの が 、こ れ に 限 らな い 。）の
全 部 ま た は 一 部 の 利 用 停 止 ま た は 失 効
（5）そ の 他 本 サ ー ビ ス の 全 部 ま た は 一 部 の 提 供 の 中 止

151 そ の 他 ポ イ ン ト
カ ー ド カ ー ド特 約 契 約 適 合 性 の 判 定

権
甲 は 、会 員 が 甲 の 会 員 資 格 を 有 す る 者 として 不 適 格 で あ る と判 断 した 場 合 、何 らの 通 知 な くして 甲 の 会 員
資 格 の み を 喪 失 させ る こ とが あ りま す 。

151-
2 そ の 他 配 信 サ ー

ビ ス 利 用 規 約 契 約 適 合 性 の 判 定
権

当 社 に お い て 、会 員 お よ び 第 三 者 の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ り専 用 機 器 が 正 常 に 作 動 しな い と判 断 した 場
合 は 、当 社 に お い て か か った 全 て の 費 用 に つ き 会 員 が 負 担 す る もの としま す 。

152
賃 貸 借 契
約 通 常 の
ア パ ー ト

賃 貸 借 契
約 賃 貸 契 約 書 ・契 約 内 容 変 更 権

・価 格 変 更 権
租 税 ・地 代 ・物 価 等 が 高 騰 した 場 合 、又 は 甲 が 特 に 必 要 と判 断 した 時 は 、期 間 中 とい え ど も随 時 、家 賃 、
共 益 費 、保 証 金 等 の 値 上 げ に 対 し、乙 は 異 議 な く承 諾 す る もの とす る 。

160
ソフトウ ェ
ア ・ライ セ
ン ス

ソフトウ ェ
ア 販 売 利 用 案 内 ・価 格 変 更 権

・契 約 内 容 変 更 権
ま た 、サ ポ ー トの 内 容 、料金 、期 間 に つ い て は 弊 社 が 一 意 に 決 定 す る もの とし、弊 社 は そ れ らを 予 告 無 く
改 定 す る もの としま す 。

168 そ の 他
イ ン ター
ネ ットサ ー
ビ ス

利 用 規 約
・契 約 内 容 変 更 権
・価 格 変 更 権
・意 思 表 示 の 擬 制

運 営 者 が 本 サ ー ビ ス を 通 じて 、随 時 発 表 す る 諸 規 定 は 、本 規 約 の 一 部 を 構 成 す る もの としま す 。運 営 者
は 本 サ ー ビ ス へ の 表 示 を もって 、会 員 の 承 諾 を 得 る こ とな く、い つ で も料 金 規 定 の 変 更 を 含 む 、本 規 約 お
よ び 諸 規 定 の 変 更 を 行 うこ とが で き ま す 。尚 、変 更 は WEB上 に 公 開 され た 時 点 で 有 効 としま す 。

171
－ 2 宅 配 宅 配 便 運 送 約 款 先 履 行 の 強 制

（荷 送 人 か ら事 業 者 に 対 す る 荷 送 物 の ）滅 失 ま た は 毀 損 に 対 す る クレ ー ム は 、運 送 料 等 の 全 額 が 支 払 わ
れ る ま で は 受 理 され な い もの としま す 。クレ ー ム 金 額 は 事 業 者 が 請 求 す る 運 送 料 等 か ら減 額 す る こ とは で
き な い こ ととし、荷 送 人 は 、事 業 者 の 運 送 料 等 とクレ ー ム 金 額 の 相 殺 に 関 す る 制 定 法 及 び 慣 習 法 に よ る も
の を 含 む い か な る 権 利 もこ れ を 放 棄 す る もの としま す 。
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＜ 別 紙 ④ ＞ 【　契約条項の具体例　】

～ 　「平 成 １９年 度 消 費 者 契 約 に お け る 不 当 条 項 研 究 会 報 告 書 」の 添 付 資 料 「参 考 事 例 集 」よ り抜 粋 　～

172 美 容 サ ー
ビ ス 整 形 手 術 誓 約 書

・人 身 損 害
・不 起 訴 条 項
・損 害 賠 償 の 予 定

私 は 、■ ■ ■ に て 手 術 の 申 し込 み を 行 うに あ た り、
① 上 記 手 術 内 容 と手 術 費 用 、ま た 分 割 の 申 し込 み を 含 め て 、あ くま で も、自 らの 希 望 に よ りクリニ ックに お
願 い す る 事 、
② 上 記 契 約 費 用 は 、い か な る 理 由 に お い て も返 金 され な い こ と、
③ 分 割 を 取 りや め る 場 合 は 上 記 代 金 に 相 当 す る 金 額 を 即 ち に 支 払 うこ と、
④ 再 手 術 の 際 に は 、別 途 料 金 が 発 生 す る こ と、
上 記 手 術 内 容 と手 術 費 用 に つ い て 医 師 か ら説 明 を 受 け 、十 分 納 得 し同 意 を しま した 以 上 、そ の 手 術 結 果
を 含 め 貴 院 に 対 して 一 切 の 異 議 申 し立 て 等 を 行 わ な い こ とを 誓 約 い た しま す 。

173 旅 行 業 募 集 型 企
画 旅 行 旅 行 業 約 款

・権 利 行 使 期 間 の
制 約
・債 務 不 履 行 責 任
の 制 限
・そ の 他

当 社 は 、手 荷 物 に つ い て 生 じた 第 一 項 の 損 害 に つ い て は 、同 項 の 規 定 に もか か わ らず 、損 害 発 生 の 翌 日
か ら起 算 して 、国 内 旅 行 に あ って は 十 四 日 以 内 に 、海 外 旅 行 に あ って は 二 十 一 日 以 内 に 当 社 に 対 して 通
知 が あ った とき に 限 り、旅 行 者 一 名 に つ き **万 円 を 限 度 （当 社 に 故 意 又 は 重 大 な 過 失 が あ る 場 合 を 除 き
ま す 。）として 賠 償 しま す 。

183 宅 配 国 際 運 送 約 款

・債 務 不 履 行 責 任
の 制 限
・権 利 行 使 期 間 の
制 約

荷 物 の 滅 失 又 は き 損 の 場 合 の 損 害 賠 償 の 請 求 は 、荷 送 人 が 行 うもの としま す 。そ の 場 合 、荷 物 受 取 日 か
ら二 十 一 日 以 内 に 荷 送 人 及 び 荷 受 人 よ りそ れ ぞ れ 証 明 書 を もって 、当 店 に 提 出 され な け れ ば 、当 店 は そ
の 損 害 賠 償 の 請 求 の 受 理 は しま せ ん 。

184 宅 配 国 際 宅 配
便 宅 配 便 約 款

・債 務 不 履 行 責 任
の 制 限
・権 利 行 使 期 間 の
制 約

貨 物 に 関 す る 損 害 賠 償 の 請 求 は 、次 の 各 号 の 期 間 内 に 文 書 を もって 、会 社 に 提 出 され な け れ ば 、会 社 は
そ の 損 害 賠 償 の 請 求 の 受 理 は しな い もの としま す 。
（1）貨 物 に 毀 損 の あ った 場 合 は 、荷 送 人 に よ る 物 品 受 領 の 日 か ら14日 以 内
（2）貨 物 に 遅 延 の あ った 場 合 は 、荷 送 人 に よ る 物 品 受 領 の 日 か ら21日 以 内
（3）貨 物 に 滅 失 が あ った 場 合 は 、運 送 状 発 行 の 日 か ら120日 以 内

189 宅 配 宅 配 便 運 送 約 款

・債 務 不 履 行 責 任
の 制 限
・権 利 行 使 期 間 の
制 約

■ ■ ■ に 対 す る 荷 送 人 の クレ ー ム は 、■ ■ ■ が 貨 物 を 引 き を 受 け た 日 よ り30日 以 内 に 、■ ■ ■ が 貨 物 を
引 き を 受 け た 場 所 の 最 寄 の ■ ■ ■ の 事 務 所 へ 書 面 で 通 知 して い た だ き ま す 。こ の 期 限 を 経 過 した 後 に は
クレ ー ム の 申 し立 て は で き ま せ ん 。

190 中 古 車 販
売

中 古 車 販
売 販 売 契 約 条 項 債 務 不 履 行 責 任 の

制 限

万 一 、乙 の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ って 、注 文 車 輌 の 引 渡 しが 遅 延 す る 場 合 は 、別 途 、甲 乙 協 議 の 上 、再
度 、引 渡 し日 を 決 定 す る もの としま す 。な お 、甲 は 、乙 に 対 し、こ の 遅 延 に 関 す る 異 議 を 申 し述 べ な い こ とと
しま す 。

＜ 参 考 ＞
甲 は 、在 庫 共 有 シ ス テ ム （以 下 、「■ ■ ■ 」とい い ま す 。）上 に お い て 購 入 を 希 望 す る 車 輌 （以 下 、「注 文 車
輌 」とい い ま す 。）を 購 入 す る 意 思 を 示 して 申 込 み を 行 うもの としま す 。

191
ソフトウ ェ
ア ・ライ セ
ン ス

ソフトウ ェ
ア 販 売 規 定

・保 証 書
・瑕 疵 担 保 責 任 の
制 限
・債 務 不 履 行 責 任
の 制 限

本 保 証 規 定 に お い て 規 定 され る 場 合 を 除 き 、■ ■ ■ お よ び そ の 供 給 者 は 、本 ソフトウ ェア の 使 用 もしくは
使 用 不 能 か ら生 じる い か な る 損 害 （事 業 利 益 の 喪 失 、事 業 の 中 断 、事 業 情 報 の 喪 失 そ の 他 の 金 銭 的 損 失
に つ い て の 損 害 を 含 み ま す が 、こ れ らに 限 定 され ま せ ん ）に 関 して も、一 切 責 任 を 負 い ま せ ん 。た とえ 、■
■ ■ が か か る 損 害 の 可 能 性 に つ い て 知 らされ て い た 場 合 で も同 様 で す 。本 保 証 規 定 ま た は 使 用 許 諾 契
約 書 の 下 で 生 じる ■ ■ ■ お よ び 供 給 者 の 責 任 は 、法 律 上 除 外 が 認 め られ な い 場 合 を 除 き 、本 ソフトウ ェア
に つ い て お 客 様 が 実 際 に 支 払 った 金 額 を 上 限 としま す 。

197 そ の 他 パ ソコ ン 販 売 条 件 債 務 不 履 行 責 任 の
制 限

■ ■ ■ が お 客 様 に 提 供 す る 製 品 の 納 品 予 定 日 は 概 算 で あ り、契 約 の 一 部 とは な りま せ ん 。い か な る 理 由
で あ れ 、■ ■ ■ 製 品 ま た は 役 務 提 供 の 遅 延 に 一 切 責 任 を 負 い ま せ ん 。

198 そ の 他 電 子 マ
ネ ー 利 用 規 約

・債 務 不 履 行 責 任
の 制 限
・瑕 疵 担 保 責 任 の
制 限

（1）■ ■ ■ は 、本 サ ー ビ ス の 内 容 に つ い て 、そ の 確 実 性 、正 確 性 等 の 保 証 は 一 切 行 わ な い もの としま す 。
内 容 の 信 頼 性 、有 用 性 な ど に つ い て の 判 断 は 、利 用 者 の 皆 様 の 責 任 で 行 うもの としま す 。
（2）■ ■ ■ は 、提 携 シ ョップ サ イ トの サ ー ビ ス 内 容 に つ い て 一 切 責 任 を 負 わ な い もの としま す 。
（３）利 用 者 の 皆 様 は 、本 サ ー ビ ス を 利 用 した こ と、ま た は 利 用 が で き な か った こ とに よ り生 じた 一 切 の 損 害
に つ い て 、責 任 を 負 わ な い もの としま す 。
（４）利 用 者 の 皆 様 が 本 規 約 に 違 反 した 行 為 、ま た は 不 正 行 為 もしくは 違 法 行 為 に よ って ■ ■ ■ に 損 害 を
与 え た 場 合 、■ ■ ■ は 利 用 者 の 皆 様 に 損 害 賠 償 の 請 求 を 行 うこ とが で き る もの としま す 。

199-
2

ペ ット
シ ョップ ペ ット販 売 販 売 契 約 書

・債 務 不 履 行 責 任
の 制 限
・瑕 疵 担 保 責 任 の
制 限
・そ の 他

お 買 い 上 げ 頂 き ま した 生 体 は 、（中 略 ）返 品 、返 金 、交 換 、及 び 金 銭 に よ りま す 補 償 は で き な い 事 を ご 了 承
の 上 、ご 購 入 い た だ き ま す 。

199-
3

美 容 サ ー
ビ ス エ ス テ 契 約 書 約 款

・債 務 不 履 行 責 任
の 制 限
・瑕 疵 担 保 責 任 の
制 限
・そ の 他

原 則 として 、一 度 使 用 及 び 開 封 した 商 品 の 返 品 は で き ま せ ん （注 ・例 外 に 関 す る 定 め 無 し）

199-
4 そ の 他 配 信 サ ー

ビ ス 利 用 規 約

・債 務 不 履 行 責 任
の 制 限
・瑕 疵 担 保 責 任 の
制 限
・そ の 他

「会 員 は 本 サ ー ビ ス が 提 供 す る 情 報 、コ ン テ ン ツ 、第 三 者 が 登 録 す る デ ー タ、そ の 他 サ ー ビ ス の す べ て を
自 己 の 責 任 に 基 づ き 使 用 す る もの としま す 。」「本 サ ー ビ ス の 提 供 、変 更 、中 止 、もしくは 廃 止 に 関 連 して 、
利 用 者 と第 三 者 との 間 で 発 生 した い か な る 損 害 に つ い て も当 社 は 一 切 の 責 任 を 負 い ま せ ん 。ま た 、利 用
者 と第 三 者 との 間 で 生 じた 紛 争 に つ い て も当 事 者 間 で 解 決 す る もの としま す 。」

20

31



＜ 別 紙 ④ ＞ 【　契約条項の具体例　】

～ 　「平 成 １９年 度 消 費 者 契 約 に お け る 不 当 条 項 研 究 会 報 告 書 」の 添 付 資 料 「参 考 事 例 集 」よ り抜 粋 　～

199-
5 携 帯 電 話 通 信 サ ー

ビ ス 契 約 約 款

・債 務 不 履 行 責 任
の 制 限
・瑕 疵 担 保 責 任 の
制 限
・そ の 他

当 社 は 、■ ■ ■ 通 信 サ ー ビ ス を 提 供 す べ き 場 合 に お い て 、当 社 の 責 め に 帰 す べ き 理 由 に よ りそ の 提 供 を
しな か った とき は 、そ の ■ ■ ■ 通 信 サ ー ビ ス を 利 用 で き な い 状 態 （中 略 ）に あ る こ とを 当 社 が 認 知 した 時 刻
か ら起 算 して ２４時 間 以 上 そ の 状 態 が 継 続 した 場 合 に 限 り、当 該 契 約 者 の 損 害 を 賠 償 しま す 。

199-
6

イ ン ター
ネ ット・プ
ロ バ イ ダ

イ ン ター
ネ ットサ ー
ビ ス

会 員 規 約

・債 務 不 履 行 責 任
の 制 限
・瑕 疵 担 保 責 任 の
制 限
・そ の 他

接 続 サ ー ビ ス の 利 用 不 能 が 、弊 社 が そ の 業 務 の 全 部 ま た は 一 部 を 委 託 して い る 第 一 種 電 気 通 信 事 業 者
ま た は 他 の 電 気 通 信 事 業 者 の 責 に 帰 す べ き 理 由 に よ り発 生 した 場 合 、弊 社 が 接 続 サ ー ビ ス 会 員 に 対 して
応 じる べ き 損 害 賠 償 の 額 の 総 額 は 、か か る 事 由 に 関 して 当 該 第 一 種 電 気 通 信 事 業 者 ま た は 他 の 電 気 通
信 事 業 者 か ら弊 社 が 受 領 した 損 害 賠 償 額 を 上 限 としま す

202 ペ ット
シ ョップ ペ ット販 売 販 売 契 約 書 瑕 疵 担 保 責 任 の 制

限

販 売 日 よ り30日 間 を 保 証 期 間 とし、期 間 中 に 飼 育 上 重 大 な 支 障 を き た す 先 天 性 障 害 が あ った 場 合 、生 体
価 格 （税 別 ）の 10％ を 限 度 とし、治 療 費 を お 支 払 い い た しま す （動 物 病 院 の 担 当 獣 医 師 が 作 成 した 、明 ら
か に 先 天 性 障 害 で あ る と証 明 した 診 断 書 な らび に 治 療 明 細 書 が 必 要 で す ）。た だ し、幼 少 時 に 治 療 が 必
要 か 判 断 の つ き に くい 生 体 （陰 睾 丸 等 成 長 の 過 程 で 判 断 す る 症 状 ）は 保 証 す る こ とは で き ま せ ん 。

204
－ 2

ペ ット
シ ョップ ペ ット販 売 販 売 契 約 書

・債 務 不 履 行 責 任
の 制 限
・瑕 疵 担 保 責 任 の
制 限
・そ の 他

お 買 い 上 げ 頂 き ま した 生 体 は 、（中 略 ）返 品 、返 金 、交 換 、及 び 金 銭 に よ りま す 補 償 は で き な い 事 を ご 了 承
の 上 、ご 購 入 い た だ き ま す 。

205 中 古 車 販
売

中 古 車 販
売 契 約 条 項 瑕 疵 担 保 責 任 の 制

限

乙 は 、仕 入 車 両 の 品 質 、状 態 等 を 何 ら保 証 しな い もの とし、仕 入 車 両 に 瑕 疵 が あ った とき とい え ど も、乙
は 、何 らの 責 任 も負 わ な い もの とす る 。た だ し、甲 乙 間 で 仕 入 車 両 の 売 買 契 約 が 締 結 され る 前 に 仕 入 車
両 の 瑕 疵 が 判 明 した 場 合 に お い て 、瑕 疵 あ る 車 両 を 仕 入 れ た こ とに つ い て 乙 に 故 意 ま た は 重 大 な る 過 失
が あ った とき （瑕 疵 あ る 車 両 を 仕 入 れ る こ とま た は そ の 可 能 性 が あ る こ とに つ い て 乙 が 甲 に 対 し事 前 に 告
知 し、甲 が こ れ を 承 諾 した とき な 含 ま な い 。）に は 、甲 は 、何 らの 通 知 ま た は 催 告 す る こ とな く、本 契 約 を 解
除 す る こ とが で き る もの とす る 。
2．前 項 の 規 定 に か か わ らず 、甲 乙 間 で 仕 入 車 両 の 売 買 契 約 が 締 結 され た 後 に 、仕 入 車 両 の 瑕 疵 が 判 明
した とき に は 、甲 お よ び 乙 は 、乙 所 定 の 売 買 契 約 書 の 定 め に 従 って 解 決 す る もの とす る 。

206 中 古 車 販
売

自 動 車 買
取 契 約 ・約 款 瑕 疵 担 保 責 任 の 制

限
メー ター 改 ざ ん 車 は 納 車 日 よ り3ヶ 月 以 内 に 発 覚 し、そ の 経 歴 が ま ち が い な い 場 合 、車 輌 本 体 価 格 全 額 を
発 覚 車 輌 と引 替 え に 乙 に 返 金 しま す 。そ の 後 は 、一 切 申 し受 け 致 しま せ ん 。

208
ソフトウ ェ
ア ・ライ セ
ン ス

ソフトウ ェ
ア 販 売

使 用 許 諾 契
約 書

・契 約 適 合 性 の 判
定 権
・瑕 疵 担 保 責 任 の
制 限
・債 務 不 履 行 責 任
の 制 限
・認 識 義 務
・権 利 行 使 期 間 の
制 約
・そ の 他

1. 本 製 品 の 購 入 日 か ら90日 間 に 限 り、媒 体 や マ ニ ュ ア ル に 物 理 的 な 欠 陥 ・乱 丁 ・落 丁 が あ った 場 合 は 、そ
の 程 度 に 応 じて 弊 社 の 判 断 に 基 づ き 、交 換 又 は 代 金 返 還 を い た しま す 。
2. 本 製 品 の 購 入 日 か ら90日 間 に 限 り、本 ソフトウ ェア に 重 大 は 瑕 疵 が あ った 場 合 （動 作 保 証 対 象 外 の 特
定 の ハ ー ドウ ェア 又 は ソフトウ ェア に 起 因 す る 動 作 不 具 合 を 除 き ま す ）、欠 陥 の 程 度 に 応 じて 弊 社 の 判 断
に 基 づ き 、媒 体 の 交 換 もしくは 修 補 プ ロ グ ラム の 提 供 、解 決 方 法 の 案 内 、又 は 代 金 の 返 還 を 行 い ま す 。ま
た 、ソフトウ ェア の 品 質 ・機 能 が お 客 様 の 特 定 の 使 用 目 的 に 適 合 す る こ とを 保 証 す る もの で は な く、本 ソフ
トウ ェア の 選 択 導 入 の 適 否 は お 客 様 の 責 任 としま す 。
3. 瑕 疵 に 関 して 前 二 項 に 定 め る 以 外 の 責 任 を 負 い ま せ ん 。法 律 上 の 請 求 の 原 因 を 問 わ ず 、本 製 品 の 使
用 又 は 使 用 不 能 か ら生 ず る 派 生 的 財 産 的 損 害 及 び 精 神 的 損 害 、な らび に 直 接 的 又 は 間 接 的 な 営 業 上 の
損 害 に つ い て は 、弊 社 は 責 任 を 負 い ま せ ん 。い か な る 場 合 も、本 契 約 に 基 づ く弊 社 の 責 任 は 、お 客 様 が
実 際 に 支 払 った 本 製 品 の 購 入 金 額 又 は 本 製 品 の 標 準 価 格 の い ず れ か 低 い 方 を 上 限 としま す 。

212
ソフトウ ェ
ア ・ライ セ
ン ス

ソフトウ ェ
ア 販 売

使 用 許 諾 契
約 書

・瑕 疵 担 保 責 任 の
制 限
・債 務 不 履 行 責 任
の 制 限

（1）弊 社 は 、い か な る 場 合 も、お 客 様 の 逸 失 利 益 、特 別 な 事 情 か ら生 じた 損 害 （損 害 発 生 に つ き 弊 社 が 予
見 し得 た 場 合 を 含 み ま す 。）お よ び 第 三 者 か らお 客 様 に 対 して な され た 損 害 賠 償 請 求 に 基 づ く損 害 に つ い
て 一 切 責 任 を 負 い ま せ ん 。ま た 、弊 社 が 損 害 賠 償 を 負 う場 合 に は 、弊 社 の 損 害 賠 償 責 任 は 、そ の 法 律 上
の 構 成 の 如 何 に か か わ らず 、お 客 様 が 実 際 に お 支 払 い に な った 本 製 品 の 代 金 相 当 額 を 限 度 としま す 。
（2）もし、弊 社 が 物 理 的 な 欠 陥 の あ る 媒 体 あ る い は 関 連 資 料 を 前 条 (3）ま た は （4）の 規 定 に もとづ き 交 換
で き な い 場 合 は 、お 客 様 は 本 契 約 に よ り許 諾 され た 使 用 権 を 終 了 で き る もの としま す 。弊 社 は 、か か る 場
合 に お け る 弊 社 の 唯 一 の 責 任 として 、本 製 品 お よ び そ の す べ て の 複 製 物 の 返 却 と引 き 換 え に 、お 客 様 が
実 際 に お 支 払 い に な った 本 製 品 の 代 金 を お 客 様 に 返 還 す る もの としま す 。

213 そ の 他 工 事 請 負 契 約 書 瑕 疵 担 保 責 任 の 制
限

検 査 の 結 果 、工 事 に 瑕 疵 が あ った とき は 、乙 は そ の 瑕 疵 を 修 復 す る もの としま す 。尚 、甲 は 乙 に 対 し本 物
件 の 瑕 疵 に つ い て 修 復 の 請 求 以 外 、本 契 約 の 無 効 及 び 本 契 約 の 解 除 、損 害 賠 償 請 求 等 出 来 な い もの と
しま す 。

216
－ 2

美 容 サ ー
ビ ス エ ス テ 契 約 書 約 款

・債 務 不 履 行 責 任
の 制 限
・瑕 疵 担 保 責 任 の
制 限

原 則 として 、一 度 使 用 及 び 開 封 した 商 品 の 返 品 は で き ま せ ん （注 ・例 外 に 関 す る 定 め 無 し）

216
－ 3 そ の 他 配 信 サ ー

ビ ス 利 用 規 約

・債 務 不 履 行 責 任
の 制 限
・瑕 疵 担 保 責 任 の
制 限
・そ の 他

「会 員 は 本 サ ー ビ ス が 提 供 す る 情 報 、コ ン テ ン ツ 、第 三 者 が 登 録 す る デ ー タ、そ の 他 サ ー ビ ス の す べ て を
自 己 の 責 任 に 基 づ き 使 用 す る もの としま す 。」「本 サ ー ビ ス の 提 供 、変 更 、中 止 、もしくは 廃 止 に 関 連 して 、
利 用 者 と第 三 者 との 間 で 発 生 した い か な る 損 害 に つ い て も当 社 は 一 切 の 責 任 を 負 い ま せ ん 。ま た 、利 用
者 と第 三 者 との 間 で 生 じた 紛 争 に つ い て も当 事 者 間 で 解 決 す る もの としま す 。」

216
－ 4 携 帯 電 話 通 信 サ ー

ビ ス 契 約 約 款

・債 務 不 履 行 責 任
の 制 限
・瑕 疵 担 保 責 任 の
制 限
・そ の 他

当 社 は 、■ ■ ■ 通 信 サ ー ビ ス を 提 供 す べ き 場 合 に お い て 、当 社 の 責 め に 帰 す べ き 理 由 に よ りそ の 提 供 を
しな か った とき は 、そ の ■ ■ ■ 通 信 サ ー ビ ス を 利 用 で き な い 状 態 （中 略 ）に あ る こ とを 当 社 が 認 知 した 時 刻
か ら起 算 して ２４時 間 以 上 そ の 状 態 が 継 続 した 場 合 に 限 り、当 該 契 約 者 の 損 害 を 賠 償 しま す 。

216
－ 5

イ ン ター
ネ ット・プ
ロ バ イ ダ

イ ン ター
ネ ットサ ー
ビ ス

会 員 規 約

・債 務 不 履 行 責 任
の 制 限
・瑕 疵 担 保 責 任 の
制 限
・そ の 他

接 続 サ ー ビ ス の 利 用 不 能 が 、弊 社 が そ の 業 務 の 全 部 ま た は 一 部 を 委 託 して い る 第 一 種 電 気 通 信 事 業 者
ま た は 他 の 電 気 通 信 事 業 者 の 責 に 帰 す べ き 理 由 に よ り発 生 した 場 合 、弊 社 が 接 続 サ ー ビ ス 会 員 に 対 して
応 じる べ き 損 害 賠 償 の 額 の 総 額 は 、か か る 事 由 に 関 して 当 該 第 一 種 電 気 通 信 事 業 者 ま た は 他 の 電 気 通
信 事 業 者 か ら弊 社 が 受 領 した 損 害 賠 償 額 を 上 限 としま す
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＜ 別 紙 ④ ＞ 【　契約条項の具体例　】

～ 　「平 成 １９年 度 消 費 者 契 約 に お け る 不 当 条 項 研 究 会 報 告 書 」の 添 付 資 料 「参 考 事 例 集 」よ り抜 粋 　～

217
賃 貸 借 契
約 通 常 の
ア パ ー ト

賃 貸 借 契
約 利 用 規 則 注 意 義 務 の 軽 減 甲 は 、本 施 設 で あ る ■ ■ ■ の 物 的 施 設 の 維 持 管 理 の み を 行 うもの とし、乙 の 保 管 物 の 盗 難 ・品 質 の 変 化

等 に つ い て は 、管 理 責 任 を 負 わ な い もの とす る 。

218
賃 貸 借 契
約 通 常 の
ア パ ー ト

賃 貸 借 契
約 利 用 規 則 注 意 義 務 の 軽 減

（？ ）

1項 　本 サ ー ビ ス の 提 供 に 係 わ る 当 社 の 責 任 は 、会 員 が 支 障 な く本 サ ー ビ ス を 利 用 で き る よ う、善 良 な る
管 理 者 の 注 意 を もって 本 サ ー ビ ス を 運 営 す る こ とに 限 られ 、そ の 他 一 切 の 責 任 を 負 わ な い もの とす る 。
2項 　当 社 は 、本 サ ー ビ ス の 利 用 に よ り発 生 した 会 員 の 損 害 （他 社 との 間 で 生 じた 紛 争 等 に 起 因 す る 損 害
を 含 む ）、お よ び 本 サ ー ビ ス を 利 用 で き な か った こ とに よ り発 生 した 会 員 ま た は 他 社 の 損 害 に 対 し、故 意 ま
た は 重 大 な 過 失 が あ る とき を 除 き 、一 切 の 責 任 を 負 わ な い もの とす る 。

219 旅 客 運 送 手 配 旅 行 旅 行 業 約 款
・注 意 義 務 の 軽 減
・債 務 不 履 行 責 任
の 制 限

当 社 が 善 良 な 管 理 者 の 注 意 を もって 旅 行 サ ー ビ ス の 手 配 を した とき は 、手 配 旅 行 契 約 に 基 づ く当 社 の 債
務 の 履 行 は 終 了 しま す 。した が って 、満 員 、休 業 、条 件 不 適 当 等 の 事 由 に よ り、運 送 ・宿 泊 機 関 等 との 間
で 旅 行 サ ー ビ ス の 提 供 を す る 契 約 を 締 結 で き な か った 場 合 で あ って も、当 社 が そ の 義 務 を 果 た した とき
は 、旅 行 者 は 、当 社 に 対 し、当 社 所 定 の 旅 行 業 務 取 扱 料 金 （以 下 「取 扱 料 金 」とい い ま す 。）を 支 払 わ な け
れ ば な りま せ ん 。通 信 契 約 を 締 結 した 場 合 に お い て は 、カ ー ド利 用 日 は 、当 社 が 運 送 ・宿 泊 機 関 等 との 間
で 旅 行 サ ー ビ ス の 提 供 を す る 契 約 を 締 結 で き な か った 旨 、旅 行 者 に 通 知 した 日 としま す 。

222
ソフトウ ェ
ア ・ライ セ
ン ス

ソフトウ ェ
ア 販 売 規 定

・保 証 書
・瑕 疵 担 保 責 任 の
制 限
・債 務 不 履 行 責 任
の 制 限

本 保 証 規 定 に お い て 規 定 され る 場 合 を 除 き 、■ ■ ■ お よ び そ の 供 給 者 は 、本 ソフトウ ェア の 使 用 もしくは
使 用 不 能 か ら生 じる い か な る 損 害 （事 業 利 益 の 喪 失 、事 業 の 中 断 、事 業 情 報 の 喪 失 そ の 他 の 金 銭 的 損 失
に つ い て の 損 害 を 含 み ま す が 、こ れ らに 限 定 され ま せ ん ）に 関 して も、一 切 責 任 を 負 い ま せ ん 。た とえ 、■
■ ■ が か か る 損 害 の 可 能 性 に つ い て 知 らされ て い た 場 合 で も同 様 で す 。本 保 証 規 定 ま た は 使 用 許 諾 契
約 書 の 下 で 生 じる ■ ■ ■ お よ び 供 給 者 の 責 任 は 、法 律 上 除 外 が 認 め られ な い 場 合 を 除 き 、本 ソフトウ ェア
に つ い て お 客 様 が 実 際 に 支 払 った 金 額 を 上 限 としま す 。

229
賃 貸 借 契
約 通 常 の
ア パ ー ト

賃 貸 借 契
約 利 用 規 則 認 識 義 務

当 社 は 、前 項 に 定 め る 他 、次 に 掲 げ る 事 項 に よ り会 員 に 生 じる 損 害 に つ い て は そ の 責 を 一 切 負 わ な い も
の とす る 。
1号 　通 信 回 線 、通 信 機 器 お よ び コ ン ピ ュ ー ター シ ス テ ム 機 器 の 障 害 に よ る 情 報 伝 達 の 遅 延 、不 能 、誤 作
動 等
2号 　本 サ ー ビ ス の 利 用 に つ き 、会 員 に よ る 本 サ ー ビ ス の 内 容 ま た は そ の 利 用 方 法 に つ い て の 誤 解 ま た
は 理 解 不 足 に よ って 生 じた 損 害
3号 　本 規 約 に 違 反 す る 行 為 を 行 った こ とに よ り発 生 した 損 害

233 旅 行 業 募 集 型 企
画 旅 行 旅 行 業 約 款 権 利 行 使 期 間 の 制

約

当 社 は 、募 集 型 企 画 旅 行 契 約 の 履 行 に 当 た って 、当 社 又 は 当 社 が 第 ■ ■ 条 の 規 定 に 基 づ い て 手 配 を 代
行 させ た 者 （以 下 「手 配 代 行 者 」とい い ま す 。）が 故 意 又 は 過 失 に よ り旅 行 者 に 損 害 を 与 え た とき は 、そ の
損 害 を 賠 償 す る 責 に 任 じま す 。た だ し、損 害 発 生 の 翌 日 か ら起 算 して 2年 以 内 に 当 社 に 対 して 通 知 が あ っ
た とき に 限 りま す 。

234 旅 行 業 募 集 型 企
画 旅 行 旅 行 業 約 款

・権 利 行 使 期 間 の
制 約
・債 務 不 履 行 責 任
の 制 限
・そ の 他

当 社 は 、手 荷 物 に つ い て 生 じた 第 1項 の 損 害 に つ い て は 、同 項 の 規 定 に か か わ らず 、損 害 発 生 の 翌 日 か
ら起 算 して 、国 内 旅 行 に あ って は 14日 以 内 に 、海 外 旅 行 に あ って は 21日 以 内 に 当 社 に 対 して 通 知 が あ っ
た とき に 限 り、旅 行 者 1名 に つ き **万 円 を 限 度 （当 社 に 故 意 又 は 重 大 な 過 失 が あ る 場 合 を 除 き ま す 。）とし
て 賠 償 しま す 。

239 旅 行 業 企 画 旅 行 規 定 権 利 行 使 期 間 の 制
約

当 社 は 、い か な る 場 合 に お い て も、事 故 の 日 か ら180日 を 経 過 した 後 の 通 院 に 対 して は 、通 院 見 舞 金 を 支
払 い ま せ ん 。

251 宅 配 国 際 宅 配
便 宅 配 便 約 款

・債 務 不 履 行 責 任
の 制 限
・権 利 行 使 期 間 の
制 約

貨 物 に 関 す る 損 害 賠 償 の 請 求 は 、次 の 各 号 の 期 間 内 に 文 書 を もって 、会 社 に 提 出 され な け れ ば 、会 社 は
そ の 損 害 賠 償 の 請 求 の 受 理 は しな い もの としま す 。
（1）貨 物 に 毀 損 の あ った 場 合 は 、荷 送 人 に よ る 物 品 受 領 の 日 か ら14日 以 内
（2）貨 物 に 遅 延 の あ った 場 合 は 、荷 送 人 に よ る 物 品 受 領 の 日 か ら21日 以 内
（3）貨 物 に 滅 失 が あ った 場 合 は 、運 送 状 発 行 の 日 か ら120日 以 内

256 宅 配 宅 配 便 運 送 約 款

・債 務 不 履 行 責 任
の 制 限
・権 利 行 使 期 間 の
制 約

■ ■ ■ に 対 す る 荷 送 人 の クレ ー ム は 、■ ■ ■ が 貨 物 を 引 き を 受 け た 日 よ り30日 以 内 に 、■ ■ ■ が 貨 物 を
引 き を 受 け た 場 所 の 最 寄 の ■ ■ ■ の 事 務 所 へ 書 面 で 通 知 して い た だ き ま す 。こ の 期 限 を 経 過 した 後 に は
クレ ー ム の 申 し立 て は で き ま せ ん 。

262 予 備 校 資 格 講 座 覚 書 消 費 者 の 解 除 権 の
制 限 理 由 の 如 何 に か か わ らず 、キ ャン セ ル ・名 義 変 更 は で き ま せ ん 。

263 美 容 サ ー
ビ ス 整 形 手 術 保 証 書 消 費 者 の 解 除 権 の

制 限

初 回 治 療 開 始 後 の 解 約 は 基 本 的 に お 受 け で き ま せ ん 。ご 本 人 様 が 亡 くな られ た 場 合 、ま た は 交 通 事 故 ・
疾 病 に よ る 治 療 部 位 損 傷 で 治 療 継 続 が 不 可 能 と医 師 が 判 断 した 場 合 に 限 り手 続 を とらせ て い た だ き ま
す 。ま た 、上 記 理 由 に よ り解 約 に 至 った 場 合 は 下 記 （5）に 記 す 治 療 基 本 料 金 に 基 づ き 治 療 消 化 回 数 分 を
清 算 させ て い た だ き ま す ．又 、そ の 際 は キ ャン セ ル 手 数 料 として 契 約 金 額 の 10％ （上 限 を **,***円 とす る ）
が か か りま す の で ご 了 承 くだ さい 。

265 中 古 車 販
売

自 動 車 買
取 契 約 ・約 款 消 費 者 の 解 除 権 の

制 限 甲 との 締 結 契 約 を 、乙 は 一 方 的 に 解 除 す る こ とは 認 め られ ま せ ん 。

22

33



＜ 別 紙 ④ ＞ 【　契約条項の具体例　】

～ 　「平 成 １９年 度 消 費 者 契 約 に お け る 不 当 条 項 研 究 会 報 告 書 」の 添 付 資 料 「参 考 事 例 集 」よ り抜 粋 　～

266 中 古 車 販
売

自 動 車 買
取 契 約 ・約 款 消 費 者 の 解 除 権 の

制 限
売 買 契 約 書 記 名 時 よ り乙 の 一 方 的 な 下 取 車 の 取 消 等 は 申 し述 べ ま せ ん 。下 取 自 動 車 が 走 行 不 能 の 場 合
は 、下 取 諸 費 用 の ほ か に そ の 取 引 に 要 す る 費 用 を 乙 は 甲 に 支 払 い ま す 。

269 そ の 他 ア ダ ル ト
サ イ ト 利 用 規 約 消 費 者 の 解 除 権 の

制 限
本 登 録 され て か らは 、商 品 の 性 質 上 キ ャン セ ル お よ び クー リン グ オ フは 一 切 受 け 付 け る こ とは 出 来 ま せ ん
の で ご 注 意 くだ さい 。

272
賃 貸 借 契
約 通 常 の
ア パ ー ト

賃 貸 借 契
約 利 用 規 則

・事 業 者 の 解 除 権
の 留 保
・契 約 内 容 変 更 権

本 件 施 設 が 当 社 の 都 合 に よ り、施 設 の 全 部 ま た は 一 部 の 廃 止 に よ って 、当 該 施 設 に 係 わ る サ ー ビ ス シ ス
テ ム 及 び そ の 施 設 の 利 用 が 受 け られ な くな る 場 合 が あ る こ とを 会 員 ま た は 利 用 者 は 、予 め 承 諾 す る もの と
す る 。

278
賃 貸 借 契
約 通 常 の
ア パ ー ト

賃 貸 借 契
約

賃 貸 借 契 約
書

・事 業 者 の 解 除 権
の 留 保
・無 催 告 解 除

賃 料 は 毎 月 末 日 ま で に 、乙 は 甲 方 に 翌 月 分 を 持 参 、又 は 、指 定 金 融 機 関 に 支 払 うこ と。
（振 込 手 数 料 は 乙 の 負 担 とす る ）万 一 壱 ヶ 月 な りとも滞 納 せ る 際 は 権 利 金 敷 金 の 有 無 に か か わ らず 、甲 は
何 等 の 催 告 を 要 せ ず して 、本 契 約 を 解 除 し乙 は 即 時 明 け 渡 す もの とす る 。

286 そ の 他 融 資 保 証
サ ー ビ ス 契 約 書 事 業 者 の 解 除 権 の

留 保
本 利 用 規 約 に 違 反 した 場 合 、他 の サ ー ビ ス を 併 行 に 利 用 中 で あ って も、甲 の 判 断 で 全 て 解 除 で き る もの と
す る 。

288 そ の 他
イ ン ター
ネ ット通 信
販 売

規 約

・無 催 告 解 除
・事 業 者 の 解 除 権
の 留 保
・清 算 免 除 （？ ）

当 社 は 、全 て の パ ー トナ ー ま た は 特 定 の パ ー トナ ー に つ い て 、理 由 の い か ん を 問 わ ず 、い つ で も本 サ ー ビ
ス の 提 供 を 中 断 ま た は 終 了 させ る こ とが で き る もの としま す 。ま た 、当 社 は 当 該 中 断 ま た は 終 了 に 関 して
パ ー トナ ー に 生 じた 損 害 に つ き 一 切 責 任 を 負 わ な い もの としま す 。

296
賃 貸 借 契
約 通 常 の
ア パ ー ト

賃 貸 借 契
約

賃 貸 借 契 約
書 無 催 告 解 除 乙 が 本 契 約 に 違 反 し、又 は 賃 料 を 滞 納 せ る 時 は 甲 は 何 等 の 催 告 を 要 せ ず して 、本 契 約 を 解 除 し乙 は 即 時

貸 室 を 明 渡 す もの とす る 。

299
賃 貸 借 契
約 通 常 の
ア パ ー ト

賃 貸 借 契
約 賃 貸 契 約 書 ・無 催 告 解 除

・そ の 他

本 契 約 事 項 の 一 つ た りとも違 反 した 場 合 は 、乙 は 甲 に 何 らの 催 告 を しな い で 本 契 約 を 直 ち に 解 約 し、乙 は
無 条 件 で 明 渡 す もの とす る 。もし乙 が こ れ に 従 わ な い 場 合 は 、甲 が 勝 手 に 本 物 件 無 い に 入 り、乙 の 遺 留
品 そ の 他 一 切 の 物 品 を 処 分 す る も、乙 は 異 議 な き もの とす る 。一 旦 処 分 され た 後 は 如 何 な る 理 由 あ ろ うと
も返 還 しな い 。又 そ れ らの 物 品 の 片 付 け 、処 分 等 に 要 した 費 用 は 乙 負 担 とす る 。

309 そ の 他 絵 画 販 売 契 約 書 ・無 催 告 解 除
・損 害 賠 償 の 予 定

当 事 者 の 一 方 が 本 契 約 の 条 項 に 違 反 した とき は 、他 の 当 事 者 は 何 らの 催 告 もせ ず 直 ち に 本 契 約 を 解 除
し、ま た 被 った 損 害 の 賠 償 を 請 求 で き る 。

311 そ の 他
イ ン ター
ネ ット通 信
販 売

規 約

・無 催 告 解 除
・事 業 者 の 解 除 権
の 留 保
・清 算 免 除 （？ ）

当 社 は 、全 て の パ ー トナ ー ま た は 特 定 の パ ー トナ ー に つ い て 、理 由 の い か ん を 問 わ ず 、い つ で も本 サ ー ビ
ス の 提 供 を 中 断 ま た は 終 了 させ る こ とが で き る もの としま す 。ま た 、当 社 は 当 該 中 断 ま た は 終 了 に 関 して
パ ー トナ ー に 生 じた 損 害 に つ き 一 切 責 任 を 負 わ な い もの としま す 。

315
賃 貸 借 契
約 通 常 の
ア パ ー ト

賃 貸 借 契 約 条 項

消 費 者 の 債 務 不 履
行 に つ き 、過 度 の
義 務 、とりわ け 金 銭
賠 償 を 義 務 づ け る
条 項

本 契 約 が 解 除 、解 約 、期 間 満 了 、そ の 他 の 事 由 に よ って 終 了 した 後 に お い て 、乙 及 び 乙 の 関 係 者 が 本 物
件 か ら退 去 せ ず 、明 渡 さな い 時 は 、爾 後 明 渡 し済 み ま で 、毎 月 1日 金 *万 円 の 割 合 に よ る 遅 延 損 害 金 を 甲
に 支 払 う。

323 レ ン タル ビ
デ オ

レ ン タル ビ
デ オ 利 用 規 約

消 費 者 の 債 務 不 履
行 に つ き 、過 度 の
義 務 、とりわ け 金 銭
賠 償 を 義 務 づ け る
条 項

歌 詞 カ ー ド、ライ ナ ー ノー ト及 び チ ャプ ター シ ー ト等 の 付 属 品 は 、レ ン タル され た 商 品 とともに レ ン タル 利 用
登 録 者 に お 貸 しす る もの で す の で 、必 ず 一 緒 に 商 品 貸 出 店 舗 へ ご 返 却 くだ さい 。こ れ らの 付 属 品 とレ ン タ
ル され た 商 品 とを ご 一 緒 に ご 返 却 され ま せ ん と、レ ン タル され た 商 品 自 体 の ご 返 却 として の 処 理 を 行 な うこ
とが で き ま せ ん 。
万 一 、付 属 品 を 紛 失 され た 場 合 に は 、レ ン タル され た 商 品 自 体 を レ ン タル 用 商 品 として の メー カ ー 設 定 価
格 に て お 買 取 りい た だ き ま す 。

＜ 参 考 ＞
万 一 、レ ン タル され た 商 品 自 体 を 紛 失 され た 場 合 に は 、通 常 の 販 売 商 品 の 価 格 に レ ン タル 用 商 品 の メー
カ ー 設 定 価 格 （通 常 の 販 売 価 格 よ り高 額 に な る 場 合 が ご ざ い ま す の で ご 了 承 くだ さい 。）を お 支 払 い た だ き
ま す 。

324 貸 衣 装 貸 衣 装 規 約

消 費 者 の 債 務 不 履
行 に つ き 、過 度 の
義 務 、とりわ け 金 銭
賠 償 を 義 務 づ け る
条 項

遅 延 金 は 返 却 日 よ りの 計 算 とな りま す 。
1日 に 付 き レ ン タル 料 の 10％ を 申 し受 け ま す 。

328
結 婚 相 手
紹 介 サ ー
ビ ス

結 婚 相 手
紹 介 サ ー
ビ ス

心 得

消 費 者 の 債 務 不 履
行 に つ き 、過 度 の
義 務 、とりわ け 金 銭
賠 償 を 義 務 づ け る
条 項

当 社 主 催 の パ ー テ ィま た は イ ベ ン ト企 画 に 参 加 され 、無 断 で 成 婚 され た とき も規 定 の 成 婚 ／ 婚 約 料 の 3倍
を 支 払 って い た だ くこ とに な りま す 。

333 そ の 他 ア ダ ル ト
サ イ ト 規 約

消 費 者 の 債 務 不 履
行 に つ き 、過 度 の
義 務 、とりわ け 金 銭
賠 償 を 義 務 づ け る
条 項

2日 以 内 に 支 払 い が 確 認 され な い 場 合 は 、当 番 組 管 理 部 ま た は 債 権 回 収 業 者 に 委 託 す る と共 に 、延 滞 料
金 、損 害 金 を 加 算 して 請 求 され る 場 合 が あ りま す 。ま た 、集 金 義 務 が 発 生 した 場 合 は 現 地 ま で の 交 通 費
や IPア ドレ ス 、リモ ー トレ ス か らの 調 査 費 が 加 算 され る 場 合 が あ りま す 。
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342
賃 貸 借 契
約 通 常 の
ア パ ー ト

賃 貸 借 契
約 利 用 規 則 損 害 賠 償 の 予 定 乙 が 第 ■ ■ 条 で 定 め た 本 契 約 書 頭 書 の 契 約 期 間 に お い て 契 約 開 始 日 よ り半 年 以 内 に 本 契 約 を 解 約 した

場 合 、甲 は 乙 に 本 契 約 書 に お け る 1ヶ 月 分 の 家 賃 を 違 約 金 として 請 求 で き る もの とす る 。

345 専 門 学 校 養 成 講 座 申 込 規 約 損 害 賠 償 の 予 定 一 度 収 め られ た 受 講 料 は 、理 由 の 如 何 を 問 わ ず ご 返 金 で き ま せ ん 。

348 予 備 校 通 学 ・通
信 講 座 申 込 規 定 ・清 算 免 除

・損 害 賠 償 の 予 定

6．そ の 他 の サ ー ビ ス 、注 意
1．券 売 機
a．一 部 本 校 に よ って は 、講 座 運 営 セ ン ター で の お 支 払 を 、す べ て チ ケ ット（券 売 機 に よ り販 売 ）に よ り行 っ
て い ま す 。
b．購 入 され た チ ケ ットに つ い て は 、そ の 理 由 の 如 何 を 問 わ ず 、一 切 払 い 戻 しい た しま せ ん 。

349 予 備 校 通 学 ・通
信 講 座 注 意 事 項 損 害 賠 償 の 予 定 受 講 申 込 み 後 に お い て ご 本 人 の 死 亡 ま た は 重 大 な 疾 病 に よ り、受 講 す る こ とが 不 可 能 に な った と当 校 が

認 め る 場 合 を 除 き 、受 講 申 込 の 取 消 ・解 約 な ど の 返 金 に 応 じる こ とは で き ま せ ん 。

359 英 会 話 教
室

英 会 話 教
室 手 引 き ・損 害 賠 償 の 予 定

・清 算 免 除 一 旦 納 入 され た 入 学 金 は 、理 由 の 如 何 を 問 わ ず 返 却 出 来 ま せ ん 。

360 英 会 話 教
室

英 会 話 教
室 手 引 き ・損 害 賠 償 の 予 定

・清 算 免 除 一 旦 納 入 され た レ ッス ン 料 と施 設 利 用 料 は 、出 欠 の 如 何 を 問 わ ず 返 却 出 来 ま せ ん 。

366 フィットネ
ス クラブ

フィットネ
ス クラブ 会 員 規 約 ・損 害 賠 償 の 予 定

・清 算 免 除

メン バ ー は 、本 クラブ の 定 め る 会 費 等 を 所 定 の 方 法 で 支 払 わ な け れ ば な りま せ ん 。会 費 等 の 種 類 、金 額 、
支 払 期 限 及 び 支 払 方 法 等 は 本 クラブ が 定 め る もの としま す 。但 し、一 旦 納 入 した 会 費 等 は 理 由 の 如 何 を
問 わ ず 返 還 致 しま せ ん 。（月 会 費 は 、メン バ ー が 本 クラブ の メン バ ー 資 格 を 有 す る 限 り、現 実 に 本 クラブ 内
の 施 設 を 利 用 され な い 場 合 も支 払 い 義 務 を 有 しま す 。）

370 興 信 所 興 信 所 契 約 書 ・損 害 賠 償 の 予 定
・清 算 免 除

1、調 査 依 頼 契 約 後 に 甲 側 よ り、調 査 中 止 、契 約 の 解 約 の 要 請 が あ った 場 合 。
（1）一 般 調 査 の 場 合
① 調 査 着 手 前 で あ れ ば 解 約 手 数 料 として 、調 査 契 約 料 金 の 20％ を 甲 は 乙 へ 支 払 う。
但 し、解 約 の 内 容 に よ って は 、こ の 20％ か ら多 少 の 上 下 幅 が あ る もの とす る 。
② 調 査 着 手 後 （調 査 企 画 、待 機 、準 備 、下 調 べ 等 も着 手 とみ な す ）で あ れ ば 調 査 契 約 料 金 の 全 額 と、中 止
ま で の 実 費 及 び 超 過 調 査 料 金 等 を 精 算 し、甲 は 乙 へ 支 払 う。乙 は 甲 の 要 請 に 基 づ い て 中 止 ま で の 作 業
超 過 を 口 頭 若 しくは 書 面 で 報 告 す る 。
（2）行 動 調 査 の 場 合
① 解 約 手 数 料 として は 甲 は 乙 に 対 し以 下 の 料 金 を 支 払 うもの とす る 。
・調 査 実 施 日 2日 前 迄 の 中 止 の 場 合 　基 本 調 査 料 金 の 50％
・調 査 実 施 前 日 及 び 当 日 出 動 前 迄 の 中 止 の 場 合 　基 本 調 査 料 金 の 全 額 及 び 実 費
・調 査 開 始 当 日 の 出 動 後 の 中 止 の 場 合 　基 本 調 査 料 金 及 び 作 業 時 間 、実 費
2、調 査 依 頼 契 約 後 に 乙 側 の 調 査 の 進 行 状 況 に よ り、調 査 の 中 止 、解 約 に 至 った 場 合
（1）調 査 着 手 前 で あ れ ば 、預 り金 の 全 額 を 甲 へ 返 却 す る 。
（2）調 査 着 手 後 の 場 合 、調 査 中 止 迄 の 調 査 料 金 及 び 派 生 実 費 は 甲 の 負 担 とす る 。

381 旅 客 運 送 手 配 旅 行 旅 行 業 約 款 損 害 賠 償 の 予 定

1　当 社 は 、次 に 掲 げ る 場 合 に お い て 、手 配 旅 行 契 約 を 解 除 す る こ とが あ りま す 。
 （1） 　旅 行 者 が 所 定 の 期 日 ま で に 旅 行 代 金 を 支 払 わ な い とき 。。
 （2） 　通 信 契 約 を 締 結 した 場 合 で あ って 、旅 行 者 の 有 す る クレ ジ ットカ ー ドが 無 効 に な る 等 、旅 行 者 が 旅
行 代 金 等 に 係 る 債 務 の 一 部 又 は 全 部 を 提 携 会 社 の カ ー ド会 員 規 約 に 従 って 決 済 で き な くな った とき 。
2　前 項 の 規 定 に 基 づ い て 手 配 旅 行 契 約 が 解 除 され た とき は 、旅 行 者 は 、い ま だ 提 供 を 受 け て い な い 旅 行
サ ー ビ ス に 係 る 取 消 料 、違 約 料 そ の 他 の 運 送 ・宿 泊 機 関 等 に 対 して 既 に 支 払 い 、又 は こ れ か ら支 払 わ な
け れ ば な らな い 費 用 を 負 担 す る ほ か 、当 社 に 対 し、当 社 所 定 の 取 消 手 続 料 金 及 び 当 社 が 得 る は ず で あ っ
た 取 扱 料 金 を 支 払 わ な け れ ば な りま せ ん 。

382 引 っ越 し 契 約 条 項 損 害 賠 償 の 予 定 お 客 様 ・そ の 他 の 都 合 で 待 ち 時 間 が 発 生 した 場 合 、1時 間 に 付 き 、¥*,***～ ¥**,***の 待 ち 時 間 料 金 を 申
し受 け ま す 。

385 貸 衣 装 貸 衣 装 損 害 賠 償 の 予 定 1週 間 以 内 の キ ャン セ ル の 場 合 、50％ 頂 き ま す 。

389
結 婚 相 手
紹 介 サ ー
ビ ス

結 婚 相 手
紹 介 サ ー
ビ ス

・損 害 賠 償 の 予 定
・清 算 免 除

利 用 開 始 日 を 経 過 した 場 合 に は 、そ の 閲 覧 人 数 や 会 員 期 間 に 関 係 無 く既 存 会 員 情 報 提 供 料 の 全 額 を 支
払 い ま す 。従 い ま して 利 用 開 始 日 を 経 過 後 は 既 存 会 員 情 報 料 の 返 還 金 は 一 切 無 い こ とを 承 知 して い ま
す 。

392
結 婚 相 手
紹 介 サ ー
ビ ス

結 婚 相 手
紹 介 サ ー
ビ ス

・損 害 賠 償 の 予 定
・清 算 免 除

既 存 会 員 情 報 料 金 の 返 金 計 算 は 、月 単 位 で の 計 算 とな りま す 。
例 え ば 利 用 開 始 日 か ら1ヶ 月 と3日 経 過 して 解 約 した 場 合 は 既 存 情 報 料 「第 1回 」と「第 2回 」の 2回 分 の 提
供 とな り、上 記 ケ ー ス 2に な りま す 。

＜ 参 考 ＞
ケ ー ス 2：利 用 開 始 日 か ら1ヶ 月 を 超 え 2ヶ 月 経 過 未 満 に 解 約 した 場 合 、「第 3回 」の 未 提 供 1回 分 の 既 存 会
員 情 報 料 が 返 金 され ま す 。

393
結 婚 相 手
紹 介 サ ー
ビ ス

結 婚 相 手
紹 介 サ ー
ビ ス

・損 害 賠 償 の 予 定
・清 算 免 除

弊 社 の シ ス テ ム を 利 用 頂 き 、お 相 手 を 見 つ け る こ とが で き た 場 合 は 、成 果 報 酬 として 、既 存 会 員 情 報 提 供
料 ・シ ス テ ム 運 営 料 を 含 む 、ご 契 約 金 額 の 全 額 を い た だ き 、弊 社 よ りご 返 金 は 一 切 ご ざ い ま せ ん 。
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396 中 古 車 販
売

中 古 車 販
売 契 約 規 定 損 害 賠 償 の 予 定

前 条 に よ り本 契 約 が 解 除 され た 時 、又 は 第 13条 に 基 づ く甲 に よ る 一 方 的 は 契 約 解 除 の 申 立 が あ った 場
合 、甲 は 乙 に 対 し実 損 等 の 外 、違 約 罰 として 下 記 に 応 じた 違 約 金 を 支 払 う。ま た 乙 は 、そ れ ま で に 要 した
実 費 ・必 要 経 費 並 び に 得 べ か りし利 益 も合 わ せ て 甲 に 請 求 で き る もの とす る 。

399
イ ン ター
ネ ット・プ
ロ バ イ ダ

イ ン ター
ネ ットサ ー
ビ ス

会 員 規 約 損 害 賠 償 の 予 定
弊 社 は 、会 員 の ■ ■ ■ サ ー ビ ス 利 用 資 格 が 停 止 、失 効 ま た は 終 了 した 場 合 で あ って も、会 員 に よ って す
で に 支 払 わ れ た ■ ■ ■ サ ー ビ ス に 関 す る 入 会 金 や 料 金 等 を 、一 切 払 い 戻 しす る 義 務 を 負 わ な い もの とし
ま す 。

401 オ ー クシ ョ
ン

イ ン ター
ネ ットオ ー
クシ ョン

会 員 規 約 ・損 害 賠 償 の 予 定
・清 算 免 除

1. 会 員 は 、当 社 所 定 の 手 続 き に よ り退 会 す る こ とが で き ま す 。
2. 当 社 は 、会 員 が 退 会 した 場 合 も前 払 金 を 返 還 しま せ ん 。

402 老 人 ホ ー
ム

老 人 ホ ー
ム

・損 害 賠 償 の 予 定
・清 算 免 除

一 室 に お 二 人 で ご 入 居 され る 場 合 は 、入 居 一 時 金 とは 別 に 入 園 金 ***万 円 を 頂 戴 い た しま す 。
入 園 金 ***万 円 は 理 由 の い か ん を 問 わ ず 入 居 後 は ご 返 金 で き ま せ ん 。

406 そ の 他 ア ダ ル ト
サ イ ト 入 会 案 内 ・損 害 賠 償 の 予 定

・清 算 免 除 運 営 者 は い か な る 理 由 に よ って もす で に 支 払 わ れ た 料 金 は 一 切 払 い 戻 しい た しま せ ん 。

407 そ の 他 自 動 車 委 約 書 損 害 賠 償 の 予 定 私 の 都 合 に よ り入 会 を 取 り消 した 場 合 は 、入 会 着 手 金 は 一 切 返 却 され ず とも異 議 を 申 し上 げ ま せ ん 。又 、
● ● 既 に 支 払 った 入 会 諸 費 用 等 は 一 切 返 却 され ず とも異 議 を 申 し上 げ ま せ ん 。

409 そ の 他 内 職 ・損 害 賠 償 の 予 定
・清 算 免 除 会 費 、利 用 料 金 、利 用 権 な ど の 払 い 戻 しは 致 しま せ ん 。

412 そ の 他 加 盟 店 契
約 契 約 書 ・損 害 賠 償 の 予 定

・清 算 免 除 甲 は 乙 よ り支 払 わ れ た 加 盟 金 、そ の 他 の 料 金 等 は い か な る 理 由 が あ ろ うとも一 切 返 還 しな い 。

416 そ の 他
イ ン ター
ネ ットサ ー
ビ ス

利 用 規 約 ・損 害 賠 償 の 予 定
・清 算 免 除 運 営 者 は 、会 員 が 既 に 支 払 った 料 金 の 払 い 戻 しは 一 切 行 い ま せ ん 。

422 そ の 他 有 線 放 送 申 込 確 認 書 損 害 賠 償 の 予 定

■ ■ ■ は 3年 単 位 ご との 契 約 とな りま す 。万 が 一 、3年 未 満 に 解 約 され る 場 合 、解 約 の 時 期 に 応 じて 買 い
取 り金 額 が 変 わ りま す 。1年 未 満 で 解 約 され た 場 合 ¥**,***、1年 以 上 2年 未 満 で 解 約 され た 場 合 ¥**,***、
2年 以 上 3年 未 満 で 解 約 され た 場 合 ¥**,***で す 。ま た 、満 期 以 外 の 解 約 の 際 は 契 約 解 除 手 数 料 ¥*,***が
発 生 い た しま す 。3年 目 移 行 ご 解 約 を され 受 信 端 末 を 買 い 取 って い た だ く場 合 の 買 い 取 り価 格 は ¥*,***で
す 。

423 そ の 他 工 事 請 負 損 害 賠 償 の 予 定

乙 が 本 契 約 に 定 め る 債 務 の 履 行 に 着 手 す る ま で の 間 に 、甲 が 前 条 第 1項 の 定 め に よ り本 契 約 を 解 除 した
場 合 に お け る 同 項 た だ し書 き に 定 め る 乙 の 損 害 金 は 、工 事 請 負 代 金 の 5％ 相 当 額 としま す 。た だ し、乙 の
損 害 が 工 事 請 負 代 金 の 5％ 相 当 額 を 超 え る とき は 、乙 は 、そ の 超 過 額 を 甲 に 請 求 す る こ とが で き る もの と
しま す 。

433
賃 貸 借 契
約 通 常 の
ア パ ー ト

賃 貸 借 契 約 条 項 ・損 害 賠 償 の 予 定
・清 算 免 除

賃 貸 借 契 約 期 間 中 で あ って も、や む を え な い 事 由 が 生 じた とき は 、書 面 で 解 約 の 申 し入 れ を す る 事 に よ り
本 契 約 を 終 了 させ る 事 が で き る 。た だ し、賃 貸 借 期 間 の 賃 料 は 一 切 返 還 で き な い もの とす る 。

434 専 門 学 校 養 成 講 座 申 込 規 約 清 算 免 除 （？ ） Cコ ー ス 3回 払 い を お 申 込 み の 場 合 、や む を え な い 事 情 に よ る 受 講 の 中 断 を 含 め 、い か な る 理 由 が あ って
も、有 効 期 限 の 半 年 前 ま で に 残 額 の 全 て を お 支 払 い 頂 き ま す 。

439 予 備 校 資 格 講 座 申 込 書 ・損 害 賠 償 の 予 定
・清 算 免 除 お 申 込 後 は 受 験 制 度 ・条 件 の 変 更 等 、理 由 に 関 らず 返 金 は い た しま せ ん の で ご 了 承 下 さい 。

451 英 会 話 教
室

英 会 話 教
室 手 引 き ・損 害 賠 償 の 予 定

・清 算 免 除 一 旦 納 入 され た レ ッス ン 料 と施 設 利 用 料 は 、出 欠 の 如 何 を 問 わ ず 返 却 出 来 ま せ ん 。

460 フィットネ
ス クラブ

フィットネ
ス クラブ 利 用 約 款 ・損 害 賠 償 の 予 定

・清 算 免 除

・入 会 金 ・諸 会 費 ・諸 料 金 の 金 額 、支 払 時 期 、支 払 い 方 法 等 は 財 団 が こ れ を 定 め ま す 。
・い った ん 納 入 した 入 会 金 ・諸 会 費 ・諸 料 金 は 、い か な る 場 合 に お い て もこ れ を 返 還 しま せ ん 。
・利 用 回 数 の 有 無 に か か わ らず 、退 会 時 ま で は 、月 会 費 の お 支 払 い が 必 要 に な りま す 。
・財 団 は 、経 済 情 勢 等 の 変 動 に 応 じて 、入 会 金 ・諸 会 費 ・諸 料 金 等 の 金 額 を 変 更 す る こ とが で き 、利 用 案
内 に お い て 告 示 す る もの としま す 。
・月 会 費 を 滞 納 して い る 会 員 は 、施 設 の ご 利 用 を お 断 りい た しま す 。

463 美 容 サ ー
ビ ス

イ ン プ ラン
ト 承 諾 書 清 算 免 除 手 術 代 金 の 返 金 は 、い か な る 場 合 もお 受 け い た しか ね ま す 。

467 レ ン タル ビ
デ オ

レ ン タル ビ
デ オ 利 用 規 約 ・損 害 賠 償 の 予 定

・清 算 免 除
お 支 払 い い た だ い た レ ン タル 利 用 登 録 料 、年 会 費 、再 発 行 料 、レ ン タル 料 金 、追 加 料 金 等 の ご 返 金 は で き
ま せ ん 。
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＜ 別 紙 ④ ＞ 【　契約条項の具体例　】

～ 　「平 成 １９年 度 消 費 者 契 約 に お け る 不 当 条 項 研 究 会 報 告 書 」の 添 付 資 料 「参 考 事 例 集 」よ り抜 粋 　～

468 貸 衣 装 貸 衣 装 ・損 害 賠 償 の 予 定
・清 算 免 除

ご 注 文 承 り時 に 、内 金 として 合 計 金 額 の 10％ を 内 金 として 現 金 で お 願 い 申 し上 げ ま す 。（※ 内 金 は ご 返 却
致 しま せ ん 。）

469 貸 衣 装 貸 衣 装 ・損 害 賠 償 の 予 定
・清 算 免 除 1週 間 以 後 の 場 合 、キ ャン セ ル 料 は 全 額 頂 き ま す 。

472
結 婚 相 手
紹 介 サ ー
ビ ス

結 婚 相 手
紹 介 サ ー
ビ ス

・損 害 賠 償 の 予 定
・清 算 免 除

利 用 開 始 日 を 経 過 した 場 合 に は 、そ の 閲 覧 人 数 や 会 員 期 間 に 関 係 無 く既 存 会 員 情 報 提 供 料 の 全 額 を 支
払 い ま す 。従 い ま して 利 用 開 始 日 を 経 過 後 は 既 存 会 員 情 報 料 の 返 還 金 は 一 切 無 い こ とを 承 知 して い ま
す 。

482 オ ー クシ ョ
ン

イ ン ター
ネ ットオ ー
クシ ョン

会 員 規 約 ・損 害 賠 償 の 予 定
・清 算 免 除

1. 会 員 は 、当 社 所 定 の 手 続 き に よ り退 会 す る こ とが で き ま す 。
2. 当 社 は 、会 員 が 退 会 した 場 合 も前 払 金 を 返 還 しま せ ん 。

483 携 帯 電 話 通 信 サ ー
ビ ス 利 用 規 約 清 算 免 除

ウ ェブ 対 応 の 機 種 に よ って は 、お 客 様 が 機 種 変 更 され た 場 合 、一 部 の コ ン テ ン ツ を 継 続 して ご 利 用 い た だ
け な い 場 合 が あ りま す 。こ の 場 合 、お 客 様 が オ フィシ ャル コ ン テ ン ツ 提 供 者 又 は オ ー プ ン 有 料 提 供 者 と締
結 して い た 情 報 サ ー ビ ス 契 約 は 自 動 的 に 解 除 とな る コ ン テ ン ツ もご ざ い ま す が 、コ ン テ ン ツ に よ って は お 客
様 ご 自 身 に よ る 解 約 手 続 き が 必 要 とな りま す 。な お 、こ の 場 合 、す で に お 支 払 い 頂 い た 当 該 情 報 サ ー ビ ス
契 約 に 基 づ くコ ン テ ン ツ 情 報 料 の 返 金 は 一 切 行 い ま せ ん 。

484 携 帯 電 話 通 信 サ ー
ビ ス 利 用 規 約 清 算 免 除

ウ ェブ 非 対 応 の 機 種 に 変 更 され た 場 合 、お 客 様 が オ フィシ ャル コ ン テ ン ツ 提 供 者 又 は オ ー プ ン 有 料 提 供 者
と締 結 して い た 情 報 サ ー ビ ス 契 約 は 自 動 的 に 解 除 され ま す 。な お 、こ の 場 合 、す で に お 支 払 い 頂 い た 当 該
情 報 サ ー ビ ス 契 約 に 基 づ くコ ン テ ン ツ 情 報 料 の 返 金 は 一 切 行 い ま せ ん 。

485 老 人 ホ ー
ム

老 人 ホ ー
ム

・損 害 賠 償 の 予 定
・清 算 免 除

一 室 に お 二 人 で ご 入 居 され る 場 合 は 、入 居 一 時 金 とは 別 に 入 園 金 ***万 円 を 頂 戴 い た しま す 。
入 園 金 ***万 円 は 理 由 の い か ん を 問 わ ず 入 居 後 は ご 返 金 で き ま せ ん 。

487 そ の 他 ア ダ ル ト
サ イ ト 入 会 案 内 ・損 害 賠 償 の 予 定

・清 算 免 除 運 営 者 は い か な る 理 由 に よ って もす で に 支 払 わ れ た 料 金 は 一 切 払 い 戻 しい た しま せ ん 。

489 そ の 他 内 職 ・損 害 賠 償 の 予 定
・清 算 免 除 会 費 、利 用 料 金 、利 用 権 な ど の 払 い 戻 しは 致 しま せ ん 。

491 そ の 他 加 盟 店 契
約 契 約 書 ・損 害 賠 償 の 予 定

・清 算 免 除 甲 は 乙 よ り支 払 わ れ た 加 盟 金 、そ の 他 の 料 金 等 は い か な る 理 由 が あ ろ うとも一 切 返 還 しな い 。

494 そ の 他
イ ン ター
ネ ットサ ー
ビ ス

利 用 規 約 ・損 害 賠 償 の 予 定
・清 算 免 除 運 営 者 は 、会 員 が 既 に 支 払 った 料 金 の 払 い 戻 しは 一 切 行 い ま せ ん 。

499
賃 貸 借 契
約 通 常 の
ア パ ー ト

賃 貸 借 契
約 利 用 規 則 消 費 者 の 清 算 義 務

の 加 重 乙 は 、室 内 を 原 状 回 復 の 上 、甲 に 本 物 件 を 明 渡 す もの とす る 。

500
賃 貸 借 契
約 通 常 の
ア パ ー ト

賃 貸 借 契
約 利 用 規 則 消 費 者 の 清 算 義 務

の 加 重 会 員 及 び 利 用 者 は 、室 内 を 原 状 回 復 の 上 、当 社 に 部 屋 を 明 渡 しす る もの とす る 。

501
賃 貸 借 契
約 通 常 の
ア パ ー ト

賃 貸 借 契
約

消 費 者 の 清 算 義 務
の 加 重

甲 は 、本 物 件 の 明 渡 しが あ った とき か ら、遅 滞 な く敷 金 の 金 額 を 無 利 息 で 乙 に 返 還 しな け れ ば な らな い 。
た だ し、甲 は 本 物 件 の 明 渡 し時 に 賃 料 の 滞 納 、原 状 回 復 に 要 す る 費 用 の 未 払 い そ の 他 の 本 契 約 か ら生 じ
る 乙 の 債 務 の 不 履 行 が 存 在 す る 場 合 に は 、当 該 債 務 の 額 を 敷 金 か ら差 引 くこ とが で き る 。

503 クレ ジ ット
カ ー ド

カ ー ド貸
与 契 約 カ ー ド規 約 期 限 の 利 益 喪 失

会 員 は 、次 の 場 合 に は 当 然 に 期 限 の 利 益 を 失 い 、直 ち に 残 債 務 の 全 額 を お 支 払 い た だ き ま す 。
① カ ー ド利 用 代 金 等 の 支 払 を い を 遅 延 し、20日 以 上 の 期 間 を 定 め て 書 面 で 催 告 した に もか か わ らず 、そ
の 期 間 内 に お 支 払 い が な か った とき 。
② キ ャッシ ン グ の 場 合 は 、返 済 金 の 支 払 を 返 済 期 日 よ り1回 で も遅 延 した とき 。
③ 第 三 者 か ら、強 制 執 行 、仮 差 押 、仮 処 分 の 申 し立 て を うけ た とき 。
④ 破 産 の 申 立 て を 受 け た とき 、ま た は 自 らこ の 申 し立 て を した とき 。

507 ペ ット
シ ョップ ペ ット販 売 販 売 契 約 書

・瑕 疵 担 保 責 任 の
制 限
・立 証 責 任

販 売 日 よ り180日 間 を 保 証 期 間 とし、期 間 中 に 当 店 の 起 因 に よ る 疾 病 に て 死 亡 した 場 合 に は 、死 亡 した 生
体 の 生 体 価 格 と同 等 の 生 体 を 提 供 い た しま す （動 物 病 院 の 担 当 獣 医 師 が 作 成 した 、明 らか に 当 店 が 起 因
に よ る 疾 病 と証 明 した 診 断 書 が 必 要 で す ）。た だ し、生 体 の 選 定 は 当 店 が 行 うもの とし、ま た 生 き 物 の た め
毛 色 や 生 後 日 数 等 が 異 な る 場 合 が あ りま す 。

511
賃 貸 借 契
約 通 常 の
ア パ ー ト

賃 貸 借 契
約 利 用 規 則 裁 判 管 轄 条 項 本 サ ー ビ ス に 関 して 会 員 と当 社 の 間 で 訴 訟 の 必 要 が 生 じた 場 合 、東 京 地 方 裁 判 所 を 会 員 と当 社 の 第 一

審 の 専 属 的 合 意 管 轄 裁 判 所 とす る 。

517 興 信 所 興 信 所 契 約 書 裁 判 管 轄 条 項 本 書 に 上 る 権 利 義 務 に 関 す る 紛 争 に つ い て は 、東 京 地 方 裁 判 所 とす る 。

518 旅 客 運 送 ポ イ ン ト
サ ー ビ ス 会 員 規 約 裁 判 管 轄 条 項 本 サ ー ビ ス に 関 連 して 、会 員 等 と当 社 との 間 で 発 生 した 問 題 に つ い て 解 決 しな い 場 合 に は 、東 京 地 方 裁

判 所 を 第 一 審 の 専 属 合 意 管 轄 裁 判 所 としま す 。
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＜ 別 紙 ④ ＞ 【　契約条項の具体例　】

～ 　「平 成 １９年 度 消 費 者 契 約 に お け る 不 当 条 項 研 究 会 報 告 書 」の 添 付 資 料 「参 考 事 例 集 」よ り抜 粋 　～

521
結 婚 相 手
紹 介 サ ー
ビ ス

結 婚 相 手
紹 介 サ ー
ビ ス

会 員 規 約 裁 判 管 轄 条 項 元 会 員 ま た は 会 員 と当 社 の 間 の 訴 訟 は 、東 京 地 方 裁 判 所 ま た は 東 京 簡 易 裁 判 所 を 第 一 審 の 専 属 管 轄
裁 判 所 としま す 。

525 中 古 車 販
売

自 動 車 買
取 契 約 ・約 款 裁 判 管 轄 条 項 甲 、乙 は 、本 契 約 に 基 づ く一 切 の 紛 争 に つ い て 東 京 地 方 裁 判 所 あ る い は 東 京 簡 易 裁 判 所 を 第 1審 の 管 轄

裁 判 所 とす る こ とに 合 意 しま す 。

527
イ ン ター
ネ ット・プ
ロ バ イ ダ

イ ン ター
ネ ットサ ー
ビ ス

会 員 規 約 裁 判 管 轄 条 項 協 議 を して も解 決 しな い 場 合 、東 京 地 方 裁 判 所 ま た は 東 京 簡 易 裁 判 所 第 一 審 の 専 属 管 轄 裁 判 所 としま
す 。

530
ソフトウ ェ
ア ・ライ セ
ン ス

ソフトウ ェ
ア 販 売 契 約 書 準 拠 法 の 指 定 、裁

判 管 轄
準 拠 法 。本 契 約 は 、カ リフォル ニ ア 州 法 お よ び そ れ を 統 括 して い る 米 国 連 邦 法 に 準 拠 す る もの としま す 。
管 轄 や 準 拠 法 を 選 択 す る こ とは で き ま せ ん 。

532
ソフトウ ェ
ア ・ライ セ
ン ス

ソフトウ ェ
ア 販 売

使 用 許 諾 契
約 書 裁 判 管 轄 条 項 本 契 約 に 係 る 紛 争 は 、東 京 地 方 裁 判 所 を 第 一 審 の 専 属 的 管 轄 裁 判 所 として 解 決 す る もの としま す 。

536 老 人 ホ ー
ム

老 人 ホ ー
ム 契 約 書 裁 判 管 轄 条 項 本 契 約 に 起 因 す る 紛 争 に 関 して 訴 訟 の 必 要 が 生 じた とき は 、東 京 地 方 裁 判 所 を もって 第 一 審 管 轄 裁 判 所

とす る こ とを 、事 業 者 及 び 入 居 者 は 予 め 合 意 しま す 。

540 そ の 他 パ ソコ ン 販 売 条 件 準 拠 法 の 指 定 、裁
判 管 轄 本 販 売 条 件 は 日 本 国 法 に 準 拠 し、東 京 地 方 裁 判 所 の 専 属 的 合 意 管 轄 に 属 しま す 。

549 そ の 他 内 職 登 録 契 約 書 裁 判 管 轄 条 項 甲 及 び 乙 は 両 者 が 協 議 して 解 決 しな い 紛 争 に つ い て は 、東 京 地 方 裁 判 所 を 所 管 裁 判 所 とし、そ の 裁 定 に
従 うこ とに 同 意 す る 。

551 そ の 他 不 動 産 裁 判 管 轄 条 項 こ の 契 約 に つ い て 紛 争 が 生 じた とき は 、東 京 地 方 裁 判 所 を もって 管 轄 裁 判 所 とす る こ とを 、甲 お よ び 乙 は
あ らか じめ 合 意 しま す 。

555 そ の 他 出 会 い 系
サ イ ト 利 用 規 約 裁 判 管 轄 条 項 本 サ ー ビ ス に 関 連 す る 一 切 の 争 訟 に つ い て は 、東 京 地 方 裁 判 所 を 第 一 審 の 専 属 管 轄 裁 判 所 とす る 。

556 そ の 他
車 輌 の 共
同 購 入 利
用

裁 判 管 轄 条 項 本 契 約 に 関 し、争 い が 生 じた 場 合 は 東 京 地 方 裁 判 所 を もって 管 轄 裁 判 所 としま す 。

558 旅 客 運 送 マ イ レ ー
ジ ポ イ ン ト 規 約 仲 裁 条 項

会 員 は 入 会 に 際 し、■ ■ ■ プ ロ グ ラム に 関 連 して 発 生 す る 、す べ て の 紛 争 、論 争 お よ び 権 利 の 要 求 は 、
当 該 会 員 の ■ ■ ■ 登 録 住 所 が あ る 、各 地 域 の 規 則 や 法 的 手 続 に 従 い 、仲 裁 に よ って 解 決 す る こ とに 合 意
した もの とみ な しま す 。■ ■ ■ 登 録 住 所 別 の 仲 裁 機 関 に つ い て は 、以 下 の 通 りで す 。

559 美 容 サ ー
ビ ス 整 形 手 術 誓 約 書

・人 身 損 害
・不 起 訴 条 項
・損 害 賠 償 の 予 定

私 は 、■ ■ ■ に て 手 術 の 申 し込 み を 行 うに あ た り、
① 上 記 手 術 内 容 と手 術 費 用 、ま た 分 割 の 申 し込 み を 含 め て 、あ くま で も、自 らの 希 望 に よ りクリニ ックに お
願 い す る 事 、
② 上 記 契 約 費 用 は 、い か な る 理 由 に お い て も返 金 され な い こ と、
③ 分 割 を 取 りや め る 場 合 は 上 記 代 金 に 相 当 す る 金 額 を 即 ち に 支 払 うこ と、
④ 再 手 術 の 際 に は 、別 途 料 金 が 発 生 す る こ と、
上 記 手 術 内 容 と手 術 費 用 に つ い て 医 師 か ら説 明 を 受 け 、十 分 納 得 し同 意 を しま した 以 上 、そ の 手 術 結 果
を 含 め 貴 院 に 対 して 一 切 の 異 議 申 し立 て 等 を 行 わ な い こ とを 誓 約 い た しま す 。

560
賃 貸 借 契
約 通 常 の
ア パ ー ト

賃 貸 借 契
約 利 用 規 則 そ の 他 乙 は 、本 契 約 の 存 続 期 間 中 、環 境 維 持 費 として 1ヶ 月 当 た り***円 （税 込 ）を 支 払 うもの とす る 。

566
賃 貸 借 契
約 通 常 の
ア パ ー ト

賃 貸 借 契
約

賃 貸 借 契 約
書 そ の 他

乙 は 本 契 約 解 約 時 （期 間 満 了 時 及 び 期 間 内 解 約 時 ）に 本 物 件 の 退 居 時 工 事 等 を 行 うもの とす る 。工 事 内
容 及 び 料 金 は 末 尾 記 載 の 「退 居 時 工 事 等 の 清 算 内 容 」の とお りとし、乙 は こ れ らの 工 事 等 を 甲 に 依 頼 す る
もの とす る 。尚 、当 工 事 に 係 る 費 用 は 全 額 乙 の 負 担 とし、工 事 等 の 程 度 等 に つ い て は 、乙 に 一 任 す る もの
とす る 。

567
賃 貸 借 契
約 通 常 の
ア パ ー ト

賃 貸 借 契 約 条 項 そ の 他 乙 は 本 物 件 を 退 去 した 後 、本 物 件 内 に 存 す る 乙 所 有 の 動 産 に 対 す る 全 て の 権 利 を 放 棄 し、甲 が 上 記 動
産 を い か よ うに 処 分 しよ うともな ん らの 異 議 を 申 し立 て な い 。

571 予 備 校 通 学 ・通
信 講 座 申 込 規 定 そ の 他 申 込 書 記 載 の 不 備 ・誤 記 、申 込 書 又 は 本 規 定 に つ い て の 不 知 ・誤 解 釈 が あ った として も、こ れ に よ る 不 利

益 に つ い て は 、当 社 は 責 任 を 負 い か ね ま す 。

572 予 備 校 通 学 ・通
信 講 座 申 込 規 定 そ の 他 各 本 校 事 務 窓 口 以 外 で 受 講 料 を お 支 払 い に な った 場 合 の 手 違 い （受 付 ミス 等 ）に つ い て は 、当 社 は 一 切

責 任 を 負 い ま せ ん 。

579 自 動 車 教
習 所

自 動 車 教
習 所 規 約 事 項 そ の 他

お 客 様 が 次 に 例 示 す る 事 由 に よ り損 害 を 被 られ た 場 合 に お い て は 、当 社 及 び 自 動 車 学 校 で は 責 任 を 負 え
ま せ ん 。
① 天 災 地 変 （積 雪 ・台 風 ・地 震 等 ）、官 公 庁 命 令 、そ の 他 自 動 車 学 校 の 管 理 で き な い 事 由 に よ り生 ず る 教
習 日 程 の 変 更 もしくは 教 習 の 中 止 。（未 入 校 の お 客 様 に つ き ま して も、あ らか じめ 入 校 先 を 変 更 して い た だ
く場 合 が あ りま す ）
② 教 習 中 の 事 故 に よ る 損 害 （自 動 車 学 校 が 加 入 す る 自 動 車 損 害 保 険 の 保 証 範 囲 を 超 え る 損 害 ）
③ 自 由 行 動 中 の 事 故
④ 盗 難

581 フィットネ
ス クラブ

フィットネ
ス クラブ 会 則 そ の 他

① 会 員 が 本 クラブ の 利 用 に 際 して 生 じた 紛 失 に つ い て は 、会 社 は 一 切 損 害 賠 償 ・補 償 等 の 責 を 負 い ま せ
ん 。
② 忘 れ 物 ・放 置 物 に つ い て は 、原 則 として 2週 間 保 管 した 後 、処 分 させ て い た だ き ま す 。
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＜ 別 紙 ④ ＞ 【　契約条項の具体例　】

～ 　「平 成 １９年 度 消 費 者 契 約 に お け る 不 当 条 項 研 究 会 報 告 書 」の 添 付 資 料 「参 考 事 例 集 」よ り抜 粋 　～

583 フィットネ
ス クラブ

フィットネ
ス クラブ 会 員 規 約 そ の 他 メン バ ー は 、同 伴 又 は 紹 介 した ゲ ス トの 本 クラブ 内 に お け る 行 為 及 び クラブ に 対 す る 支 払 い 並 び に 事 故 等

一 切 に つ き 、連 帯 責 任 を 負 って い た だ き ま す 。

588 興 信 所 興 信 所 契 約 書 そ の 他 他 調 査 機 関 の 情 報 や 資 料 等 の 提 供 範 囲 に 係 わ り、乙 は そ の 情 報 や 資 料 の 内 容 の 信 憑 性 に 関 して の 責 任
は 負 わ な い もの とす る 。

591 旅 行 業 募 集 型 企
画 旅 行 旅 行 業 約 款

・権 利 行 使 期 間 の
制 約
・債 務 不 履 行 責 任
の 制 限
・そ の 他

当 社 は 、手 荷 物 に つ い て 生 じた 第 一 項 の 損 害 に つ い て は 、同 項 の 規 定 に もか か わ らず 、損 害 発 生 の 翌 日
か ら起 算 して 、国 内 旅 行 に あ って は 十 四 日 以 内 に 、海 外 旅 行 に あ って は 二 十 一 日 以 内 に 当 社 に 対 して 通
知 が あ った とき に 限 り、旅 行 者 一 名 に つ き **万 円 を 限 度 （当 社 に 故 意 又 は 重 大 な 過 失 が あ る 場 合 を 除 き
ま す 。）として 賠 償 しま す 。

611 駐 車 場 駐 車 場 免 責 約 款 そ の 他
『内 燃 機 関 』『補 助 機 関 （ミッシ ョン や ア クセ ル ）』『電 装 系 』『タイ ヤ 』の 支 障 に 関 して は 一 切 免 責 とさせ て 頂
き ま す 。ま た 、止 む を 得 ず お 客 様 の 事 前 の 了 承 な しに 修 理 を させ て 頂 い た 場 合 、修 理 代 金 に 関 しま して は
お 客 様 の ご 負 担 とな りま す 。

613 駐 車 場 利 用 規 約 そ の 他 車 輌 の 破 損 は 、責 任 の 有 無 を 問 わ ず 管 理 者 は 一 切 保 証 で き ま せ ん の で ご 了 承 くだ さい 。

614 駐 車 場 利 用 規 約 そ の 他 駐 車 場 内 で の 事 故 ・盗 難 ・天 際 ・人 災 に お け る 損 害 は 一 切 保 障 で き ま せ ん の で ご 了 承 くだ さい 。

617
結 婚 相 手
紹 介 サ ー
ビ ス

結 婚 相 手
紹 介 サ ー
ビ ス

規 約 そ の 他 ■ ■ ■ は 、い か な る 場 合 に お い て も、会 員 に よ り支 払 わ れ た 会 員 費 を 超 え て 賠 償 等 の 支 払 い を しな い こ と
に 会 員 は 同 意 しま す 。

622
ソフトウ ェ
ア ・ライ セ
ン ス

ソフトウ ェ
ア 販 売 規 定 そ の 他 本 保 証 規 定 は 法 律 上 無 効 とされ な い 限 度 で そ の 効 力 を 有 す る もの で あ り、仮 に 、本 保 証 規 定 の 一 部 の 条

文 が 無 効 と判 断 され た 場 合 に お い て も、残 りの 条 文 は 引 き 続 き 有 効 で あ る もの としま す 。

625
ソフトウ ェ
ア ・ライ セ
ン ス

ソフトウ ェ
ア 販 売

使 用 許 諾 契
約 書 そ の 他

本 契 約 の い ず れ か の 条 項 、ま た は そ の 一 部 が 法 律 に 適 合 しな くな り、あ る い は 無 効 ま た は 施 行 で き な く
な った 場 合 に は 、か か る 部 分 の み 本 契 約 か ら除 か れ 、残 りの 条 項 の 効 力 は 何 ら影 響 を 受 け な い もの とし
ま す 。

630 携 帯 電 話 通 信 サ ー
ビ ス 利 用 規 約 そ の 他 お 客 様 は 、ウ ェブ を ご 利 用 で き な い 状 態 が 生 じた 場 合 で も、そ の 期 間 中 の コ ン テ ン ツ 情 報 料 を お 支 払 い い

た だ き ま す 。

634 そ の 他 融 資 保 証
サ ー ビ ス 契 約 書 そ の 他 乙 が 、支 払 滞 納 や 何 らか の トラブ ル に お い て 、甲 が 現 場 へ 直 接 訪 問 した 場 合 、甲 は 乙 へ 慰 謝 料 及 び 交 通

費 を 別 途 請 求 で き る もの とす る 。

635 そ の 他 融 資 保 証
サ ー ビ ス 契 約 書 そ の 他

本 サ ー ビ ス 履 行 後 に お い て 、あ らゆ る 損 害 も甲 は 一 切 責 任 を 持 た な い こ とに 異 存 は あ りま せ ん 。

＜ 参 考 ＞
前 文
本 サ ー ビ ス は 、乙 が 金 融 機 関 との 金 銭 消 費 貸 借 契 約 の 締 結 に あ た り、保 証 人 を 必 要 とす る こ とで 、甲 の
提 供 す る サ ー ビ ス に お 申 込 み 頂 い た 。甲 の 提 供 す る サ ー ビ ス とは 、保 証 人 バ ン クよ り保 証 人 様 を ご 紹 介
す る こ とを 目 的 として い る 。よ って 、甲 が 乙 に 保 証 人 を 紹 介 した 時 点 で サ ー ビ ス の 履 行 は 完 全 に 終 了 す
る 。

639 そ の 他 未 公 開 株 確 認 書 そ の 他
甲 と乙 の 間 で 交 わ され た 確 認 書 に つ い て 、今 後 一 切 債 権 債 務 の な い 事 を 相 互 に 確 認 す る とともに 円 満 に
合 意 し、今 後 本 件 に つ い て 、一 切 の 異 議 申 し立 て を 行 わ な い 事 を 約 束 す る 。尚 、万 一 異 議 申 し立 て が あ っ
た 場 合 は 全 て 無 効 とす る 事 を 約 束 す る 。

640 そ の 他 内 職 そ の 他 商 品 の 梱 包 を あ け た 場 合 に は 、契 約 解 除 （引 取 り）は 出 来 ま せ ん 。

653 そ の 他 オ ン ライ ン
ゲ ー ム 利 用 規 約 そ の 他

株 式 会 社 ■ ■ ■ は 、本 サ ー ビ ス の 利 用 に よ り発 生 した 会 員 の 損 害 す べ て に 対 し、い か な る 責 任 も負 わ な
い もの とし、当 該 損 害 の 賠 償 を す る 義 務 もな い もの としま す 。会 員 が 本 サ ー ビ ス の 利 用 に よ って 他 の 会 員
や 第 三 者 に 対 して 損 害 を 与 え 、こ れ に よ り株 式 会 社 ■ ■ ■ が 損 害 を 被 った 場 合 、株 式 会 社 ■ ■ ■ は 当 該
会 員 に 対 して 相 応 の 損 害 賠 償 の 請 求 を 行 うこ とが で き る もの としま す 。株 式 会 社 ■ ■ ■ が 会 員 の 登 録 した
情 報 を 削 除 し、会 員 資 格 を 停 止 、抹 消 し、本 サ ー ビ ス を 停 止 、中 断 、中 止 等 した こ とに つ き 、株 式 会 社 ■ ■
■ は 事 由 の 如 何 を 問 わ ず 一 切 の 損 害 賠 償 を 負 わ な い もの としま す 。

658 そ の 他 自 動 車 買
取 契 約 約 款 そ の 他

買 取 自 動 車 か ら生 じる 品 質 問 題 に つ い て は こ れ を 建 設 的 に 解 決 し、甲 乙 双 方 の 前 向 き の 理 解 と建 設 的 協
力 に よ る こ とを 解 決 の 第 一 歩 としま す 。甲 の 理 解 度 、協 力 不 足 に よ り解 決 が 遅 れ 難 航 す る 場 合 は 乙 が 総
合 的 判 断 を もって 裁 定 し解 決 しま す 。甲 は 、こ の 結 果 に 一 切 の 異 議 を 唱 え な い もの としま す 。
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【 第４ 不実表示・公序良俗 】

第１ 意思表示に関する規定の拡充

【中間論点整理「第３０，５」９３頁】

【配付資料（１ ・意見書６６～６８頁】）
【意見の要旨】

１ 民法において，動機の錯誤の要件緩和という観点から 「契約を締結するか否，
かの判断に影響を及ぼすべき事項に関して誤った事実を告げられたことによっ
て表意者が事実を誤認し，誤認に基づいて意思表示をした場合」を不実表示と
定義して民法に規定する方向性に賛成である。なお，かかる規定を任意規定と
して導入すべきとの意見があるが，これには反対である。

２ 不実表示の要件，効果等については慎重に検討すべきである。特に，いわゆる
逆適用の問題が起こらない規定内容にすべきである。

３ 民法における不実表示の規定は，動機の錯誤の要件緩和という観点から検討さ
れるべきもので，上記の立法によって消費者契約法４条１項１号の不実告知規定
を削除するような事態となることには反対である。

【理由】
１ 消費者契約法第４条に規定された消費者取消権とその問題点

( ) 消費者契約第４条に規定された消費者取消権1
(ｱ) 誤認による取消

ⅰ 不実告知・不利益事実の不告知
ⅱ 断定的判断の提供

(ｲ) 困惑による取消
ⅰ 不退去
ⅱ 監禁

( ) 上記の法規定における問題点2
(ｱ) 誤認による取消

ⅰ 不実告知・不利益事実の不告知
「重要事項」の意義に関して争い。

＝契約客体の内容や取引条件にあたらないけれども，意思決定に影響
を及ぼす事項（動機部分）について不実告知や不利益事実の不告知
があった場合に取り消し得るか（文理上は狭い 。）
「 （ ， ， ） 」※ 今使っている●● 例・電話 回線 消火器等 が使えなくなる
と言われて商品を買った 「●●（例・屋根，床下等）が痛んでい，
る」と言われて修理を頼んだ 「毛根の組織が死んでるので自分の，
毛が生えることは望めない」と言われてかつらを買ったなど。

ⅱ 断定的判断の提供
厳格に「将来における変動が確実な事項」であることを要するか否か
に関して争い（文理上は狭い 。）
※エステサロンで「このままだと２，３年には必ず肌がボロボロにな

る」と言われて契約したなど。
(ｲ) 困惑による取消

非身体拘束型の困惑惹起行為の類型がない。
※ 職場や自宅への迷惑電話で契約してしまったなど。
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(ｳ) 他類型の存在
① 他にも不当勧誘行為は存在する。

※ 催眠商法・ 商法SF
※ 恋人商法・デート商法
※ 高齢者への不当勧誘行為

② 新たな不当勧誘行為が発生する。
個別列挙では後追いになる。

( ) 日本弁護士連合会の改正提案3
(ｱ) 誤認による取消

ⅰ 不実告知・不利益事実の不告知
取消の要件となる「重要事項」の内容について，契約動機に関する事項

が含まれる旨を明文化すべきである。
ⅱ 断定的判断の提供

「 」 「 」断定的判断 の内容のうち その他の将来における変動が確実な事項
が消費者の財産上の利得に影響する事項に限定されない旨を明文化する。

(ｲ)(ｳ) 困惑による取消，他類型の存在
① 情報提供義務違反，状況の濫用，不招請勧誘行為等について，消費者

取消権を付与すべきである。
② 信義誠実の原則に反する不当勧誘行為について消費者取消権を付与す

る一般規定を制定すべきである。
＜補足＞

*1別紙①：日本弁護士連合会「消費者契約法日弁連試案」
*2別紙②：同「消費者契約法の実体法改正に関する意見書」

２ 民法改正問題における「不実表示」の提案について
( ) 契約を締結するか否かの判断に影響を及ぼすべき事項（動機部分を含む）に1

関して誤った事実を告げられた場合について，表意者保護の観点から新たな取
消権を認めること（不実表示規定の新設）には賛成である。

※ 消費者契約法第４条に関する日弁連の改正意見との共通点
※ 詐欺の主観的要件の立証の困難さ

(2) もっとも，消費者契約法上の消費者取消権としてではなく，民法上の取消権
として立法しようとする場合には，消費者保護の観点から，いわゆる逆適用の問
題を考慮に入れて，要件に関する慎重な検討が必要と考える。

※ 保険加入において加入者が保険会社から問われた事項以外のことを回答
しなかった場合には，保険法上告知義務違反にならない 。。

※ 例えば，事業者である表意者において自ら調査すべき事項を調査しない
でおきながら，相手方に対して不実表示規定を根拠とした契約の取消を主
張することを許容するのは不合理である。また，不実表示が民法における
従前の錯誤に関する議論や裁判例の到達点ないし延長線上のものとして位
置づけられるものであるならば，錯誤においても重過失ある表意者は錯誤
無効を主張できないことと同様に，落ち度ある表意者に不実表示取消を主
張できないとすることは，むしろ合理的である。この点，表意者に調査義
務違反等の落ち度がある場合に適用を否定する在り方，消費者による不実
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表示があったとしても事業者による取消を制限する在り方，端的に消費者
取消権として構成する在り方等がありえる。

(3) なお，上記のような不実表示の規定は民法上の動機の錯誤の要件緩和とい
う観点から民法上の規定として立法化が議論されるべきものと考える。仮に
上記のような不実表示規定を民法に設けたとしても，消費者契約法上の不実
告知規定を削除する必要はないし，削除すべきではないと考える。この点，
不実表示規定の採否の問題に関する「消費者契約法の一般法化」といった議
論の建て方は望ましくないと考える。

※ 「民法と消費者概念」に関する基本的な姿勢

第２ 公序良俗

１ 公序良俗違反の具体化

【 「 ， （ ）」 】中間論点整理 第２８ １ ２ ８６頁

【配付資料（１ ・意見書５９～６０頁】）
【意見】
(1) 判例を踏まえ公序良俗違反の具体化として，いわゆる「暴利行為」の明文化
を行う方向で検討すべきである。

，「 ， ， 」(2) 主観的要素として 相手方の従属状態 抑圧状態 知識の不足に乗じること
等の要素を付加する方向で検討すべきである。

客観的要素として 「著しく」と厳格にすべきではなく，著しく過当なとまで，
いえなくても不当な利益を得るものであること，または相手方の権利の不当な侵
害であること等，緩和する方向で検討すべきである。

(3) 暴利行為以外の例えば「状況の濫用」や取締法規に違反する法律行為のうち
公序良俗に反するものなど公序良俗に違反する行為について明文の規定を設ける
ことについて，賛成する。

(4) 新種の取引契約や販売方法で消費者や中小零細事業者に発生した契約被害を
民法の公序良俗や信義則といった一般規定で救済しやすくするよう，暴利行為等
の明文化に加えて，民法の理念の１つとして契約当事者間の格差是正の必要性を
明定することなどを検討すべきである。

【理由】
１ 消費者契約問題をめぐる現行法の規律とその問題点

( ) 消費者契約法の契約締結過程に関する規律とその問題点1
① 不実告知・断定的判断の要件に争い（文理では狭すぎる 。）
② 他にも不当勧誘行為は存在する（カバーできていない 。）
③ 新たな不当勧誘行為が発生する（個別列挙では後追いになる 。）

※ 不当条項規制も限定的
( ) 日本弁護士連合会の改正提案2

① 不実告知・断定的判断の改正
② 情報提供義務違反，状況の濫用，不招請勧誘行為等に関する消費者取消権

の付与。適合性の原則違反があった場合の契約の無効。
③ 信義誠実の原則に反する不当勧誘行為について消費者取消権を付与する一

般規定の制定
※ 不当条項規制の拡大
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( ) 消費者契約問題と民法の役割3
そもそも私法一般法である民法が現代社会における消費者契約問題に効果

的に対応できてこなかったこと自体が問題ではないのか。
→ もし消費者保護の特別法が未制定の分野や隙間分野が存在しても，一般

法である民法が受け皿としての役割を果たすことが出来るような在り方が
重要ではないか。
※ 今後も特別法の新設や改正は重要である。しかし，一般法である民法

の射程範囲や柔軟な適用の必要性とは別個の問題ではないか。
※ 消費者契約法，特定商取引法などによる救済の可否が問題となる事案

の存在
（例）高齢者の被害事案

中小零細事業者の被害事案
*1※ 奈良地判 （同庁平成 年(ﾜ)第 号事件）H22.7.9 19 961

「消費者保護法制による違法な勧誘行為がなされていないとしても，
私法行為一般に適用されるべき民法第９０条が適用されなくなるもの
ではない 「本件取引は，財産の管理能力が痴呆症のため低下して。」
いる原告に対して，それを知りながら，個人的に親しい友人関係にあ
るかのように思い込ませ，これを利用し，原告自身の強い希望や必要
のない商品を大量に購入させ，その結果，原告の老後の生活に充てら
れるべき流動資産をほとんど使ってしまったものである。このような
売買は，その客観的状況において，通常の商取引の範囲を超えるもの
であり，民法の公序良俗に反するというべきである 」。

２ 暴利行為の明文化について
(1) 公序良俗違反の具体化として，いわゆる「暴利行為」の明文化を行う方向
で検討することには賛成である。

判例・学説の到達点の明文化により，分かりやすい民法の実現に資する。ま
た，公序良俗規定の具体化をできる限り行うことにより一般条項適用の安定性

， 。 ，を高め 劣位者保護を図ることができる 暴利行為規定が明文で存在する方が
実社会における暴利行為の抑圧や排除を期待できるように思われる。

(2) 伝統的な暴利行為の準則よりも，いわゆる現代的暴利行為論に依拠した暴
利行為規定の方が，種々の要素を取り込んだ総合的な判断や，社会の変化に伴
った柔軟な対応が可能となる。

具体的には，主観的要素として「相手方の従属状態，抑圧状態，知識の不
足に乗じること」等の要素を付加する方向で検討すべきである，客観的要素と
して 「著しく」と厳格にすべきではなく，著しく過当なとまでいえなくても，
不当な利益を得るものであること，または相手方の権利の不当な侵害であるこ
と等，緩和する方向で検討すべきであるとの見解に賛成である。
※ 伝統的に暴利行為は，①相手方の窮迫，軽率又は無経験に乗じるという主

観的要素と，②著しく過当の利益を獲得するという客観的要素からなるとさ
れてきている。しかし，上記のような規範に事実をあてはめて結論を下して
いる裁判例がどれほど存在するのか。評価根拠事実と評価障害事実の総合考
慮になっている裁判例が多いのではないか。
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※ 相手方の窮迫，軽率又は無経験に乗じたような取引契約など不公正な取引
行為による相手方の利得を「著しく過当ではない」という理由で正当視する
とすれば不正義ではないか。

※ 高齢者被害や恋人商法の被害事案などを考えれば 「窮迫，軽率又は無経，
験に乗じる」というよりも 「困窮，従属もしくは抑圧状態，または思慮，，
経験もしくは知識の不足等を利用して」とか 「知識の不足，加齢・疾病・，
恋愛感情・急迫状態等による判断力の不足を知りつつ，それを利用して」と
いった方が実態に適合しているのではないか。

３ その他の問題について
(1) 他の行為類型の明文化検討の必要性

暴利行為以外にも，行政法規に違反している場合で公序良俗違反と評価で
きる場合，刑罰法規や強行法規等の脱法行為と評価できる場合，状況の濫用
と評価できるような場合など，他にも公序良俗違反と評価可能な行為類型が
認められる場合には，その明文化について検討することは，法律関係の明確
化，違法行為の抑制という観点から有益である。

(2) 受け皿規定として効果的に機能する公序良俗規範への期待
新種の取引契約や販売方法から消費者や中小零細事業者に発生した被害につ

いて，特別な法律が制定される前でも，一般法である民法によって効果的に
救済できるよう，公序良俗や信義則といった民法の一般規定が，これまで以
上に柔軟かつ効果的に活用できることが望まれる。

２「事項を目的とする」という文言の削除（民法第９０条）

【 「 ， （ ）」 】中間論点整理 第２８ １ ３ ８７頁

【配付資料（１ ・意見書６０～６１頁】）
【意見】

賛成である。
【理由】

現在の判例・学説によれば，法律行為が公序良俗に反する事項を目的としている
か否かが問題ではなく，法律行為が行われた過程その他の諸事情を考慮して当該法
律行為が公序良俗に反しているか否かが問題となっている。
特に消費者事件の場合，契約そのものはそうでなくとも，悪質な勧誘行為自体が

公序良俗に違反している場合もあり，その場合にも明確に公序良俗違反で無効とさ
れるべきである。

以上
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＜別紙①＞
【 消費者契約法日弁連試案 】

～ 契約締結過程に関係する部分のみ抜粋 ～
（平成 ）年 月 日1999 11 10 22

日本弁護士連合会
第２章 契約締結過程における事業者の義務

第４条（契約内容の情報提供）

（１）事業者は消費者に対し，消費者契約の締結前に，当該消費者が契約の締結を決定する

にあたり必要な事項について，消費者が理解できる方法で情報を提供しなければなら

ない。

（２）当該消費者が契約の締結を決定するにあたり必要な事項とは，当該契約において客観

， ，的に必要な事項と評価できるもの 当該消費者から必要であると特に告げられたもの

及び当該消費者から特に告げられていないが当該消費者にとって必要であることを事

業者が知りまたは知り得るものをいう。

（３）消費者が理解できる方法とは，一般的に当該契約の当事者となる消費者が理解できる

方法，当該消費者が特に詳しく説明を求めた内容についてはその内容を理解させる方

法，及び当該消費者の理解力が劣っていることを事業者が知りまたは知り得べき場合

にはその理解力に応じた方法をいう。

第５条（不当勧誘の禁止）

（１）事業者が消費者に対し，消費者契約の締結について，次の各号の一に該当する行為を

行った場合には，消費者は当該契約を取り消すことができる。ただし，各号に該当す

る行為がなかったとしても消費者が当該契約を締結した場合はこの限りではない。

① 当該消費者が契約の締結を決定するにあたり必要な事項について，消費者が理解で

きる方法で情報を提供しなかったこと

② 当該消費者が契約の締結を決定するにあたり必要な事項について，不実の告知をす

ること

③ 消費者を威迫する言動

④ 消費者の私生活又は業務の平穏を害する言動

⑤ 消費者の知識や判断力が不足している状況を利用すること

⑥ その他信義誠実に反する不当勧誘行為

（２）前項により消費者が契約を取り消すことができる場合に，消費者は事業者に対し，契

約の取消に基づく原状回復と共に損害賠償の請求を行うこと，もしくは契約の効力を

維持しつつ蒙った損害について賠償請求を行うことができる

（３）第三者が消費者契約の勧誘を行った場合に，当該第三者の勧誘行為に第１項各号の一

に該当する行為があったときにも，消費者は契約の取消しおよび損害賠償の請求を行

うことができる。ただし，当該第三者の行為について事業者が善意無過失の場合はこ

の限りでない。

第６条（第三者に対する効果）

消費者による消費者契約の取消は善意の第三者に対抗することができない。

第７条（時効等）

（１）消費者による消費者契約の取消権は，消費者が事業者又は第三者の勧誘行為に第５条

第１項１号，２号，５号又は６号に該当する行為があったことを知ったとき，もしく
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は同項３号又は４号に該当する行為が止んだときから３年間これを行使しないときは

時効によって消滅する。

（２）消費者による消費者契約の取消権は，当該消費者契約の締結をしたときから１０年を

経過したときも消滅する。但し，契約期間が７年を超えて継続する場合には当該契約

期間の終了後３年を経過したときに消滅する。

第８条（追認・法定追認の排除）

民法１２２条ないし１２５条の追認・法定追認に関する規定は，消費者契約の取消には

適用しない。

以上
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＜別紙②＞
【 消費者契約法の実体法改正に関する意見書 】

～ 契約締結過程に関係する部分のみ抜粋 ～
年 月 日2006 12 14

日本弁護士連合会
第１ 意見の趣旨

４ 現行法３条１項に規定されている事業者の情報提供努力義務について，下記のとおり改

正すべきである（下記の「重要事項」は９項で述べるところと同じである 。。）

， ，① 事業者は消費者契約の締結について勧誘するに際し 重要事項について消費者に対し

消費者が理解できる方法で情報を提供しなければならない。

② 前項において，消費者が理解できる方法とは，一般的に当該契約の当事者となる消費

者に理解できる方法をいうが，当該消費者が特に詳しく説明を求めた事項については

その事項を理解させる方法，及び当該消費者の理解力が劣っていることを事業者が知

り又は知り得べき場合にはその理解力に応じた方法をいう。

５ 現行法３条２項は削除すべきである。

６ 現行法４条１項を以下のとおりに改正すべきである。

消費者は，事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し，当該消費者に対して

次の各号に掲げる行為をしたときは，当該消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表

示を取り消すことができる。ただし，各号に該当する行為がなかったとしても当該消費

者が当該消費者契約を締結した場合はこの限りではない。

一 重要事項について事実と異なることを告げること。

二 当該消費者に対して，物品，権利，役務その他の当該消費者契約の目的となるものに

関し，将来における変動または結果が不確実な事項であって，消費者の当該消費者契

約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすものにつき断定的判断を提供

すること。

７ 現行法４条２項を下記のとおり改正すべきである。

消費者は，事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し，当該消費者に対して

ある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告

げ，かつ，当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実（当該告知により当該

事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る ）を故意又は過失により告げな。

かったときは，当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができ

る。

８ 現行法４条３項本文を下記のとおり改正すべきである。

消費者は，事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し，当該消費者に対して

次に掲げる行為をしたときは，当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り

消すことができる。ただし，各号に該当する行為がなかったとしても当該消費者が当該

消費者契約を締結した場合はこの限りではない。

９ 現行法４条４項を下記のとおり改正すべきである。

本法における「重要事項」とは，消費者が当該消費者契約を締結するか否かについての

判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。
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１０ 現行法５条を下記のとおり改正すべきである。

① 本法の各取消及び民法第９６条第１項の詐欺による取消の規定は，事業者が第三者に対

し，当該事業者と消費者との間における消費者契約の締結について媒介をすることの委

託（以下この項において単に「委託」という｡）をし，当該委託を受けた第三者（その第

三者から委託を受けた者（２以上の段階にわたる委託を受けた者を含む｡）を含む。次項

において「受託者等」という｡）が消費者に対して前各取消の条項に規定する行為をした

場合について準用する。

② 消費者契約の締結に係る消費者の代理人（復代理人（２以上の段階にわたり復代理人と

して選任された者を含む）を含む。以下同じ ，事業者の代理人及び受託者等の代理人。）

は，本法及び民法第９６条第１項（前項において準用する場合を含む。次条及び第７条

において同じ｡）の各規定の適用については，それぞれ消費者，事業者及び受託者等とみ

なす。

１１ 現行法７条１項を下記のとおり改正すべきである。

① 本法の規定による取消権は，取消しの原因となっていた状況が消滅した時から３年間こ

れを行使しないときは，時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から１０年

を経過したときも，同様とする。

② 民法第１２２条ないし第１２５条の規定は，本法の取消については適用しない。

１６ 現行法に，下記の内容を追加すべきである。

（不招請勧誘の禁止）

事業者は，消費者契約の締結について勧誘をするに際し，あらかじめ消費者の要請がな

いにも拘わらず次の各号に掲げる行為をしてはならない。

一 当該消費者の住居又は勤務先を訪問すること。

二 当該消費者の住居又は勤務先に対して，電話，ファクシミリ，電子メールを送信する

こと。

１７ 現行法に下記の内容を追加すべきである。

消費者は，事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し，当該消費者に対して

次の各号に掲げる行為をしたときは，当該消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表

示を取り消すことができる。ただし，各号に該当する行為がなかったとしても当該消費

者が当該消費者契約を締結した場合はこの限りではない。

一 重要事項に関して消費者が理解できる方法で情報提供を行わなかったこと。

二 当該消費者を威迫すること。

三 当該消費者の私生活又は業務の平穏を害すること。

四 当該事業者が当該消費者を心理的に動揺させること。

五 当該消費者の知識の不足，加齢・疾病・恋愛感情・急迫状態等による判断力の不足を

知り，または，知りうるため信義則上勧誘を行うべきでないにもかかわらず勧誘を行

うこと。

六 あらかじめ当該消費者の要請がないにもかかわらず次のいずれかの行為をすること。

イ 当該消費者の住居又は勤務先を訪問すること。

ロ 当該消費者の住居又は勤務先に対して，電話，ファクシミリ，電子メールを送信す

ること。

七 信義誠実の原則に反する行為。
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１８ 現行法に下記の内容を追加すべきである。

（損害賠償請求）

本法の規定により消費者が消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すこと

ができる場合に，消費者は，事業者に対し，当該取消に基づく原状回復とともに損害賠

償を請求し，若しくは当該消費者契約の効力を維持しつつ損害賠償を請求することがで

きる。

以上
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＜別紙③＞

【 具体的な裁判例 】
～ 国民生活センター「消費者問題の判例集」より抜粋 ～

第１ 動機の錯誤
１ かつらの売買契約に錯誤無効が認められた事例（福岡地裁平成 年 月 日判決・13 10 18

兵庫県弁護士会 ）HP
本件は， 歳の男性の締結したかつらのクレジット契約について，売買契約の際に25

「 」販売業者から 毛根の組織が死んでいるので自分の毛が生えるということは望めない
と説明され，その旨誤信した結果契約したものであり，売買契約は錯誤無効であると
する消費者の主張を認め，クレジット会社に対する抗弁の対抗を認めて支払請求を棄
却した事例である。

２ 債務者の事業が再建不能にあることを知らずに締結された連帯保証契約について錯誤無
効が認められた事例（東京高裁平成 年８月 日判決・金商 号 頁）17 10 1226 15
（１）本件は，中小企業が金融機関から融資を受けるに当たり，親戚に連帯保証人となっ

てもらったが，同企業は，融資の時点ですでに事実上破綻状態にあり，融資後まもな
く破産したという事案において，こうした事情を知らなかった連帯保証人の錯誤無効
の主張が認められた事例である。

（２）民法上，動機の錯誤によって契約が無効となるのは，この動機が表示されている場
合に限られるところ，およそ融資の時点で破綻状態にある債務者のために保証人にな
ろうとする者は存在しないというべきであるから，保証契約の時点で主債務者がこの
ような意味での破綻状態にないことは，保証しようとする者の動機として，一般に，
黙示的に表示されているものと解するのが相当である。加えて，Ｙは，なんらＡ社と
取引関係のない情義的保証人であり，高齢かつ病弱で，担保提供した自宅が唯一の財
産であり，このことはＸも調査により認識していたものである。さらに，Ｙは容易に
は承諾をせず，ＹはＸの担当部長に「この会社は大丈夫ですか」と確認したところ，
担当部長から 「大丈夫です」との返答があったので，これを信じて，保証をすること，
を決断したのであるから，Ａ社が破綻状態にはないことを信じて保証するのだという
動機が表示されていることは明らかというべきである。

３ 在宅ワーク付き医療事務通信講座にかかる教材販売契約の錯誤無効（津地裁平成 年４15
月２日判決・消費者法ニュース 号 頁）56 158

本件は，業務提供誘引販売取引の規制前の事例である。主婦が，教材を購入すれば在
宅ワークの業者から分割金の支払いをなし得る程度の在宅ワークの提供を受けられる
と誤信して，クレジット会社の立替払契約を利用して医療事務速習講座の教材を契約
したものであるとして，主婦の動機の錯誤を認め，クレジット会社からの立替金請求
が認められなかった事例である。

第２ 公序良俗
１ 従業員に過大な商品を売りつけた呉服店と，信販会社の不法行為責任を認めた事例（大

阪地裁平成 年 月 日判決・裁判所 ）20 4 23 HP
（１）本件は，勤務先の呉服店から着物等を次々と購入させられ，多額のクレジット契約

を締結させられたとして，呉服店の従業員が呉服店および信販会社に対して既払金
の返還を求めた事案である。
裁判所は，呉服店の従業員が年収に比して過大な金額の呉服等を購入するのを知り

ながら放置した雇用者の行為は不法行為であり，売買契約は公序良俗に反して無効
であるとし，また，この事実を知りながら従業員の販売業者に対する代金について
の立替払契約をした信販会社の共同不法行為責任を認め，立替払契約も公序良俗違
反であるとした。

（２）販売会社との関係
との関係では， は に’ 年に勤務開始してから着物を購入し ’ 年にY1 X Y1 97 99，

は 万円余り ’ 年は 万円余り ’ 年には 万円余りの立替金債務の支172 00 146 01 156， ，
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X 3払いを続けており この額は の給与の額に匹敵する額であり このような状態が， ，
年間も続く間， はかかる状態を認識しつつこれを放置し，総販売代金額が 万Y1 800
円に近づいた後も同様の対応を続けたのであるから ’ 年 月 日以降に締結さ， 02 2 26
れた本件売買契約 ～ は，著しく社会的相当性を逸脱するもので，公序良俗に26 31
反して無効である。

16 4２ モニター特約付売買契約につき公序良俗違反で無効とされた事例 大阪高裁平成 年（
月 日判決・消費者法ニュース 号 頁）16 60 137
（１）本件は，モニターになれば収入になるなどと勧誘し，布団をクレジット契約で販売

していた，いわゆるモニター商法が破綻したため，消費者が信販会社に対し支払請
求の拒絶を主張したところ，当該契約は公序良俗に反し無効であるとして，消費者
の主張が認められた事例である。
本件モニター商法は，破綻不可避の反社会的商法であり，かつこれを隠蔽する（２）

欺瞞的勧誘方法を伴う詐欺的商法である。しかも被害の急速な拡大を招く危険な
商法にも該当するものであって，公序良俗に反する違法な取引である。これを生
み出した本件売買契約と本件モニター契約は，不可分一体の契約であって，モニ

， ，ター特約付寝具販売契約ともいうべきものであると認められるから 上記契約は
公序良俗に反し全部無効であるといわなければならない。

（３）特定商取引法で規制される以前のモニター商法について，公序良俗違反で信販会社
に抗弁対抗できると判断した判決である。

３ ヤミ金融業者によるいわゆる「家具リース」の違法性（佐賀簡裁平成 年 月 日14 11 18
判決・消費者法ニュース 号 頁）54 30
（１）本件は，ヤミ金融業者が消費者に貸金する際に，消費者の家財道具類を買い上げた

うえで使用させ賃料名目で返済させるいわゆる「家具リース」について，公序良俗
違反，不法行為に当たるとした事例である。

（２）本件家具リースの仕組みは，以下の通りである。Ｙらは共謀して貸金をすることを
チラシなどにより宣伝し，客からの申し込みがあると，他の一方に連絡してＹとＡ
が二人で客のところに赴く。うち一人が客の家財道具一式を購入し，貸金の元金に
金利相当分を上乗せして他の一人に転売する形式を取る。元金に金利を上乗せした
合計金額を物件の賃貸借契約書に記載して，その合計金額を期間を定めて支払うと
の約束である旨客に説明する。古物商として消費者の使用している家財道具を買い
取る形をとりつつ，購入した家財道具はそのまま顧客の自宅に置き，継続して通常
に使用させ，賃料名目で利息制限法にも出資法にも反するきわめて高金利の利息の
支払いをさせるというものである。

（３）顧客に対しては，家財道具は貸金の担保にされたものであり，元利合計を返済すれ
ば，担保ではなくなるので家財道具類は返してもらえるものと認識させるような説
明をする。上乗せ金額を客が完済した段階では，本件契約は貸金ではなく賃貸借契
約であるので家具類は返還できない，賃料を支払わなければ直ちに家財道具を引き
上げると脅迫して，さらに出資法に反する高金利の実質的な利息を，賃料名目で支
払うよう強要し続け暴利を貪るという仕組みをとる。

４ 公序良俗違反とされた絵画展示会商法（青森地裁十和田支部平成 年 月 日判決13 12 27
・消費者法ニュース 号 頁）53 99
（１）本件は，絵画の展示会販売に関し，商道徳を逸脱した違法なもので公序良俗に反し

無効であるとして，クレジット会社からの請求に対する支払い停止の抗弁を認めた
事例である。

（２）以上のとおり，本件絵画の価格は一般の流通価格の約３倍から約５．７倍と極めて
不相当なものであること，その価格についてはＹの落ち度も否定できないものの，
ＢによりＹが重大な誤解をしかねないような方法による勧誘を受けていたこと，立
て替え払い契約の締結の際にもＹに対して月賦支払い額の確認すらされていないと
うかがわれることなどを考え合わせると，本件売買契約は，商道徳を逸脱した違法
なものであって，公序良俗に反し無効であると考える。

以上
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＜別紙④＞

【 暴利行為に関する裁判例 】

１ 札幌簡裁平成 年 月 日判決・判時 号 頁23 1 14 2105 103
＜事案＞

金貨を販売し，換金する形で現金を提供するいわゆる「金貨金融」は，実質上金銭
消費貸借であり，暴利行為であって公序良俗に反し無効であるとされた事例。

＜判旨＞
原告は被告に，平成２２年５月１日，４万２４００円を貸し付け，被告は原告に，

同年５月１０日限り，６万５６００円の返還を約しているのであるから，その差額２
万３２００円は利息とみなされる。これを年率に換算すると年率約２０００％弱の割
合の高額な利息であり，暴利契約であることは明らかである。よって，本件売買契約
（実質上は金銭消費貸借契約）は公序良俗に反し無効である。

２ 奈良地裁平成 年 月 日判決（同庁同年(ﾜ)第 号事件 ・ 判例秘書登載22 7 9 961 LLI/DB）
＜事案＞

認知症の女性に呉服や宝石を買わせ続けたとして，呉服会社等に対する購入代金返
還請求等訴訟において，女性が認知症の投薬治療を始めた頃には，同社の販売員は，
女性の財産管理能力の低下を気付くことができたとした上で，個人的に親しい友人関
係を装い必要のない商品を購入させたもので，通常の商取引の範囲を超え民法の公序
良俗に反し，売買は無効であるとして一部請求を認めた事例。

＜判旨＞
① 前記２，３のとおり，本件売買は，被告Ｃ店舗において，Ｌ，Ｊらがその財産の管
理能力が痴呆症のため低下している原告に対して，これを知りながら，個人的に親し
い友人関係にあるかのように思い込ませ，これを利用し，原告自身の強い希望や必要
のない商品を大量に購入させ，その結果原告の老後の生活に充てられるべき流動資産

。 ， ，をほとんど使ってしまったものである このような売買は その客観的状況において
， 。通常の商取引の範囲を超えるものであり 民法の公序良俗に反するというべきである

購入の具体的場面において，原告が商品を購入するとの態度を示していたとしてもこ
のことは変わらない。

② 被告Ｃの主張するように，消費者保護法制による違法な勧誘方法が同被告において
されていないとしても，私法行為一般に適用されるべき民法９０条が適用されなくな
るものではない。

３ 大阪高裁平成 年 月 日判決・判時 号 頁21 8 25 2073 36
＜事案＞

認知症の高齢者の判断能力の低下に乗じてされた不公正な土地の売買につき，公序
良俗に反し無効であるとされた事例

＜判旨＞
このような事情を総合考慮すれば，本件売買は，被控訴人の判断能力の低い状態に

乗じてなされた，被控訴人にとって客観的な必要性の全くない（むしろ被控訴人に不
利かつ有害な）取引といえるから，公序良俗に反し無効であるというべきである。

４ 東京地裁平成 年 月 日判決・判タ 号 頁20 6 19 1314 256
＜事案＞

弁護士報酬に関する弁護士と依頼者との合意が暴利行為として無効とされた事例 原（
告は株式会社）

＜判旨＞
以上のとおり，本件新橋物件の売却に伴って東京都から原告会社に支払われた４億

３２２７万０９５１円や本件蒲田物件の競売代金である１億２４００万円を経済的利
益と見て報酬額を算定することは相当ではなく，被告の請求した報酬額は高額に過ぎ
るとみられることのほか，被告が，原告会社に報酬を請求するに当たり，金額の具体
的な算出根拠を説明せず，かえって原告会社と特別な財産上の利害関係のある被告の
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親族の利益に偏しているとの疑惑を招く行為に及んでいることを考慮すれば，原告会
社の被告に対する合計３５１６万１５００円に上る報酬の支払（上記（１）タ，ト）
は，暴利行為として無効と解すべきである。

５ 東京地裁平成 年 月 日判決・判時 号 頁17 9 27 1932 99
＜事案＞

暴力団関係者が関与する著しく高利の利息を定める金銭消費貸借が暴利行為に当たり
公序良俗に違反するものとして無効とされた事例。

＜判旨＞
以上の事実，すなわち，本件消費貸借の利率は，現実の受領額に基づいてこれを算出

すると，出資の受入れ，預り金及び金利等の取締りに関する法律により処罰される年１
０９．５％の高金利を超過するものであり，名目貸付額に基づいて算出してもそれに近
い高金利であること，被告が貸付時に借り主である原告らに交付した契約書には現実の
利率とは異なる低い利率が記載されているのみならず，被告は高金利による天引きの事
実を否認してその事実を隠蔽しようとしていること，当初の返済期日を過ぎた後に要求
した金利の利率は，現実の受領額はもとより名目額に基づいて算出しても前記規制金利
を超過するものであり，しかも，被告はその受領の際に領収証を発行せず，受領の事実
も否認して違法な高金利を取得した事実を隠蔽しようとしていること，被告の使者ない
し補助者として暴力団関係者が関与していることを総合すると，本件消費貸借は，原告
らの無知に乗じて違法に暴利を得ようとするものであり，公序良俗に反するものとして
無効というべきである。

６ 東京地裁平成 年 月 日判決（同庁平成 年(ﾜ)第 号，同年平成 年(ﾜ)第17 7 22 15 24646 16
号事件 ・ 判例秘書登載9740 LLI/DB）

＜事案＞
原告側と被告側間の一連の業務委託契約は，個別的にも総体的にも被告側の暴利行為

に該当し，公序良俗に反し無効であるとして，原告の不当利得返還請求を認容し，契約
解除による損害賠償を求める被告の反訴請求を棄却した事例

＜判旨＞
これらを，契約Ｂ，Ｄ，Ｘと切り離し，別個独立の契約と考えるならば，そこでの業

務内容は，基本対象地ないし追加対象地上の建物の賃借人を捜し，その賃借条件を検
討すること，これに関連して，追加対象地上の建物の建築の斡旋をする者を紹介する
ということに過ぎないものであるから，その実質は，不動産仲介業と建物の建築の斡
旋をする者の紹介に過ぎない。
そうすると，上記第２，２（２ （３ （７ （９）認定の報酬がその業務内容に比）， ）， ），

して不均衡に高いことは明らかであって，その不均衡の程度に春山の経歴，前記認定
の原告ないし春山と被告ないし夏川が契約する過程，特に，その際，夏川が春山にど
のように相続税を支払っていくかについて，期間全体を通しても，期間ごとにも，全

， ，体の収支や損益を示した具体案を示したことはないのに 夏川の抽象的な説明を信じ
これらの契約に至ったことからすると，これらの契約は，春山が不動産取引に全く知
識がないのを奇貨として，夏川が，春山の相続税の支払に有利なアドバイスをすべき
立場を利用して，一方的に被告側に有利な契約をさせたものと解され，暴利行為に該
当し，公序良俗に反し，無効である。

以上
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【  第５ 保証制度の見直し  】 
 

【中間論点整理「第 12．」40～45 頁】 
                                       【配付資料（１）・意見書 14～30 頁】 

１．「保証」をめぐるいくつかの視点 
 
（１）自殺対策の視点 
◇NPO 法人自殺対策支援センターライフリンク『自殺実態白書 2008』 
http://www.lifelink.or.jp/hp/whitepaper.html 

・自殺の危機要因（６８項目）の１つが「負債（連帯保証債務）」とある（16 頁）。 

・「危機要因」全体のおよそ 7 割が上位 10 要因に集中（17 頁）。 

延べ 1168 の「危機要因」の内，771 が以下の 10 要因に集中していた。 

①うつ病，②家族の不和（親子間＋夫婦間＋その他＋離婚の悩み），③負債（多重債務＋連

帯保証債務＋住宅ローン＋その他），④身体疾患（腰痛＋その他），⑤生活苦（＋将来生活

への不安），⑥職場の人間関係（＋職場のいじめ），⑦職場環境の変化（配置転換＋昇進＋

降格＋転職），⑧失業（＋就職失敗），⑨事業不振（＋倒産），⑩過労 以上 10 の要因を，「自

殺の 10 大危機要因」とする。 

・「III-3 自殺と契約制度 また，自殺の他の社会的背景として，2 点を指摘したい。まず，

Chen, Choi, and Sawada (2007)の研究では，中小企業を主な対象とした日本における連帯

保証人制度が，事実上の無限責任制度になっており，借り手や保証人に多大なるプレッシ

ャーを与え，自殺を引き起こす遠因である可能性を示している…」（441 頁） 

◇内閣府『平成 23 年版自殺対策白書』 
http://www8.cao.go.jp/jisatsutaisaku/whitepaper/w-2011/pdf/index.html 

・平成 22 年の自殺者総数 3,1690 人であり，13 年連続して 3 万人を超える状態が続いてい

る。このうち，原因・動機を特定できたのが 23,572 人であり，その中で経済・生活問題が

原因とされるのは 7,438 人であって，約 23.47％を占めている。そして，有職者の自殺者

のうち，被雇用者は 8,568 人であるのに対して，自営業者と家族従事者は 2,738 人にも及

んでいる。これらのデータからも，経営の行き詰まりを理由に命を絶ってしまう事業者が

少なからずいることが窺われる。 

◇政府の自殺対策緊急戦略チーム『自殺対策 100 日プラン』(2009 年 11 月 27 日) 
http://www8.cao.go.jp/jisatsutaisaku/senryaku/pdf/p1-8.pdf 

・「連帯保証人制度」「政府系金融機関の個人保証(連帯保証)」について，「制度・慣行にま

で踏み込んだ対策に向けて検討する」とされている。 

 
（２）多重債務被害防止の視点 
過大な保証が原因で保証人が「生活破綻」「経済的破綻」に追い込まれ，「多重債務」「破
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産」などに至る事案は後を絶たない。 

◇日本弁護士連合会消費者問題対策委員会『2008 年破産事件及び個人再生事件記録調査』 
・保証債務や第三者の負債の肩代わりを原因として破産を申立てた人が破産債務者の約

25％，個人再生申立債務者の 16.09％となっている。 

◇中小企業庁『2003 年中小企業白書』（『2002 年事業再挑戦に関する実態調査』引用） 
http://www.meti.go.jp/hakusho/chusyo/H15/Z02-02-55-00.htm 

・倒産直後に経営者個人が負った負債の額が 1 億円を超えたと回答した経営者は半数以上

の 57.4％にのぼる。 

◇高木新二郎=伊藤眞『講座倒産の法システム第 2 巻』(日本評論社 2010 年)7 頁参照[吉田

勝栄] 
・東京地裁民事第 20 部法人管財係のデータによると，法人破産が代表者個人等の関連個人

破産を伴う確率は約 9 割にのぼるとのことである。 

 
（３）中小企業の「再チャレンジ」の阻害要因となっている 
◇中小企業庁『2003 年中小企業白書』（『2002 年事業再挑戦に関する実態調査』） 
http://www.meti.go.jp/hakusho/chusyo/H15/Z02-02-47-00.htm 

・経営者が「倒産するにあたって最も心配したこと」は，「従業員の失業(23.8％)」に次い

で「保証人への影響(21.3％)」となり「家族への影響(19.5％)」よりも多い。 

◇金融庁 2003 年 7 月『新しい中小企業金融の法務に関する研究会報告書』 
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/15/ginkou/f-20030716-1/02.pdf 

・個人保証の問題点として，「事業再生の早期着手に踏み切れないという傾向を助長」，「経

営者や第三者の保証人は，結果として支払能力を超えた保証債務を負担することが多いた

め，経営者として再起を図るチャンスを失ったり，社会生活を営む基盤すら失うような悲

劇的な結末を迎えるといった現実があることについても看過できない」などとある（4 頁以

下）。 

◇中小企業庁 2011 年４月『中小企業の再生を促す個人保証等の在り方研究会』報告書 
http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g110524aj_01.pdf 

・我が国の中小企業金融では，個人保証が一般的に利用されている。調査によると，平均

的には，概ね約 75%の企業が個人保証（経営者本人保証及び第三者保証を含む）の提供を

行っており，その割合は従業員規模が小さい程，高くなる傾向にある。従業員別による保

証提供割合では，従業員 20 人以下の小規模企業者は 88%，21 人～100 人では，86%とな

っており，借入を行う大半の中小企業にとって，個人保証の提供は一般的な金融慣行とな

っている（11 頁）。 

・金融機関は，代表者保証を求める理由について，債権の保全よりも，むしろ経営への規

律付けや信用力補完の観点からが強いと答えている…これは，中小企業においては，経営

（企業資本）と経営者個人（所有資産）の分離が不十分であることに起因しているという
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指摘があった（12 頁）。 

・代表者以外の保証，いわゆる「第三者保証」においても，従業員規模が小さいほど提供

している割合が高くなっている（12 頁）。 

・第三者保証のうち，代表者以外の個人が個人保証を提供しているケースについてもう少

し詳しく見てみる。代表者以外の個人であっても，実質的に経営権を有している者に対し

て，26.4%の企業が個人保証を求められている。一方，実質的に経営権を有していない第三

者に対して，個人保証を求められた企業も 23.7%存在している（14 頁）。 

・経営に関与する者以外の保証人の徴求割合は 23.7%であり，かつ親類縁者でもない第三

者保証人を求められたケースは 5.1%の企業で存在する。また，その多くは代表者の友人・

知人である（15 頁）。 

・「（２）経営者責任としての個人保証債務の履行 

中小企業が債務免除を伴う私的整理スキームや法的整理スキームに入ると，経営者に対し

て保証履行が求められる。窮境原因が経営者にあるか無いかを問わず，保証債務が顕在化

し，またその保証債務は個人資産を超えることが通常である。保証履行時においては，預

金や有価証券等の金融資産，家や自動車等の固定資産等，目に見える財産については処分・

相殺を行う。実際，金融機関は，経営者がそのまま存続する場合，窮境原因や経営者責任，

地域への影響等を勘案し，どこまで保証履行を追求するかについては様々な対応をしてい

るようである…例えば，豪華な家屋であれば換価処分を行う一方，一般的な家屋について

は債権者の同意のもと，親族への名義変更を行うことでそのまま当該経営者を住まわせた

り，家を親族へ売却した上で，その後当該家屋を親族が当該経営者に賃貸して住まわせた

りするなど，個別ケースにおいて現場では工夫を行っている。中小企業が窮境に陥った際，

真面目な経営者ほど私財を法人の資金繰りに充てて何とか乗り切ろうとするため，企業が

倒産し，いざ保証履行時になると，個人の預金はせいぜい 10 万円～100 万円などのわずか

しか残っていないとの声もある。法人からの回収が済んだ後，保証人からの回収はそれほ

ど期待できないため，手間とコストをかけてまで保証履行を求めることはしないという実

態もある」（27 頁以下）。 

・金融機関には，保証人に対して徹底的に保証履行を行わなければならない理由が存在す

る。保証履行をしない場合には，次のリスクが想定される(28 頁)。 

  債権放棄時の無税償却が認められなくなるリスク 

  株主から善管注意義務違反を問われるリスク 

  地域の他の債務者にモラルハザードを引き起こすリスク 

・「（４）保証債務残存の問題 

法人における法的整理や私的整理において，個人保証債務が一体的に処理できない場合，

法人債務が無くなったとしても保証債務が残存する場合がある。法的整理においては，法

人債権と個人債権が全くの別の処理工程で扱われる。民事再生法の中で再生計画が認可さ

れ，法人の債権がカットされても，民事再生法の規定によって民法の附従性は従たる債務
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である保証債権には及ばない。このような状況の中で，個人による法的整理を忌避し，金

融機関との個別の交渉の結果，保証債務を免除してもらえない場合は，民事再生法の計画

が進捗し，残債を完済したところで，保証債務にその効力が及ばないため，保証債務だけ 

が残ってしまう。また，私的整理においては，法人の再生計画によって法人債権がカット

されれば，民法の一般原則から附従性が働き，従たる債務である保証債務も同時に縮減さ

れるという意見もある一方で，一部の再生の現場では，法的整理同様に附従性を働かせな

いために新たに縮減分の保証債務の引受を債務者に求めることがあるという指摘もある。 

こうして残存した債務は，金融機関の方針にもよるが，金融機関からは特段回収をおこな

うことは少なく，一方で金融機関から積極的に免除するインセンティブに欠けるため，消

滅時効を待つまで残ってしまうことがある。これは，再生を行う中小企業の経営者にとっ

ては，再生計画を進めて行くにあたってのインセンティブが薄れるだけでなく，その後の

新たな事業計画に基づくニューマネー獲得に支障が出ることとなる」（32 頁以下） 

・「（３）法的整理のレピュテーションリスク 

地域で事業を行う中小企業にとっては，法的整理に伴うレピュテーションリスクの問題が

あり，安易に民事再生等の法的整理に踏み切れないとうい事情がある。これは民事再生が

社会的に「倒産」と見られており，ネガティブなイメージが強いことにも起因している。

また，地域社会においては，「不義理」を行ったことによるレピュテーションリスクの方が

大きいとの指摘もある。 

個人の保証債務を整理する際にも同様のことが言える。経営者に破産経験がある場合，

法人の新規融資に応じづらいという金融機関が大多数である…地域で事業を続ける際にも，

個人での破産経験があると信用を得られないという声もある。 

保証履行後，保証債務が残存してしまうケースにおいて，自己破産によって保証債務を

全て無くすことができるが，経営者が存続するケースにおいては，自己破産という選択肢

は取りづらい。法的整理のネガティブイメージの払拭や，金融機関による積極的な取組が

期待される。さらに，債務者自身が，誠意をもって債権者への対応を行うように地域金融

機関が指導することも重要であるという指摘もある」（33 頁以下） 

◇平成 23 年 2 月 28 日金融庁 
「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」

等の一部改正（案）の公表について 
http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110228-2.html 

・金融庁では，「主要行等向けの総合的な監督指針」，「中小・地域金融機関向けの総合的な

監督指針」及び「金融検査マニュアル」の一部改正（案）を…取りまとめましたので，公

表します。 

監督指針については，「新成長戦略 ～「元気な日本」復活のシナリオ～」（平成 22 年 6

月 18 日閣議決定）及び「金融資本市場及び金融産業の活性化等のためのアクションプラン」

（平成 22 年 12 月 24 日金融庁）に掲げられた施策を実施するために，以下の改正を行うも
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のです…。 

・経営者以外の第三者による個人連帯保証等の慣行の見直し 

経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行を確立し，

また，保証履行時における保証人の資産・収入を踏まえた対応を促進するため，監督

指針に新たな項目を追加するとともに，金融機関に対して，次の対応を求める。 

・経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする方針を定めること  

・経営への関与の度合いを確認の上，例外的に経営者以外の第三者との間で個人連帯

保証契約を締結する場合には，契約者本人に対し，原則として，経営に実質的に関

与していない場合であっても保証債務を履行せざるを得ない事態に至る可能性があ

ることについての特段の説明を行うこと，及び保証人から説明を受けた旨の確認を

行うこと  

・保証債務弁済の履行状況及び保証債務を負うに至った経緯などその責任の度合いに

留意しつつ，保証人の生活実態を十分に踏まえて判断される各保証人の履行能力に

応じた合理的な負担方法とするなど，きめ細かな対応を行うこと 

 
（４）東日本大震災：「被災地相談」から 
 
◇『保証被害対策全国会議（代表：宇都宮健児）』ブログより 
http://hosyouhigai.blog28.fc2.com/blog-category-5.html 

「被災者に重くのしかかる保証債務」報告者：司法書士 井上尚人 

「連帯保証債務を相続するので，貴方やお子さんは債務を負担することになります。結果

的に，相続放棄あるいは限定承認という手続を取らなければならなくなるかもしれませ

ん。」相談者は呆然と，文字通りがっくり肩を落とし俯いた。「夫が死んでも保証は消えな

いんですね。やはり保証が来るんですね…」何度も小声でつぶやく。辛い。私は厳しい現

実を告げなければならない。だが，告げることで相談者に精神的二次被害を負わせること

にならないか…被災者の方々は，最初は口が重いが雑談を重ねるうち，堰を切ったように

あれもこれもと不安に思っていることを口にするようになる。地震から２週間，避難所生

活が長期化するにつれて将来のことを考え始めるのは当然で，その中にはたくさんの法律

問題が含まれる。私たちの仕事は，被災者の方々が話す中から法律に関係する部分を抽出

してお答えすることである。雇用，仮設住宅，ローン，近隣紛争，境界，土地の流出，地

盤の整備，預金の引き出し，相続，瓦礫の撤去費用，地震保険，家賃，その他雑多な相談

が寄せられたが，冒頭の保証に関する相談もその中の一つである。相談内容は，相談者の

夫が兄夫婦のローンの保証人になっていたものの，津波で夫が亡くなり，兄夫婦は無事だ

ったが兄夫婦の家は完全に流されてしまった。自分の家も失った。夫の保証債務はどうな

るのか…というものである。相談者によると，兄夫婦はおそらく自己破産するであろうと

のことである。主立った財産も収入も失った状況であるから兄夫婦の立場としては合理的
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な判断である。しかし，遺された自分や子供はどうなる？津波で夫も何もかも失ったのに，

余計な借金まで負わなければならない？悲痛な問いかけ。答えに窮する。悩ましいのは，

夫の退職金が出ることであった。死亡によりなぜ退職金が出るのか，会社から退職扱いを

受けることになったのだろうと想像するが，ともかく退職金が出る。相談者にとって何よ

り今後の生活費に充てたい資金である。何とか手元に遺してあげたい。だが，退職金は夫

の遺産であり相続財産である。安易に相続放棄を選択するわけにはいかない。いずれ請求

を受ける連帯保証債務と比べて検討する必要がある…とりあえず相続放棄期間延長の申立

をしておくべきか…いやむしろ自己破産をして自由財産の拡張の申立をして…いろいろな

手続が頭の中を駆け巡る。適した回答が定まらない。結局，冒頭の回答をするのが精一杯

であった。同旨のケースは多くあるに違いない。情義に基づく連帯保証契約が壊滅的な災

害時に如何に被災者の生活再建の妨げになるか。保証契約さえなければこの被災者は余計

な悩みを抱えることはなかった。だが相談者の夫は，兄夫婦の頼みを断ることができただ

ろうか？被災者は，長期にわたる継続的な法律専門家の支援を必要としている。私は，週

末もう一度宮城に入る。この被災者に会うことができれば，最新の情報を伝えたいと思っ

ている。 

（※東日本大震災：いわゆる「二重ローン」対策でも保証は問題となる）。 
 
（５）情義性 
◇韓国：『保証人保護のための特別法』（孟 觀燮『韓国における民法改正の動向と『保証人

保護のための特別法』の制定』秋田法学 (50), 67-83, 2009）   
・制定理由「我が国の特有の人情主義により特別な対価を受けずに，経済的負担に対する

合理的考慮なしに好意で行われる保証が蔓延し，債務者の破産が連鎖的に保証人に繋がれ，

経済的・精神的被害と共に家庭破綻等に至るなど保証の弊害が深刻であるので，保証債務

の範囲を特定し，保証人に精神的苦痛を与える不法的債権取立行為を禁止する。また，金

融機関と保証契約を締結するときには債務者の信用に関する情報を保証人に提供すること

として合理的な金銭取引を確立しようとする」 

・第１条（目的）  

この法律は，保証につき「民法」に対する特例を規定して，なんの対価なしに好意で行わ

れる保証による保証人の経済的・精神的被害を防止し，金銭債務に対する合理的な保証契

約の慣行を確立して信用社会の定着に寄与することを目的とする。 

 
（６）新しい保証被害「保証人紹介ビジネス被害」 
◇平成 22 年 5 月 26 日独立行政法人国民生活センター『借金をするとき，家を借りると

き，就職するとき・・・保証人紹介ビジネスのトラブルにご注意！』 
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20100526_2.pdf 
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・「インターネットを通じて保証人紹介業者（以下「紹介業者」という）に申し込みをした

ところ，「保証人を紹介されなかった」「キャンセルを申し出たら拒否された」といったト

ラブルが増加傾向にある。また，保証人として紹介業者に名義登録をすれば報酬を得られ

るということで名義を登録したところ，多額の債務を負わされてしまったというトラブル

もある。 

お金を借りたり，アパート・マンション等を借りる際の連帯保証，就職の際の身元保証

など，保証人を必要とする場面は少なくない。そのような場面で，インターネットで契約

等が行えるという手軽さから，紹介業者の利用を考える消費者は今後も増加していくもの

と思われる。そこで，トラブル防止の観点から，安易な利用をしないよう消費者に注意を

呼びかける。 

・保証人紹介ビジネスとは 
保証人が必要とされる場面は様々あるが，自分で保証人を探すことができない消費者へ

保証人を紹介し，その手数料等を得ることを目的とする事業者を保証人紹介業者という。 

紹介業者は，保証人が必要な消費者同士を相互に保証人として紹介したり，債務は紹介

業者が負担するとうたって保証人として名義を貸してくれる消費者を募集し，報酬として

一定の名義登録料を支払い，その名義登録した消費者を保証人として紹介するなどしてい

る。 

「保証人が必要な消費者」同士を結びつけたり，紹介業者が債務を負担するとうたって

「保証人として名義登録をした消費者」と「保証人が必要な消費者」を結びつける等，実

質的には保証人といえない消費者が保証人として紹介されるところに特徴がある…」… 

・相談事例 

「保証人が必要な消費者」がトラブルにあう例（パターン①）と，「保証人として名義登録

をした消費者」がトラブルにあう例（パターン②）がある。 

パターン①：保証人が必要な消費者からの相談 
【事例１】相互保証であることの記載がなかった 
融資依頼をしたら保証人を付けるよう言われたため，インターネットで紹介業者に登録し， 

登録料１万円を支払った。保証人が紹介されることになったが，自分も紹介された保証人

の保証人になることが条件になっていたようだ。相互保証であることはどこにも記載はな

かったし説明もなかったので，解約を申し出たら解約を拒否された。 

（相談受付年月：2006 年 3 月，契約者：50 代・女性・東京都） 

【事例２】保証人を紹介してもらえなかった 
賃貸住宅の保証人が必要になり，インターネットで見つけた保証人の紹介会社に申し込み

をした。インターネット上では，入金したらその日に保証人を紹介すると記載があった。

電話でも，審査に合格すれば入金日に即紹介すると説明された。審査に合格したときには，

既に公務員が保証人になることになっていると言われたので代金を振り込んだ。ところが

保証人は紹介されなかった。 
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（相談受付年月：2010 年 1 月，契約者：50 代・女性・東京都） 

【事例３】紹介された人物を保証人として融資を申し込んだが断られた 
インターネットで借金をするために必要な保証人を紹介され紹介業者に 10 万円を支払っ

た。しかし，金融会社に 100 万円の融資を申し込んだところ断られた。保証人として紹介

された人は公務員ということであったが，勤務先に確認すると該当する人物はいなかった。

紹介業者に電話で苦情を伝えたが，その後電話がつながらなくなった。 

（相談受付年月：2009 年 3 月，契約者：50 代・男性・兵庫県） 

【事例４】高額なキャンセル料を請求された 
インターネットから身元保証人の紹介サイトに申し込みをした。利用規約には 17 時までに

取り消しメールを送らなければキャンセル料が発生すると書かれていた。23 時に申込みを

した後，3 分後に解約メールを送ったが，紹介業者から 1 万円のキャンセル料の請求を受

けた。 

（相談受付年月：2010 年 3 月，契約者：30 代・女性・富山県） 

【事例５】退会後に更新料の請求 
3 年前にアルバイト先に書類提出する際に身元保証人が必要だったため，インターネット

で紹介業者を検索して代金を支払い契約した。その後不審な点があったため，退会手続き

をしたが，2 年後，退会処理が完了していないと郵便が届き，更新料を支払うよう請求さ

れた。再度退会書類を送ってもらい 2 回目の提出をしたが，また更新のお知らせと請求書

が届いた。 

（相談受付年月：2010 年 2 月，契約者：30 代・男性・東京都） 

【事例６】融資会社で保証人紹介料を請求された 
インターネットで融資の申し込みをしたら，保証人が必要と言われた。保証人はいない旨

を申し出ると，融資会社が保証人を紹介するから，申し込み額の 30％の手数料を支払うよ

うに言われた。納得できないので断ると，その後相手から電話で 2 度ほど脅された。イン

ターネット申し込み時に自宅や会社等の個人情報を全て教えてしまったので，不安。 

（相談受付年月：2007 年 10 月，契約者：20 代・男性・東京都） 

パターン②：保証人として名義を貸した消費者からの相談 
【事例７】保証人を引き受けたが紹介業者が債務を負担してくれない 
紹介業者を通じて第三者の保証人になると手数料収入を得られ，リスクは全て紹介業者が

負担するということから，インターネットで見つけた紹介業者に保証人として登録して 5 

人の保証人になっている。登録申請書を提出し，保証人としてサインをするだけだった。

金銭的負担は全くないが，紹介会社の存在は伏せておくようにとのことだった。アパート

賃貸契約の賃借人の保証人になっているが，賃借人が家賃滞納のまま行方不明になり，保

証人としての負担を迫られている。紹介会社に支払いを求めるが，何かと理由をつけて被

保証人の債務を負担してくれない。 （相談受付年月：2007 年 3 月，契約者：30 代・女

性・千葉県） 
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【事例８】保証人を引き受けたが，最初の説明と異なり債務を負担させられることになっ

た 
インターネットで知った紹介業者の紹介で，借金や賃貸保証サービスの保証人になる有料

契約をしている。賃貸住宅の保証なら家賃の数十パーセント，金融保証なら 5 パーセント

の保証金がもらえる。他県の人の 300 万円の金融保証の保証人を引き受けたら，債務者が

支払えなくなり，保証人である自分に全額の請求をされた。保証人を引き受けるにあたり，

紹介業者が代位弁済するので借金は負わないと説明されたが，月 3 万円しか払ってもらえ

ず約束が違う。 

（相談受付年月：2009 年 9 月，契約者：30 代・男性・愛知県） 

・消費生活相談からみた問題点 
（１）契約通りに履行されない 
①保証人の紹介を申し込んだのに，保証人が紹介されなかった，②紹介された保証人では

保証人審査が通らず契約ができなかったというように，実質的に契約内容が履行されない

場合が多い。 

（２）個人情報が悪用されるおそれがある 
登録時に得た個人情報をもとに，解約料や更新料を名目とする金銭の請求があとを絶たな

いといった相談など，一度登録した個人情報を悪用するという業者が存在している。 

（３）他人の債務を負担させられる 
紹介業者は，保証人を募集する際に「消費者は全く金銭的負担を負わない」旨や「折半と

なる」旨を説明しているが，実際には債権者と保証人間の保証契約に紹介業者は一切かか

わっていない。つまり，債権者と紹介業者に契約関係がない以上，紹介業者は債権者との

関係では何らの責任も負担しない。債権者から請求を受けた消費者は，債務負担を免れな

いことになる。 

このように，保証人紹介サービスは多くの問題点を抱えているが，保証人紹介サービス

の利用を考える消費者はあとを絶たず，トラブルに巻き込まれてしまう結果を招いている。 
事業者への法規制や監督官庁が存在しない現状においては，保証人紹介ビジネスに代わる

なんらかの社会的制度の整備が望まれる。 
 

２．「保証」に依存しない社会構造への転換と民法の役割 
・これまで保証の問題点として，保証の「情義性」「軽率性」「未必性」「無償性」が掲げら

れてきた。新しいトラブルとしての「保証人紹介サービス」は「軽率性」「未必性」がもた

らすものであろう。 

・保証は，融資・リース・賃貸・雇用その他の場面で日常的に行われてきた。しかし，そ

もそも債権者がリスクを主債務者以外の第三者である保証人に転嫁できる仕組みが恒常的

に行われる社会構造は必ずしも健全と言えないのではないか。 

・生活・事業に不可欠な融資（公的セーフティネット融資や奨学金を含む）・賃貸・雇用な
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どにおいて保証人が求められる。保証人をつけなければ生活・事業に不可欠な融資・賃貸・

雇用などが得られないという仕組み自体，社会的強者が社会的弱者に対して優越的な地位

を濫用していると言えないであろうか。 

・貧困が拡大し「無縁化」「孤立化」する社会において，社会的経済的弱者などが保証人を

得ることは困難な状況となっており，そこに「貧困ビジネス」としての「保証人紹介サー

ビス」等が跋扈する土壌となっている。保証人を要求する構造に問題があるのではないか。 

・保証人から見れば，保証は「ハイリスク」「ノーリターン」の危険な契約類型と言える。

プロである「保証会社」が断るような場合にも素人の保証が求められる。 

・主債務者より保証人となることを求められる側から見ても，主債務者との人的関係から

保証は断りにくい構造にある。保証契約は，断りにくいという状況下で締結されるもので

あり，「状況の濫用」的な契約，あるいは「不当な威圧」を受けた契約と言えるのではない

か。 

・前述のように，保証は，中小零細企業の経営者の再挑戦を阻害しているのではないかと

いう問題がある。また，自殺対策は国家的な課題となっているところ，保証制度もその要

因とされている。 

・このように保証契約は，もともと公序ないし適合性違反あるいは状況の濫用・不当威圧

などの問題を恒常的・類型的にはらむ契約であり，他の契約一般よりも保証人保護が強く

求められることは当然であるが，更に保証契約そのものが禁止されることが検討されるべ

きではないか。 

・そして保証の仕組みは民法で定められている。保証制度をどのように設計するかは，自

殺対策・多重債務対策・中小企業政策・貧困対策などに大きく関わっている。保証に依拠

しない 21 世紀の新しい日本の社会構造への転換を推進する役割あるいは責任が民法・民法

改正にもあるのではないか。 

 

３．保証についての意見（各論） 
（１）保証に関する日弁連のこれまでの意見書 
◇『統一消費者信用法要綱案』２００３年（平成１５年）８月 
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/data/2003_51.pdf 
◇『法制審議会保証制度部会「保証制度の見直しに関する要綱中間試案」に対する意見書』 
２００４年６月２５日 
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/data/2004_38.pdf 
◇上記日弁連の各意見の概要 
・消費者信用における保証の禁止 

・事業者向け融資における第三者包括根保証の禁止 

・書面「交付」義務 

・保証意思確認義務 
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・支払能力を超える保証の禁止 

・撤回権（クーリングオフ） 

・契約時の説明義務・情報提供義務 

・契約締結後の説明義務・情報提供義務 

・「期限の利益」の維持の機会を保障 

・特別解約権 

 
（２）検討 
◇保証人は誰でもなれるのか（保証人の適格性） 
【自然人保証の原則禁止の可能性は模索できないか】 
・保証契約は原則禁止とし，保証は法が許容する一定の資格能力のある法人（適格性のあ

る保証会社）にのみ許容されるものとできないか。 

・保証を原則禁止とし，しかし社会の要請に応じて特定の契約類型においては許容される

ものとできないか。 

・消費者契約となる保証は禁止できないか 

・保証人を要求すること自体が濫用となる契約類型は存しないか（生存に不可欠な融資・

住居・雇用を得るための契約） 

・究極の「ハイリスクノーリターン取引」として適合性の原則を導入できないか。 

・支払能力を超える保証を禁止し（比例原則），資力の無い者の保証を排除はできないか。 

 

◇その他 
・催告の抗弁は保証の原則型を示すものとして維持すべきである。国民の意識にも沿うも

のである。 

・「適時執行義務」については基本的には賛成である。 

・「連帯」保証について単に契約書に「連帯」の 2 文字を書けば「連帯保証」になるとすべ

きではない（例えば「連帯」規定を廃止しても，特約により任意規定を個別に排除できる）。 

・「分別の利益」は維持すべきである（多数の保証人をとる債権者はそもそも健全ではない

場合が多い）。 

・その他，民訴法及び判例の「二段の推定」は保証契約については排除すべきである。 

・破産・再生（その他企業再生）の場面においても「附従性」は維持されるべきである。 

 

以   上 
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【  第６ 複数契約の解除・無効、抗弁接続、リース契約  】 

 

 １ 複数契約の解除・無効 
検討課題 
第５－５ 
①同一当事者間の複数契約のうち一方の不履行に基づいて複数契約全部が解除となる規定
を設けるべきか。 

②異なる当事者間で締結された複数契約についても全部解除となる規定を設けるべきか。 
第３２－３ 
①複数の法律行為が無効となる場合を規定すべきか。 
②複数当事者間の複数の法律行為について無効となる場合を規定すべきか。 

 ＜意見＞ 

 （１）複数の法律行為の解除について 
   ・規定を設けることに賛成。契約締結の密接性と一方の不履行により他方の契約目

的が達成できないと認められる場合、という要件で規律できる。 
   ・同一当事者間に限定すべきではない。複数当事者間の場合にも契約全部の解除を

認めるべきである。 

 （２）複数の法律行為の無効 

   ・規定を設けることに賛成。複数の法律行為の密接性と一方がなければ他方の法律

行為をしなかったと考えられる場合、という要件で規律できる。 
   ・同一当事者間に限定すべきではない。複数当事者間の場合にも無効の波及を認め

るべきである。 

＜複合契約の類型＞ 

 （１）単一事業者による複合契約の例 

   （売買＋役務提供型） 

    ①教材売買＋学習指導 

    ②化粧品売買＋エステティックサービス 

     ⇒特定継続的役務提供契約＋関連商品売買契約（特定商取引法） 

       適用対象：エステ、学習塾、家庭教師、語学教室、パソコン教室、結婚相

手紹介の政令指定６業種で、５万円超・２月超（エステは１月

超） 

            ＋「役務提供受領者が購入する必要がある商品（関連商品）」 

       規制内容：書面交付義務、クーリング・オフ、勧誘行為規制、 

中途解約権・違約金の具体的数値規制 

    ③リゾートマンション売買＋スポーツクラブ会員契約 

     ⇒最判平成８年１１月１２日民集５０巻１０号２６７３頁（リゾートマンショ

ン売買）：２個の契約としつつ、契約締結時の密接不可分性＋一方の不履行

により他方の契約目的を達成できないときは、両方の解除を認める。 

   （売買＋預託型） 

   ④豊田商事事件（金地金の売買契約＋預託・利益配当契約） 

   ⑤和牛預託商法（和牛の売買契約＋預託・肥育後買取契約） 

     ⇒特定商品預託取引法 
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適用対象：「政令指定商品」を２月以上の期間にわたり預託を受けることに

関し利益を供与することを約し、当該商品の預託を約す取引。 

規制内容：書面交付義務、クーリング・オフ、勧誘行為規制 

中途解約権＋違約金上限１０％ 

   ⑥絵画レンタル商法（絵画の売買契約＋預託・レンタル料支払契約） 

    →政令指定商品でないため規制なし 

   （売買＋利益提供型） 

    ⑦連鎖販売取引（販売活動を行う会員の拡大利益＋商品売買） 

    ⑧業務提供誘引販売取引（業務の提供による利益＋商品売買） 

     ⇒特定商取引法 

       規制内容：書面交付義務、クーリング・オフ、勧誘行為規制 

 （２）複数事業者による複合契約の例 

   （売買＋役務提供型） 

① 定継続的役務提供契約＋関連商品売買契約（特定商取引法） 

「役務提供受領者が購入する必要がある商品（関連商品）の販売またはその代

理若しくは媒介を行っている場合」（特商法48条） 

 ⇒役務提供事業者と関連商品販売業者が異なる場合を想定し、購入の必要（関

連性）と代理・媒介の関係が認められる場合を一体的取引として規律。 

    ②資格取得講座受講契約＋教材売買契約（別事業者） 

      →継続的役務提供の政令指定６業種でないため規制なし 

   （売買＋利益提供型） 

    ③連鎖販売取引（特商法３３条） 

     ・物品の販売若しくはそのあっせん又は役務提供若しくはそのあっせんの事業、 

     ・特定利益を収受し得ることをもって誘引し、 

     ・商品の販売若しくはそのあっせん又は役務提供若しくはそのあっせんの取引 

      ⇒連鎖販売利益の提供業者と商品等販売業者が異なる場合を想定し、利益誘

引とあっせんの関係が認められる場合を一体的取引として規律。 

    ④業務提供誘引販売取引（特商法５１条） 

     ・物品の販売（そのあっせんを含む）又は役務提供（そのあっせんを含む）の

事業、 

     ・提供またはあっせんする業務により利益を収受し得ることをもって誘引し、 

     ・商品の販売若しくはそのあっせん又は役務提供若しくはそのあっせんの取引 

      ⇒業務の提供業者と商品等販売業者が異なる場合を想定し、利益誘引とあっ

せんの関係が認められるときは一体的取引として規律。 

    ⑤光ファイバー設備設置契約＋入居者の利用契約の勧誘・締結・利用料集金業務

委託契約（提携関係のある別事業者） 

      ⇒光ファイバー設備設置契約の勧誘に当たり、業務委託契約による利用料収

入見込みをもって誘引して締結。入居者利用契約の勧誘業務の不履行。 

      →利益収受の形態が異なるため特商法の適用なし。 

 （３）融資一体型取引（提携型与信契約） 
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    ①信用購入あっせん契約 

     →割賦販売法 

    ②ファイナンス・リース契約のうち提携リース契約 

     →特別法なし 

    ③節税対策を標榜した変額保険契約＋融資契約の一体的取引 

     →一体不可分の契約として認定した裁判例あり。 

＜規律のあり方＞ 

 （１）契約の個数 

  ①契約を１個とみた場合 

    →一部不履行で全体を解除・取消しが可能か（全部解除・取消しに足る重大な不

履行であるか） 

    →契約の一部解除〔一部取消〕が認められるか。 

   ②契約を２個とみた場合 

    →一方の不履行の場合に、他方の契約の解除が認められるか 

     ※最判平成８年１１月１２日（リゾートマンション売買）：密接不可分性→他

方の契約目的も達成できなくなる場合 

     ※最判昭和３０年１０月７日民集９巻１１号１６１６（酌婦稼働契約）：密接

関連・不可分として無効 

 （２）複数事業者の複合契約を含めた規律の必要性 

   ①商品・役務のパッケージ化 

     複数契約の目的が相互に密接に関連付けられる場合においては、その商品・役

務の提供主体（契約当事者）は、必ずしも同一当事者であるとは限らない。むし

ろ異なる当事者がそれぞれ得意とする分野の商品・役務を持ち寄って、ハイブリ

ッド商品として市場に提供することが多い。 

   ②契約上の地位の分属・特化 

     業務提供誘引販売取引等の複合契約や信用購入あっせんなど融資一体型取引に

おいては、三者間（さらには四者間）において密接に関連する契約システムを展

開するケースが多い。 

   ③規律回避の容易性 

     複数の契約関係についての規律を同一当事者間に限定すると、形式的に複数の

当事者間の契約にすることで規律の回避が可能となり、無責任な提携関係を誘発

することになりかねない。 

   ④複数当事者間の関係 

     複数の契約・法律行為間の密接性＋一方なければ他方なしの関係＋複数当事者

間の媒介関係により規律できる。 

 （３）複数契約の解除・無効の性格について（問題提起） 
   ①複数契約の解除の提案は、強行規定か任意規定か 

「契約締結の目的」は契約当事者が自由に決めることができることを考えると、
特約で排除することは可能ということか。 
もっとも、消費者契約においては、合意内容の操作により容易に排除できるこ

とでよいのか。仮に任意規定だとすると、消費者契約においては不当条項規制を

67



4 
 

及ぼす必要性があるのではないか。 
   ②複数契約の無効の規定は、強行規定か任意規定か。 

公序良俗違反の場合は強行規定と理解しやすいが、意思表示が取消し・無効と
なる場合はどうか。 
消費者契約の場合、特約で容易に排除できることは不適切ではないか。 

 

２ 抗弁の接続 

第４４－５ 
①商品販売に伴う第三者型信用供与契約について抗弁の接続の規定を設けるべきか。 
②消費者に関する規定でよいか。 
③どのような要件を設定すべきか。 

＜意見＞ 

  ①抗弁の接続規定を設けることには賛成である。 

  ②主体を「消費者」に限定すべきでない。 

  ③契約形式は、消費貸借に限定すべきでない。広く販売信用取引に適用される規定と

すべきである。 

  ④販売信用取引の要件は、販売契約と与信契約との間の「密接関連性」に着目して規

定すべきであり、販売業者と与信業者の「合意」を要件とすることは適切でない。 

→「密接関連性」とは、①貸付契約と販売契約との手続的一体性・内容的一体性，

②与信者と販売者との一体性（人的関係・資本関係等）、③与信者と販売社との

提携関係等の要素を考慮し，総合的に判断。 
【理由】 
（１）割賦販売法 30 条の 4，35 条の 3 の 19 の抗弁接続規定は、信用購入あっせんにつ

いて、行政規制とともに民事規定が設けられている。 
   信用購入あっせんの制度趣旨は、「売買契約と与信契約は不可分一体に締結する関

係があること」、「販売者と融資者との間の密接な提携関係があること」、「このよう
な密接な関係から購入者は商品の引渡がなされないような場合には支払い請求を拒
むことができると期待していること」、「融資者は販売業者を提携関係を通じて監督
でき、またリスクを分散できること」、「これに対して購入者は一時的に販売業者と
接触するに過ぎず、また契約に習熟していない。損失負担能力が低く、損失負担能
力が低いこと」などの取引システムの特徴に由来する。 

   契約形式は「消費貸借」に限らず、立替払い、保証委託、債権譲渡等を含むもの
と解されている。 

   4 万円以下は適用除外とされていること、２月を超える後払いであること、営業の
ため若しくは営業として締結する場合を除外することなどの限定がある。 

   抗弁接続は強行規定である。 
（２）現代的な考え方 
  ・最判平成２年２月２０日判時１３５４号７６頁は、消費者保護のために政策的に

設けた創設的規定と解しているが、その後制定された消費者契約法 5 条（媒介者
の法理）や割賦販売法 35 条の 3の 13（個別クレジット契約の取消しと既払金返還）
などの法理の進展を踏まえれば、抗弁の接続は第三者与信契約の最低限の一般法
理として承認されるのではないか。 

  ・第三者与信契約は、「悪質商法を助長する取引システム」との指摘がある（割賦販
売法平成 20 年改正での議論）。 

   すなわち、販売業者は、代金回収のリスクを負うことなく、かつ販売方法や履行
状態を監視されることなく取引が展開でき、与信業者は、顧客の獲得を販売業者
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に依存し加盟店の調査管理を緩やかにするほど利益を獲得できる仕組みである。
抗弁が切断されるとこの傾向が一層顕著になる。 

   ・悪質商法を助長するような与信システムは、業界全体への不信を高め、適正な努

力をしている事業者にとってもマイナスの結果となる。消費者が安心して取引で

きるシステムの構築は、消費者の信頼につながり利用が促進される。 

    「クレジットを保険のようなもの。知らない販売後湯者と露営引きするときはク

レジットを利用したほうが安心」（日弁連「イギリス消費者信用調査報告」より） 
  ・消費者契約法に規定するか民法に規定するかは、別途検討が必要。 
（２）複数契約の解除・取消しの効果は当事者の合理的意思解釈に求められるのに対し、

販売信用契約の抗弁接続は一体型与信システムを展開する事業者の取引上の信義則
に基づく責任であり、「あらかじめ供給者と貸主との間に，供給契約と消費貸借契約
を一体として行うことについての合意が存在した場合」という要件は適切でない。 

  →合意を推認するという立論では、明示的な特約によって排除を認めることになる
のではないか。「合意」の存在を要件とすることは、割賦販売法の抗弁接続よりも
限定的である。 

  ※（問題提起） 

①抗弁接続規定は任意規定か強行規定か 
民法であれ消費者契約法であれ、消費者契約に関して規定を設ける場合は、片
面的強行規定とすることが重要である。 
→割賦販売法の抗弁接続規定は、過去の抗弁切断条項を排除して強行規定を設
けたもの。 

    ②抗弁の接続を任意規定として規定しつつ、不当条項規制において抗弁切断規定
を不当条項リストに掲げる方法も考えられるか。 

③民法又は消費者契約法に「抗弁接続」の一般的規定を設けた場合でも、割賦販
売法の抗弁接続規定は民事規定と行政規制とによって取引適正化を図る法律で
あり存続する必要がある。 

（３）販売信用取引は「消費貸借」以外の第三者与信型契約が認められることから、契
約形式を限定すべきでない。 

  （事例） 
    貸金業者が借入申込書を販売業者に預けておき、商品の販売に伴ってその代金

支払い方法として借入申込書の利用を促し、支払条件の協議・申込書の作成指導
を販売業者が行う。融資金の実行方法として、貸金業者から販売業者に直接送金
せず、仲介業者を経由しまたは消費者の口座を経由する例が多い。 

  （考え方） 
・割賦販売法の信用購入あっせんの定義も柔軟な規定とされているが、行政規制と
連動する規定のため要件の限定がある。民事規定としては、より柔軟で実質的な
要件設定が可能ではないか。 

（４）抗弁接続が第三者与信システムの特徴に基づく責任であることを踏まえれば、対
象が「消費者」に限定されないのではないか。 
・中小零細事業者をターゲットにしたクレジット被害やリース被害が頻発している
実態。 

・「営業のためにもしくは営業として締結する場合」という適用除外規定（法 35 条
の３の６０）を限定的に解釈する裁判例が広がっている。 

  →大阪高判平成１５年７月３０日消費者法ニュース５７号１５５頁：中古自動
車販売会社における消火器詰替契約は「営業として又は営業のため」に該当
しない。 

     →提携リース契約における裁判例の展開 
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３ ファイナンス・リース 

第５６―２ 

② ファイナンス・リースを新たな典型契約として規定することは必要か 

②典型契約とする場合の規定内容はどうか。 

＜意見＞ 

 ①提携リース契約に対する業法的規制がないままに、ファイナンス・リース契約を典

型契約化することには、強く反対する意見が強い。 

  ②ファイナンス・リース契約の典型契約化自体に反対する単位会もある（大阪など）。 

   →当事者の互換性の欠如（現典型契約との対比）、市場における取引規模等の重要

性も劣位（保険、クレジット等との取引規模の対比） 
  ③仮に典型契約として規定する場合には、提携リース契約に関する事業者規制法等の措置が

不可欠。 

＜提携リースをめぐる問題点＞ 

（１）提携リースのトラブル 

  ①具体例 

   ・悪質訪問販売業者が零細事業者に対し、必要性のない多機能電話機を虚偽の説明

により設置するよう勧誘し、リース契約を利用して契約させる（平成１８年７月

２６日経産省ニュースリリース） 

   ・独立事業者と言えないような零細な個人や、事業のために利用する必要がない商

品を、事業者名義でリース契約を締結させる特徴がある。 

   ・物件貸与リースから、ソフトウェア、ホームページ作成、セキュリティ装置など

役務取引を対象とするリース契約が増加。 

   ・次々と商品を切り替え、残債務を上乗せしたリース契約のトラブルが増加。 

  ②社団法人リース事業協会に寄せられた「小口リース取引」に関する苦情受付件数 

・平成19 年度3,778 件、平成20 年度4,249 件、平成21 年度4,532 件、平成22 年度

（4月～12月）2,956 件（同協会のＨＰ http://www.leasing.or.jp/ のうち「小口リ

ース取引に関する当協会の取組」（平成２３年３月２３日集計） 

  ③被害の特徴 

   ・リース契約は「事業者」を対象としてきたため、中小事業者のトラブルが大半を

占める。 

   ・リース条件の交渉を供給者がまとめて行う「提携リース」契約形態のトラブルが

大半である。 

（２）ファイナンス・リースと提携リースの区別 

 （ア）ファイナンス・リース契約の一般的な締結手順 

①利用者が目的物の選定について供給者と交渉したのちに、 

②利用者がリース提供者に対してリース条件の見積もりを依頼し、リース提供者か

ら見積書の提示を受け、 

③利用者からリース提供者に対しリース契約の申し込みを行い、リース提供者が信

用調査のうえリース契約を締結し、 

④リース提供者が目的物を供給者から購入して利用者に引渡し（実際は供給者から

70



7 
 

利用者に直接引渡し）、 

⑤利用者が目的物を検査確認のうえ「借受証」を提出すると、リース提供者は物件

の代金を供給者に支払い、利用者はリース料の支払いを開始する。 

 （イ）提携リース契約の締結手順 

①供給者とリース提供者があらかじめ対象物件の種類とリース契約の条件の設定に

ついて提携関係を結び、 

②利用者と供給者との間で対象物件の選定とリース条件の協議を一括して行い、 

③リース申込書の作成や信用調査に必要な資料の提出も供給者が代行し、 

④リース提供者は供給者を通じて提出されたリース契約申込書を前提に、利用者の

信用調査と意思確認による承認手続きのみを行う。 

  ⇒従来のファイナンス・リースに関する議論は、目的物の選定に関する利用者と供給

者との協議と、リース条件に関する利用者とリース提供者との協議が、別個独立の

手続であるような手順を暗黙の前提として法的性質を論じてきたのではないか。 

  →業務提携関係を明示的に指摘した裁判例として、仙台高判平成４年４月２１日判タ

８１１号１４０頁）は、信義則を理由にリース提供者の請求を否定。 

（３）提携リース契約のトラブルへの対応 

①特定商取引法の適用 

・訪問販売の方法により実質的な消費者に対してリース提携販売を行った場合は、

特定商取引法の適用を認める（H17.12.6通産省通達改正）。 

→「リース提携販売のように『契約を締結し物品や役務を提供する者』と『訪問

して契約の締結について勧誘する者』など、一定の仕組みの上で複数の者によ

る勧誘・販売等であるが、総合してみれば一つの訪問販売を形成していると認

められるような場合には、これらの複数の者は、いずれも販売業者等に該当す

る。」 

→裁判例：大阪高判平成１５年７月３０日、名古屋高判平成１９年１１月１９日

判タ１２７０号４３３頁、東京地判平成２１年４月１３日消費者法ニ

ュース８０号１９８頁など、「営業として又は営業のために」を限定

的に解釈。 

  ②消費者契約法５条の適用 

   ・提携リース契約の締結は、リース提供者が供給者に対し特定の物件に関するリー

ス条件の協議や申込書の作成業務を委託している関係が認められることから、供

給者は提携リース契約の締結の媒介を委託された媒介者（消費者契約法５条）に

該当するものと解し、媒介者の不実の告知や困惑行為（消契法４条）を理由に、

利用者はリース会社に対し当該提携リース契約を取り消すことができるものと解

される。 
→裁判例：神戸簡判平成１６年６月２５日（兵庫県弁護士会ＨＰ）、大阪簡判平成
１６年１０月７日（兵庫県弁護士会ＨＰ）など。 

  ③リース事業協会の対応 
・自主規制対策として、業務提携関係や契約締結手順の特徴を踏まえて「小口提携
リース契約」について、①電話機リース契約締結時の電話意思確認等の強化、②
ユーザーからの問い合わせに対する社内体制の一層の整備、③問題が生じている
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電話機リースのサプライヤーの確認と提携解消を含めた対応などを実施（平成１
７年１２月６日付け「電話機リースに係る問題事例の解消を目指して」など）。 

 →事業者か消費者かを問わない対策。 
（４）提携リースに対する立法課題 

  ・個別信用購入あっせん（割賦販売法改正）に対する規制強化に伴い、行政規制も民
事規定もないリース契約を利用する例が増えている。 

  ・各地弁護士会から法規制を求める意見書が続いている。 

→複数の弁護士会から提携リース契約に対する立法提言が相次いでいる。 
    平成 22 年 9月 30 日京都、同年 11 月 21 日愛知県、同年 12 月 14 日埼玉、平成 23 年 1

月 14 日近弁連、同年 2月 26 日福島県、同年 3月 24 日東弁・福井県、同年 6月 8日大
阪・横浜など。 

  そこで、 
  ①提携リースの取引構造の特徴に照らせば、事業者間の契約においても交渉力・情報

の質・量の格差が存在する（契約弱者となる事業者）ことを踏まえ、格差是正(契約
弱者保護)の原理に基づいた規定を設ける必要性がある。 

   →契約締結補助者（本人が責任を負うべき者）の詐欺等の規定は、民法の一般法理

である。 

   →提携リースについては、「借受証」の交付をもって引渡不履行や瑕疵担保責任の

排除を認めるべきでない。 

②提携リース契約に対する特別法の制定なしに本来的なファイナンス・リースの典型

契約を規定すると、提携リースをめぐる問題の解決に向けて積み上げられてきた上

記（３）①②に示したような解釈論等の努力が無駄になるおそれがある。 

   →提携リース契約については、事業者規制法＋民事強行規定の制定が不可欠。 

以上 
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【  第７ その他の論点について  】 
 

１．「過失相殺（民法第４１８条）」「損益相殺」「損害賠償の範囲」 
 【中間論点整理「第３．４．及び５，３（１）」９～11 頁】 

                                       【配付資料（１）・意見書６～７頁】  
【意見の骨子】 
① 安易な「過失相殺」につながる損害軽減義務の明文化に反対である。 

②「損益相殺」の検討においては「押しつけ利得」に配慮すべきである。 

③なお「懲罰的賠償」制度も意識されるべきである。 

【理由】 
現実の消費者被害事件をめぐる裁判では，特に金融商品被害やフランチャイズ事件等にお

いて，あまりにも安易かつ奔放な過失相殺が行われている。せっかく消費者が違法性及び

損害の立証に成功しても，「事業者の言うことをうのみにした」「利益を安易に求めた」「契

約書をよく読まなかった」などという消費者のささいな「落ち度」を理由に大幅な過失相

殺がなされているのが実際である（民事法研究会『先物取引被害と過失相殺―過失相殺の

抑制に向けた理論と実務―』内橋 一郎ほか著参照）。これでは違法行為の抑止どころか現

実に生じた被害回復も十分には図られず，悪質事業者の「やり得」が追認・助長されてし

まう。かかる現状において，更に債権者の損害軽減義務を明文化し，それを過失相殺の判

断要素とすることについては反対する。少なくとも，説明義務違反，誤導や不実表示，断

定的判断の提供など，債権者の落ち度を誘発する事情が認められる場合には，過失相殺を

口実に，債権者側の損害軽減を行うべきではなく，その判断に際しては，取引の性質，損

害軽減，回避に向けた債務者側の関与の存否，程度，債権者側の知識，経験，理解，判断

能力等の属性が考慮されなければならないとのルールが示されるべきである。 

「損益相殺」についても消費者取引においては慎重に検討されるべきである。悪質業者の

詐欺的取引により消費者が価値のない不要・不急の商品（原野商法での「山林・原野」等）

が押しつけられることがある。消費者取引，とりわけ詐欺的取引における対象商品の価値

については，換価が容易に可能であるなどの特段の事情がない限り，損益相殺されるべき

ではない（（最高裁平成 20 年 6 月 10 日判決（ヤミ金五菱会）・最高裁平成 20 年 6 月 24 

日判決（米国債詐欺事件）・最高裁平成 22 年 6 月 17 日判決（欠陥住宅事件）参照）。 

なお，消費者被害救済の実務において，現在の損害賠償制度が被害の回復や被害の抑止に

不十分であるとの認識がある。日弁連では，消費者の被害回復と事業者による違法行為の

抑止するために，事業者に対する懲罰的賠償請求制度を求めている（日弁連人権擁護大会

決議 2009 年 11 月 6 日『消費者被害のない安全で公正な社会を実現するための宣言』 

http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/hr_res/2009_4.html 

なお，日弁連第 52 回人権擁護大会第 3 分科会「安全で公正な社会を消費者の力で実現しよ

う ～消費者市民社会の確立をめざして～」基調報告書 
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（ http://www.nichibenren.or.jp/ja/jfba_info/organization/data/52th_keynote_report0911

05_3.pdf）180 頁以下参照）。不法行為法と合わせた検討が必要になるが，債務不履行に基

づく損害賠償の検討において懲罰賠償についても意識がなされるべきである。 

２．金銭債務について「利息超過損害の賠償」 
 【中間論点整理「第３．６（２）」11 頁】 

                                       【配付資料（１）・意見書８頁】 
【意見】 
利息超過損害の賠償を認めることに反対である。 

【理由】 
金銭債務について利息超過損害の賠償を認めることに反対である。債権者が資金調達コス

トを請求することができるとなると，債務者は約定利息以上の過大な責任を負わされるこ

とになり不当である。特に消費者契約の場合には，過大な賠償責任を負わされる危険性が

ある（事業者から消費者に対する金銭債権請求がなされる際に，運用逸失利益・債権取立

費用・弁護士費用など過大な賠償責任を負わされる危険性がある）。また，弁護士費用の敗

訴者負担制度につながる懸念もある（日弁連 2004 年 10 月 14 日『弱者の裁判を受ける権利

を侵害する「弁護士報酬敗訴者負担」法案に反対する決議』 

http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/hr_res/2004_1.html 参照）。 

３．（債権譲渡）「異議を留めない承諾（抗弁の切断）」（民法第 468 条） 
【中間論点整理「第 13．３」51 頁】 

                                       【配付資料（１）・意見書 37～38 頁】 
【意見の骨子】 
①異議を留めない承諾の制度を廃止することに賛成である。 

②包括的・抽象的な抗弁の放棄は認めるべきではない。 

③抗弁権の放棄制度をあえて定めないという選択肢もあるのではないか。 

【理由】 
悪質出会い系サイト業者の債権が譲渡の上取立される等，債権譲渡に伴う消費者トラブル

も多い。債務者の抗弁権を確保するために「異議を留めない承諾」の制度を廃止すること

には賛成である。もっとも，これに替わるものとして仮に抗弁権の放棄制度を条文化する

場合には，債務者保護の観点から包括的・抽象的放棄を認めるべきではない等債務者の抗

弁権の保護に最大限配慮すべきである（債務者にとっては抗弁権を放棄するメリットは通

常は存しないことに鑑みれば何も定めない（一般ルールに委ねる）という選択肢もあり得

るところである）。 

４．債権の準占有者に対する弁済（民法第４７８条） 
【中間論点整理「第 17．４（２）」58～59 頁】 

                                       【配付資料（１）・意見書 47～48 頁】 
【意見の骨子】 
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①システム構築責任に関する規定を設けることに賛成である。 

②「債権者の帰責事由の要否」については慎重に検討すべきである。 

③民法 478 条の適用範囲を拡張することも慎重に検討すべきである。 

【理由】 
「善意無過失要件」について，現在の決済システムについては，単純な債務者の善意無過

失という概念には包摂されていない利益考慮が必要であり，債務者の弁済時の善意無過失

に加えて，判例（最判平成１５年４月８日民集５７巻４号３３７頁）上のシステム構築責

任に関する規定を設けるべきとの提案に賛成である（今後もインターネット決済などが拡

大することが予想される中で「システム構築者の責任」という考え方は抗弁権の接続など

も含めて広く考慮されるべきである）。他方，「債権者の帰責事由の要否」については，盗

難通帳等による銀行預金の払戻の場面において問題となったところである。帰責事由を要

しないとする法解釈による救済が金融機関側における安全システム構築を遅らせた一因で

あるとの指摘もあり（岩原紳作『偽造カード補償問題を考える－預金者救済を図る法制整

備を』金融財政事情 2005 年 3 月 21 日参照）慎重に検討されるべきである。同じ観点から，

「民法第４７８条の適用範囲」を弁済以外の行為に拡張することも慎重に検討されるべき

である。 

５．「契約自由の原則」 
【中間論点整理「第 22．１」74 頁】 

                                       【配付資料（１）・意見書 50 頁】 
【意見の骨子】 
契約自由の原則と契約正義・公正等を併記すべきである。 

【理由】 
実務（民事裁判実務を含む）においては現状でも「契約自由」が一人歩きし，また形式的

に理解され，それが行き過ぎている感が否めない。「契約自由」もあくまで強行規定，契約

正義，公正，公序のもとで認められているものであることが忘れられているのではないか

と感じることも多い。かかる現状において「契約自由の原則」だけを明文化することは，「契

約自由のはき違え」を招く懸念がある。今日では契約内容の公正さということが強く要求

され，「契約自由から契約正義へ」と言われている。「契約正義」への理解を欠いた「契約

自由」は危うさを感じる。法律を使う立場にある者に契約自由も契約正義，公正・公序（良

俗）等の制約を受けるという当たり前のことを（再）認識させるために，契約正義・公正・

等を併記すべきである。 

６．契約締結過程における説明義務・情報提供義務 
【中間論点整理「第 23．２」76 頁】 

                                       【配付資料（１）・意見書 51～55 頁】 
【意見の骨子】 
①民法に説明義務・情報提供義務に関する規定を設けるべきである。 
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②説明義務等の存否を判断するための考慮事情を明記すべきである。 

【理由】 
消費者契約法制定当時に情報提供義務・説明義務が導入されようとしたが見送られた経緯

がある。しかし，情報提供義務・説明義務を定める特別法やこれを認める裁判例も相当数

蓄積しており（国民生活審議会消費者政策部会消費者契約法評価検討委員会平成 19 年 8 月

『消費者契約法の評価及び論点の検討等について』 

http://www.consumer.go.jp/seisaku/shingikai/hokokusyo/file/s-002.pdf 

23 頁以下参照），これを民法に明文化する「コンセンサス」は既に形成されていると考える。

債権法改正の際には私法の一般ルールとしても信義則に基づく説明義務・情報提供義務に

関する規定を設けるべきである。但し，明文化に当たっては，事業者・消費者間等の各当

事者の情報・交渉力の構造的格差や属性・専門性に十分配慮すべきである。説明義務等の

存否を判断するために考慮すべき事情として，契約の内容・性質，当事者の地位・属性・

専門性の有無，交渉経緯，勧誘の態様，問題となっている情報の重要性・周知性，情報の

偏在の有無，当事者間の信認関係の有無等を明記すべきである。そして説明義務違反等の

効果として，少なくとも事業者・消費者間においては，損害賠償責任に加え，消費者が契

約を解消することができる権利（取消権）を認めるべきである（山本敬三「契約規制の法

理と民法の現代化」（民商 141 巻 1 号 38 頁）参照）。 

７．消滅時効 
【中間論点整理「第 36」110～117 頁】 

                                       【配付資料（１）・意見書 102～108 頁】 
 
【意見の骨子】 
消滅時効の短期化には反対である。特に債務不履行に基づく損害賠償請求権についての消

滅時効の起算点は被害救済の観点から起算点を含めて権利者を保護すべきである。 

【理由】 
複雑な欠陥住宅被害など，消費者にとって損害賠償請求訴訟の提起は決して容易ではなく，

被害救済の機会を奪う時効期間の短縮化には反対である。時効期間は債務不履行に基づく

損害賠償請求権など被害救済のための債権にも大きな影響を及ぼすものであることを十分

考慮すべきである。民事法においても，時効制度はそもそも不道徳な制度ではないのかと

いう考えもあり，民事責任に関する時効・除斥期間という制度が正義の実現という観点か

らどのように評価されるべきかという根本から検討がなされるべきであるとの指摘がある

（松本克美『消滅時効・除斥期間と権利行使可能性』立命館法学一九九八年五号(二六一号)

等）。消滅時効については，特に債務不履行に基づく損害賠償請求等，権利者の被害回復の

場面においては短期化に反対である。また消滅時効の起算点については，現行法でも消滅

時効の起算点を権利者救済の観点から「権利を行使することができる時」は必ずしも「客

観的起算点」と理解されているわけではない。安全配慮義務事案等では，権利救済の観点
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からむしろ主観的起算点に親和的な判断をしていると思われる。従って，例えば消滅時効

の起算点については「債権発生の原因及び債務者を知った時」から 10 年とすべきである。 

８．消費貸借 
【中間論点整理「第 44．１～４」131～134 頁】 

                                       【配付資料（１）・意見書 122～127 頁】 
【意見の骨子】 
①中小零細事業者を含む借主を高利収受から保護する視点が不可欠である。 

②典型契約としては要物契約を原則とすべきである。 

③諾成的消費貸借における元本交付前の解除権（借りない権利）を保障すべきである。 

④借主の期限前弁済の権利を保障し，利息相当損害は否定されるべきである。 

【理由】 
消費貸借については，商工ローン問題などで顕著なように，立場の弱い借主（中小零細事

業者を含む）を貸主の略奪的な高利収受から保護する視点が不可欠であり，消費者契約の

特則による消費者の保護だけでは足りない分野である。「諾成的消費者貸借」は許容するが，

典型契約としては要物契約であることを原則とすべきであるし，それが一般市民の感覚に

合うのではないか。「諾成的消費貸借」における目的物の交付前における借主の解除権は消

費者に限らず借主全般に認めるべきである。現実に元本の交付がなされていないのである

から，民法の任意規定としては貸主に損害はないものとして消費者に限らず借主全般に解

除を認めて良いと考える。「利息に関する規律の明確化」については，利息は，「合意」の

みならず「元本の現実の交付」により発生するものであることを明らかにすべきである。

合意があれば元本交付前でも利息の支払い請求が可能となるとの解釈を認める余地を残す

べきではない。「期限前弁済に関する規律の明確化」については，期限前弁済がされた場合

に，貸主に生じた損害（特に利息相当損害）を賠償しなければならないことを任意規定と

して明文化することには反対である（中小零細事業者を含めて）。「事業者が消費者に融資

をした場合の特則」として，返還時期が定められている利息付消費貸借であっても，貸主

が事業者であり，借主が消費者である場合には，借主は貸主に生ずる損害を賠償すること

なく期限前弁済をすることが許されるとの特則を強行法規として設けるべきであるとする

考え方に賛成である。なお「営業的消費貸借」（利息制限法 5 条）については借主が事業者

である場合についても損害賠償することなく期限前弁済ができることを強行法規として定

めるというアプローチもありうる。 

９． 賃貸借終了時の原状回復 
【中間論点整理「第 45．７（２）．１」139～140 頁】 

                                       【配付資料（１）・意見書 134 頁】 
【意見の骨子】 
①原状回復から通常損耗・自然損耗が含まれないことを明文化する（消費者については強

行法規化する）ことに賛成である。 
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②「用法違反による損害賠償請求権」の期間制限については現行法通りでよい。 

【理由】 
賃貸人を事業者とし，賃借人を消費者とする借家契約において，原状回復の範囲に「通常

損耗」及び賃借物の経年変化に伴う「自然損耗」が含まれないことを片面的強行法規とし

て明文化することに賛成する。前項の通常損耗又は自然損耗を賃借人の原状回復の範囲に

含める特約や賃借人の原状回復義務を加重する特約は無効とすべきである。そして，消費

者契約に限らずに上記のような規定を設けることも検討すべきである。 

「用法違反による損害賠償請求権についての期間制限」については，賃借物の目的物引渡

後は，目的物は賃貸人の支配下におかれることとなり，賃貸人は早期に用法違反を把握で

きる一方で，目的物から離れた賃借人には長期間経過後に用法違反という検証困難な理由

により予期しない損害賠償請求を受ける懸念があるから現行法通りでよい。 

１０．「サービス契約」（役務提供契約・請負・委任等・継続的契約） 
【中間論点整理「第 47～50．第 60」142～161 頁，181～183 頁】 

                                【配付資料（１）・意見書 135～157 頁，165～170 頁】 
【意見の骨子】 
役務受領者の任意解除権の保障と損害賠償の制限に留意すべきである。 

【理由】 
現代社会においては，在学契約，語学学校の受講契約，エステティックサロンの施術契約

等「サービス契約」が占める割合が高まっている。加えて，サービス契約は，消費者契約

として締結されることも多く，また「継続的契約」として締結されることが多いが，サー

ビス契約の解約の可否，違約金の内容につき，消費者，事業者間でトラブルが生じやすい。 

日本の家計消費支出におけるサービス支出の占める割合は３２．６％（1984 年）から４１．

５％（2007 年）に増加し，「モノ」から「サービス」へシフトしている（内閣府『平成 20

年度版国民生活白書 消費者市民社会への展望－ゆとりと成熟した社会構築に向けて－』 

http://www5.cao.go.jp/seikatsu/whitepaper/h20/10_pdf/01_honpen/index.html 

9 頁以下）。 

同白書によると「国民生活センター・消費生活センターに寄せられるサービスに関連する

相談件数の占める割合」は，「2000 年度に商品全体を上回り，その後も増加し，2007 年に

は 65.1％を占めており，サービス化の進展とともにサービス分野におけるトラブルは増え

ている」とある（26 頁）。「サービス化に伴う消費者トラブルの増加」の理由として「そも

そもサービス業は，供給者である企業が圧倒的にサービスの質の情報を保有していたとし

ても需要者である消費者がほとんど知り得ないという意味で，両者間で情報の非対称性が

大きい分野であり，製造業に比べてサービスの質の評価が難しく，サービス内容が価格に

見合っているのか判断しにくいという問題を抱えている」とあり，また「サービスは一旦

購入してしまうとそれを製品のように返却・交換することが難しく，一般的に損害回復の

手段が限られるという問題を抱えている」との指摘がなされている（24 頁）。 
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また，独立行政法人国民生活センター『消費生活年報２０１０』 

（http://www.kokusen.go.jp/nenpou/index.html）によると 

2009 年度に国民生活センターで受け付けた相談の総件数は 9,989 件のうち，商品・役務別

の構成比では「商品」が 33.0％（3,297 件）であるのに対し，「役務」は 65.4％（6,530 件）

でにも及んでいるところ（64 頁），経由相談の内容別分類では，「契約・解約」が 4810 件

（90．5％）と１位となっている（70 頁以下。２位は「販売方法」3007 件（56.6％））。 

このように「サービス契約」はトラブルが多く，また中でも「解約」をめぐるトラブルが

多い分野であると言える。特定商取引法における「継続的役務提供」においてはクーリン

グオフと並んで中途解約権及び損害賠償の制限が民事ルールとして設けられているが，民

法において役務提供契約を検討する際にも常に役務受領者の任意解除権とその場合の損害

賠償の制限に目配せをする必要がある。実務では「準委任」に該当するとした上で委任の

任意解除権を行使するという法律構成が広く用いられてきた。サービス契約を検討する場

合には「任意解除権」が保障されるよう，またその際の「損害賠償」が過大とならないよ

う注意すべきである。 

１１．消費者契約の特則について（追加検討すべき事項） 
【中間論点整理「第 62．２」184～185 頁】 

                                       【配付資料（１）・意見書 181 頁】 
【意見の骨子】 
①消費者契約の特則として状況の濫用・不当勧誘一般の消費者取消権などを創設すべきで

ある。 

②これらの消費者契約の特則の法制化は民法改正と同時に消費者契約法を改正する方向で

立法化することが望ましい。 

【理由】 
状況の濫用，不当勧誘一般を理由とした消費者取消権の創設などは，日本弁護士連合会が

従前から求めているところであり，早期立法化が望まれるところである（1999 年 10 月 22 

日付け「消費者契約法日弁連試案」，2006 年 12 月 14 日付け「消費者契約法の実体法改正

に関する意見書」）。 ただし，消費者契約に関する特則の法制化は，民法と同時に消費者契

約法を改正する方法で立法化することが望ましい。 

消費者契約に関する特則として，立法化が検討されるべき事由としては，下記のような

ものがある（ただし，消費者契約に関する不当条項リストの詳細な内容については，当該 

論点における記載に譲る）。 

① 不実表示規定についての事業者から消費者への取消権行使の制限 

② 状況の濫用，不招請勧誘，不当勧誘一般を理由とした消費者取消権の創設，適合性原則

による無効の創設 

③ 契約条項の明確化・平易化規定の新設 

④ 不意打ち条項の新設 
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⑤ 法定追認事由から「履行の全部又は一部の受領」「担保の受領」の削除 

⑥ 消費者契約の取消権行使の効果に関する現存利益の特則の明文化 

など。 

以上 
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